
198眸静岡駅前ゴールデン街における

ガス爆発事故災害の記録

昭和57年3月
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In Ì l1! 

｝
 

F
 

4
 

I
n
]
 

ーぷ
m
r

つ,。
閃
ン

"
M
"
七

n
l
l
 

"."5支
＊
甘
閃

9
広

"↑' 

9
-

＇ 

ィ
り

t
'

,'＂ 

i

成
’i, 

L
9
 

しヽ

ィヽ
＇

t
 

,' ＂ 
支

＂ 
ー

・" ，
 
＂ ”
 

累上阻

＂ 
＊
 

作・来訊空内空夫
ー

士
宅

富
准n
 h
 

食-H
介

＂ ＂
 言

険
隕
ほ

叶

皿＇ 
i
 

9●→ , .ぃ~•91••ヤ=＂ャ l ---…ヽ I•一一 I99-”'．，で竺

ニコニコクレ V・d ···=-,=··n届翡岡可'•山•=·1 話‘.~...ヰ芦~1·栞栞沿 1 ；；,・；•石さし；院 1 間• I 19;l19所

ポルドー テレピ"同 99M支U アデランス

0 91エ 1咋 1
常II京 19謂，n

ズ9"ンの
,,イ 9-

カバンの店トラ'" T石Jg 1煤rum扇
Iwn店

令

InIllIn" ’"1苓セーヌ

．．．ャ． l••r「=，,、1"”~～→1mw●● 

Ih元1h11

-""”→~1 ・19サ9
知 III 射正

.,. r・ • ー・`・ •:.. -•戸 99_. ．，．．

l:ll縞ilil!A 719m' 

証 i!i1Ill 3,520m' 

5 m 

3 fn 

2間

1 m I Ii f 

知天 I*'""p •{ 
I●In 

図— g 第 1ピルの焼損状況（静岡市洞防＊部資料）





ガス爆発事故現場の惨状

大破した 2台の消防車と必死の消火活動

懸命に救助活動する市民と負偽した消防隊員を

路上で救護する赤十字救急隊



，'"恥迄

爆発により陥没又は盛り上ったオ 1ビル地下階「ちゃっきり鮨」

の床面とその奥にある機械室（空調設備）の状況

く静岡消防）

爆発、火災により変形、大破した牙'1ビル、地上 1階部「ダ

イアナ靴店」と、パン屋の「レベッカ」間の間仕切り壁など



粉々になったショウウインドーのガラス（西武百貨店）

牙lビルの正面、前田ビ）レ北側道路上に散乱する

ガラス片



2度の爆発により破担した

「キャット」と「ちゃっき

り鮨」前の地下道

石破自治相に「ガス爆発事故」について説明

する山本知事と荻野静岡市長 (8月17日）



報道紙より

爆風、飛散したガラス片等

で負傷し路上に倒れている

通行人と消防隊員

く静岡新聞社提供〉

上空より見た炎上するオ 1

ビルと必死の消火活動

く静岡新聞社提供〉
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鎮火後のオ 1ビル、大破した消防車

才―,1ビル向い、西武百貨店の

損偽と爆発によって湾rtllして

1 る・

いる街灯ポール てて冒＇



は じ め に

静岡駅前ゴールデン街においてガス爆発事故が発生してから、すでに 1年 6カ月

が経過いたしましたが、この事故は、典型的な都市災害であり、その惨状はいまな

ぉ記憶に新しいところであります。

昭和 55年 8月 16日土耀日、 通勤サラリーマンの足も途絶え、 ショッピング客

が次第に出始めた午前 9時 30分頃、 国鉄，静岡駅前ゴールデン街地下で突如として

爆発が起り、午前 9時 56分頃に大音想とともに 2回目の大爆発が発生しました。

このゴールデン街は、百貨店、ビル等が立ち並ぶ県内でも有数の繁華街にあり、こ

の爆発事故の影態は商店、事務所等が同居したビルで起ったため、多数の死偽者を

出すなど現場は一瞬にして修羅場と化したのであります。

この事故によって尊い生命を失なわれた 15名の方々のご冥福を改めてお祈り申

し上げますとともにご追族並びに被災者の皆さまに対しまして心からお見舞申し上

げるものであります。

このガス爆発事故発生と同時に救出、救援活動に夜を徹してあたられた警察、消

防、医療関係の皆さまを始め防災関係機関の方々、地元の方々に対しまして厚くお

礼申し上げます。

私たちは、この災害により物心両面に亘り多大な損害を蒙りましたがこの災害は、

複雑な施設と機能が錯綜する空間で発生したため大きな問題が提起され、今後の特

殊災害の防災対策を進める上で数多くの費重な体験と教訓を得ました。

特に、 「ガス供給しゃ断等についての防災関係機関相互間の連携による初期活動

のあり方」、 「複合用途防火対象物等の防災体制のあり方」、 「密閉性の高い地下

街等に対するガス保安のあり方」等を究明し、諸対策を講じることが如何に重要で

あるかを学んだところであります。

県といたしましては、東海地震対策をはじめ「安全な県土づくり」を県政の最重

点施策の一つに掲げ目下諸対策を推進しているところでありますが、今回の事故を

契機にこの種の特殊災害に対し今後共、防災関係機関及びガス事業者等が連携を密



にし、ひとたびガスもれ事故等による緊急事態が発生した場合に対応できるよう防

災体制を整備し万全を期す所存であります。

この災害記録は、今回の都市型災害の被害の状況、復旧の概要等について記録に

とどめ、今後の防災対策に資するため「静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事故災害の

記録」としてとりまとめました。

なお、本書の刊行にあたり、貴重な資料と原稿をお寄せいただいた各位のご協力

に、深く感謝いたします。

昭和 57年 3 月

静岡県知事公室長 芦尾長司
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第 1 ゴールデン地下街及び第 1ビルの概況

1. 静岡駅前ゴールデン街建設の経緯

昭和 39年、協同組合J静岡駅前illi緊栄会（後に商店街振典組合静岡ゴールデソ街に改組）から、静岡

1¥1,iiii国心仙断地下迎と紺屋町商店街とを結ぶ地下逍建設］こついての他1!tけに邸づき肌・静岡市の合同審議

のうえ、地下逍建設計両を認めた。

この建訟1；業は、防災建築街区必成法（後に都市再開発法（昭和 44年））に晶づく防災建築街区と

して、士地(/),(:j底利用、商店街の近代化を図るとともに都市の不燃化計画の推進を目的に昭和 39年度

から昭和 45年疫まで(/)|廿16プロックの防災街区造成組合によって工事がす>められ、地下追路つき商

19片街としての形態が柩えられ現在にいたっている。 （以I-I 現場案内図）

これらの街区liii'iは、 I 4-0 2 4 平方メートル、建築延面梢は 87,764 平方メートルである。

図ー］

瓜

111:
〉-こ

口
〗

ヽ'
 

， 

←---
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2. ゴールデン街第 1ピルの建設経緯

ゴールデソ街第 1ビルは、国鉄静岡駅前から北西約 25 0メートルの距離にあり、図ー 2のとおり他

の街区と連続して、昭和39年度静岡駅前第 2防災建築街区造成組合により、静岡市紺屋町 7番地地区

に建設されたものである＾

・ゴールデソ街第 1ビルの概要は次のとおりである＾

11) 建設年月 昭和39年 I2月完成

121 建築物構造 耐火構造地上 5階一部 6階地下一階

131 建築面栢 719,850平方メートル 延ぺ面梢 3.520-190平方メートル

14) 入居状況 地下部 店舗 6

（図ー 3)
地上部 店舗、事務所、住居等 4 5 

15) 収容人員 平常時 約300人

Jr,t大時（法定箕定人員） 7I 2人

なお、この地下道の東側延長距離は 2 I I亀 95 メートル、巾員は 5メートルであるが、その内訳

は公追下地下部 2.Iメートル、民地内地下部 2.9メートルからなっている。建設当時の道路占有にかか

わる道路管理については、地上部の道路とあわせ県道静岡春野天屯線であったが、昭和 45年 4月 1日

から市追に移管され、市追呉服町線として現在、静岡市が管理している。 （図ー I)
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図ー 2 事故当時の静岡駅前ゴールデン地下街、 地階、 1階平面図 (2階以上省略）
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図ー 3 第 1ピ ル入居図 （事故当時）
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3. ガス管の設置状況

第 1ピルにおけるガス管の設1筏状況は、図ー 4に示すとおり第 1ビル前面歩道部の地下に口径 15 0 

ミリメートルの低圧本管が深さ 0.6メートル～ 1メートルの位骰に埋設してある＾

第 1ピルのうち地下階料理飲食業等の各店舗にはこの低圧本管よりバルプを設け分岐させた口径 80 

ミリメートルの低圧支管を並行に布設し、これより 50ミリメートル～32ミリメートルロ径の供給管

をそれぞれの地下階天井空間部を利用して引き込み、ガスメークーを通しガスレソジや湯沸器に接続

していたn

一方、地上階部には 15 0ミリメートル低圧本管より直接それぞれの店舗や居住区に対しバルプを設

けた口径 50ミリメートル～25ミリメートルの配管が、地下階の系統とは別系統で地下階各室の天井

空間祁を利用して布設してあった。

また、第 1ビルに入るガス管のしゃ断用のバルプは、地上階供給用として 12ヶ所、地下階供給用と

して元バルプ 1ヶ所の全部で 13個のバルプが設けてあり、事故のあった当時、地上階へのガス管バル

プ操作のためのボックスは、歩道用化粧板の下に埋めこまれていたため、化粧板をとらなければバルプ

開閉操作ができる状態になっておらず、加えて爆発後の互礫等が更にその上にたい私'tしたため、ガスし

ゃ断操作に一府手間どり問題を提起するところとなった。
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図ー 4 ガス管系統図
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4. 消防用設備の設置・指導状況

静岡駅前ゴールデソ街第 1ビルの地下街扱いについては、消防法第8条の 2に定める地下街には該当

せず、地上階、地階が一体となった複合用途防火対象物（いわゆる雑居ビル）として規制していた。地

階については、いわゆる地下街としての実態を有しているので静岡市消防本部としては、地下街扱いの

運用と指濁を行ってきた。

また、第 1ピルの防火管理体制及び消防用設備の維持管理の状況は良好であった。

なお、静岡駅前ゴールデソ街第 1ビルの消防用設備の設骰状況は、次の表のとおりである。

表ー 1

ゴールデ・ノ街第 1ピルの消防用設備等の状況

（昭和56年8月 15日現在）

階別 収容 消防用設備等の状況

床 面 禎 構造 内装 用途

区画 人員 消火器具 消火設備 警報設備 避難設備
用水その他
の設備

雷 ”f 耐火 不燃 道店 舗路 悶り） 粉末消火器
屋内消火栓

自動火災
誘濁灯

703.59 267 泡” 報知器

1階 533.74 ” ” 店舗 109 粉末消火器 ベルのみ

2階 ,, 99 ,, 店診疇舗 222 ” 屋内消火栓 自動知火災
報器

3階 ” ” ” 事務所 61 ，， 

” ” 

4階 ” ” 
99 事務所 36 ” ” ” 緩降機

S階 ” 
,, 

” 共住 宅同 15 ” ” ” 凌信機R『E)
,, 

6階 137.95 ” ” 塁誓 2 粉泡末消消火火器器 ” 

計 3520.19 712 
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5. 第 1ピル使用状況の変遷

第 1ピルは昭和39年、述築当時の防災建築街区造成組合の共同所有物件として建設された地下 1陪

地上 6階の複合用途の建築物である。

建設当時からすでに 15余年経過する間に、ビルの所有者をはじめi？事務所や舒店舗のテナソトの転

出入があり、建設当時とガス爆発事故当時とを比較すると建築物の外部艇体そのものはあまり変更はな

かったが、テナソ rが変わる時に店飾間の区画の変更にコソクリートプロックを使用した改装が行なわ

れるケースがみられた。

また、建哭当初においてもすでに地下部や地上 1階部等の間仕切にはコソクリ-}プロックが使用さ

れていたことから、これらのコンクリートプロック間仕切が爆風圧により倒壊し、災害拡大の要因の 1

っとなったと考えられる c
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第2.災害の概 況

1. 事故発生の経緯

(11 亨故発生湯所

静岡市紺屋町 7番地 16号

静岡駅前コ’ールデソ街第 1ビル

12) 事故の概要

① 第 1次爆発

昭和 55年8月16日（土） 午前 9時 30分頃

第 1次爆発及びガス漏れ発生

② 事故現場付近の住民からの通報及び受理

静岡市消防本部

昭和 55年 8月16日午前 9時 30分

「ガス爆発の発生した静岡駅前ゴー Iレデソ街第 1ビル付近の住民から、第 1ビルの 1階部分店

舗「ダイアが訛店」付近でガス爆発があり、まだガス臭い。火は出ていない。」との 119番による通報で此知

静岡県警察本部

ll{｛和 55年8月16日午前 9時31分

「事故現楊付近の住民から一静岡市の紺屋町の地下のゴールデソ街の菊正という店ですけ

ど金耀の・・・・・・（言策不明） •••…落しの火をね。ガスをしようとしたらガスが爆発してしまっちゃ

ったんです。ガスがすごく漏れているので、すぐ手配していただけませんか、ガスがすごく漏れ

ているんですけど。」との 11 0番による通報を受理

③ 関係機関等の通報及び受理

昭和 55年8月 16日 午前 9時31分

r1ji1祁防本部は、県警察本部、静岡瓦斯（株）、中部鼈力（株）静岡支店、市役所当直及び一部

の報道機関へ通報した。

昭和 55年8月 16日 午前 9時31分頃

県警本部通信指令課は、 1 1 0番による通報を受理するとともに市消防本部へ転送措骰をとっ

て通報確認した。

引き続き、静岡中央署に対し初動措1性を指示した。

④ 事故現場への出動状況

昭和 55年8月16日午前 9時33分

「第 1出動」指令により市中央消防署安西隊が現場に先着したのをはじめ．各隊が相次いで到
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ぷiし、人員 47人．消防車等 11台が出動した。

また、市消防団は、団員 13 6人、消防車 9台が現場に出動した。

昭和55年8月16日午前 9時 36分

県警本部指令により静岡中央署バトロールカー、駅前派出所勤務員及び白バイ乗務員等が緊急

出動した。

中部電力（株）及び静岡瓦斯（株）は、市消防本部からの通報により市内巡回中の従業員を現

場に緊急出動させた。

⑥ 警戒区域の設定

市消防本部は、現場へ到舒と同時に火災警戒区域を設定し、住民等の進入禁止措骰、付近商店

等の火気使用禁止、ガス検知等の警戒活動に入った。

一方、リ，し警、／i/,岡中央署は、交通規制警戒線を設定し、車輌通行禁止措li1を行うとともに現場

付近地上の通行人、住民等に対する避難誘郡を行った。

⑥ 人命検索

市梢防本部は、第 1次爆発後直ちに人命検索を1州始した。

⑦ 煤発現場の確認

昭和 55年8月16日午前 9時35分

市消防本部は、地下街の「キャット」と「ちゃきり鮨」を爆発現場として確認したn

⑧ 地下道出入口の封鎖

昭和 55年8月16日午前9時 44分

市消防本部は、地下道に設けてある 11ヶ所の出入口及び静岡駅方面からの進入路すぺてを封

鎖完了した。

⑨ ガス検知（ガス渇れ確認）

昭和 55年8月16日午前 9時 53分

消防署員のガス検知作業により「ちゃきり鮨」の内部でガスの検知をしたほか、菊正の裏側に

あたる階段の中段部分（「機械室」入口）において相当高涙度のガスが確認されたので、地下階

の固辺と地上及び通信統制室に連絡した。

⑩ 第 2次爆発及び火災の発生

昭和 55年8月 16日 午前 9時56分頃

第 1ビルにおいて爆発が起り、同時に 1階の「柴田薬局」及び「シカヤ洋服店」周辺より火災

が発生し、 2階、 3階へと燃え上った。

この爆発により多数の死者、負傷者が続出し、爆風の影響は現場を中心に半径約 10 0メート

ルにもおよび、吹きとんだガラス片、石板、自転車等が散乱する大惨事となった。
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⑪ 事故現場への出動体制の強化

市消防本部は、第 2次爆発後直ち「「全隊出動指令」を発し、非番職員の全員招媒及び消防団

出動となり、火災の鎖圧、救助、救急活動を淵始した＾

県警本部は、第 2次爆発後直ちに県警機動隊の出動を命ずるとともに各隊、各署の応援出動を

命じ現場活動の強化を図った。

⑫ ガスしゃ断

ア昭 和55年 8月16日午前 I0時30分頃

静岡瓦斯（株）は、第 1ピルを除く周辺のビル及び第 1ビル向側西武デバート側のバルプを

閉止しガスをしゃ断した。

イ 昭和 55年 8月 I6日午前 10時 45分頃

静岡瓦斯（株）は、第 1ビル地階の「ちゃきり鮨」店内のバルプを閉止したため、 「ちゃき

り鮨」 「キャット」及び「大楽天」へのガス供給がしゃ断された。

ウ 昭 和55年 8月 I6日午前 11時 15分頃

静岡瓦斯（株）は、第 1ビルの共通低圧支管のバルプを閉止したため、地階部へのガスの供

給がしゃ断された n

エ昭和 55年 8月 16日午後 0時 I0分頃

静岡瓦斯（株）は、静岡駅側「ヤマザキスポーツ」前の口径 I5 0ミリメートル低圧本管に

しゃ断用ガスバックを入れた。

オ昭和 55年 8月I6日午後 1時 I2分頃

静岡瓦斯（株）ば 「ロリエ」前の本管にしゃ断用ガスパックをそう入し第 1ビルヘのガス

しゃ断を完了した。

⑬ 消火活動状況

昭和 55年8月 I6日午後 0時47分

消防隊全隊による放水は停止し、以後部分放水を続けた。

⑭ 救急搬送活動の完了

昭和 55年 8月16日 午前 11時22分

⑮鎖火

昭和 55年8月16日午後3時30分

⑮その他

午後 11時 16分 第 1ビル 5階部分が再燃し、消防隊 2隊 10人の出動により、消火活動を

行った結果、 8月 17日午前 0時 21分鎖火した。

(3) 事故原因

第 1次爆発及び第 2次爆発の事故原因については、現在、警察当局において捜査中である＾
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141 

① 

被害状況 （静岡市調べ）

被災区域

被災面梢 I 5. 5 0 0平方メートル

被害のおよんだ範囲

図ー 5 爆発による被害範囲
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人的被害の状況

死傷者合計数

爆発による披害範囲

(7) 死 者

2 3 8人

1 5人
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図ー 6 死者受楊場所
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げ）負慟者 2 2 3人

表ー 2 負傷者の内訳

治 脱 期 問 人数（人）

6ヶ月以上のもの 5 

3ヶ月以上 6ヶ月未満のもの 5 

2ヶ月以上 3ヶ月未満のもの 7 

1ヶ月以上 2ヶ月未満のもの 2 0 

1巡間以上 1ヶ月未満のもの 1 11 

1週間未満のもの 7 5 

③ 罹災世帯

6世帯 CI 6人）

④ 罹災証明発行状況

証明交付数 2 5 5件

⑤ 物的被害の状況

ア 店舗及び住宅の被害 I 6 3棟

第 1ピルについては、 4 4店舗、事務所等延面梢 3. 5 2 0平方メートル

表ー 3

全 壊 4 3 

店舗 I 3 6棟（店） 半 壊 7 

一部破捐 8 6 

全 壊 6 

住宅 2 7戸 半 壊

゜一部破損 2 I 
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図ー 7 静岡駅前ゴールデン地下街、 地階、 1階の被害状況
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イ 道路の破狽

延長 IO 3. 3メートル（巾員 I 5. 0メートル）

ウ 被害総額（推計）

I 5億 I,I 8 4万2千円

表ー 4

被害 建 物
地 域 名

店舗数 被害額

第（ 1 プ ロック
店 千PJ

ミマッピルプロック） 1 7 14, 984 

第 2 プ ロ ツ ク
（第 1ビルを除く第 1ピルプロック） 2 0 6 I. 910 

第 3 プ ロ ツ ク
（野沢朕 プ ロ ツ ク ） 

2 3 24,528 

第（ 4 プロ ツ ク
長崎揺フ、ロ ツ ク ） 

8 7,350 

第 5 プ ロ ック
（西武を除く 西武 プロ ック ）

I 7 84, 856 

第 6 プ ロ ツ ク
（ 鈴 や プ ロ ツ ク ） 

2 9 13,330 

小 計 1 1 4 206,958 

第 I ヒ Iレ （推，汁） 4 6 500,000 

西 武 テナント
2 
I 250,000 

小 ,iI・ 4 9 750,000 

合 計 I 6 3 956, 958 

141 気象状況（静岡市消防本部調べ）

当時の気象状況（昭和 55年 8月 I6日 午前9時 30分）

天 候 暴 り

風 位 南 西

風 速 1.0メートル

気 温 2 3度

湿 度 8 6.0パーセソト

-16-

商品・什器 被害金額

被害額 合 計

で1’l f・円

1, 445 16, 429 

12,820 7 4, 7 30 

36, 299 60, 827 

606 7,956 

69,986 154,842 

5,718 19,048 

126,874 333, 832 

200, 000 700, 000 

8,010 8, 0 I 0 
220, 000 470, ODO 

428,010 I, 178, 0 I 0 

554,884 1,511,842 



2. 関係機関等の 応 急 対 策 の 状 況

11) 静岡県

① 静岡肌ガス煤発事故対策本部の設li't

設Ii'<'.「1時 ll{｛和 55年8月I6日 午iiifI 0時 30分

諏rt場所 静岡県梢防防災課内

組 織 静岡卯嘩Il知事を本部長とし、関係部課で構成

（廃止昭和 55年 I1月26日）

② 災害救助法の適用

昭和 55年8月 I6日午後 1時

③ 応忍対策の内容

ア 現地連絡所の設1i＇,＇

設itt日時

設Ii','.場所

11(｛和55年8月I6日午前 11時 50分

グランドホテル中島屋 1階ロピー (8月16日のみ）

翌8月 17 11以降 8月24日までの間

静岡市紺屋町小樅神社静岡市現地本部内に移設

イ 現場における梢報の収集及び警察、静岡市消防機関等防災関係機関との連絡調整

ウ 国会及び梢防庁、国土庁、通産省等政府関係機関視地視察に係る連絡調整

工 地下街及び地下追に[iiする建築物のガス設備に係る消防機関及びガス事業者の合同保安点

検実施の指示

オ 国会及び政府に対する「静岡駅前ゴールデソ街爆発事故に係る要望nt」の提出

（静岡市と連名）

カ 県立中央病院からの救設班現地派逍及び県赤十字血液セソクーの血液在叩批調査並びに県民、

県職員に対する献血協力の要，i’i・

キ 災害救助法の適用にもとづく，応急救助の実施及び死偽者に対する援護（生活必需品、学用

品の給与弔慰金の支給、医税伐の助成等）

ク 静岡市商工部及び金融機関と共設した災害相談所、金融相談所による被災中小企業者向け

「地城産業対策預金」の融資の実施

ケ 「労働者特別援詭措骰相談会」の設樅による被災事業主を対象とした被災労働者に係る屈用

保険、労災保険の扱護措骰等の相談会の実施

コ 第 1ビルの建設経過、建設管理状況の把握

12) 静岡県警察本部

① 「静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事故対策本部」の設置

-1 7 -



設骰日時 昭和55年8月 I6日午前 I0時 20分

設I筏楊所 静岡県警察本部 12階会議室

R 応急対策の内容

ア ガス爆発事故発生後直ちに、被災者の救出・救護等人命の保設措1代にあたるとともに人的、

物的被害状況の調壺、事故原因究明のための捜壺活動等を行うほか現場における被害の拡大

防止、復旧活動に協力した。

事故当日は、県警本部長以下 96 4名をもって初動措li，tを行なった。

イ 当面の安全対策として、静岡瓦斯（株）に対しゴールデソ街全域の「ガスしゃ断措骰」を要

詔した。

ウ 昭和 55年8月 20日 事故現場付近における「ガス漏れさわぎ」が発生した際、静岡瓦斯

（株）に対して「安全確保のため現場周辺の徹底的なガス検知と当分の間、現場周辺の主要地

点に保安担当員を配骰して継続的なガス梱れ点検を実施すること」を要諮した。

ェ 県下各警察冴長に対し、消防、ガス会社等関係機関と協議し、非常事態に対応する通報体制

と迅速的確な初動措1代体制の確立を指示した。

131 静岡市

① 「ガス爆発静岡市災害対策本部」の設骰

設骰日時 昭和 55年8月 16日午前 11時 10分

設骰場所 静岡市役所 3階正庁

（廃止昭和 55年 I2月3日）

② 「|9i]上現地本部」の設樅

設骰日時 昭和 55年8月 16日午前 10時 34分

設1役場所 グラソドホテル中島屋 1階ロビー CI6日のみ）

翌8月 I7日以降8月28日までの間

静岡市紺屋町、小脱神社境内に設骰

③ 応急対策の内容

ア 災害救助法の適用（昭和 55年 8月 16日 午後 1時）

イ 人的．物的被害状況の調森

（昭和 55年8月 I8日～8月30日）

ウ 「静岡駅前ゴールデソ街ガス爆発事故対策委員会」の開催

（昭和 55年8月 I8日 設骰、昭和 56年 I2月現在まで小委員会 I0回、委員会 7回を

開催し、なお継続中である。）

二罹災者相談所の設ii，t

（昭和 55年8月 I9日～ 9月8日）
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オ 梢防機関、ガス事業者による「地下街等」の合同保安点検の実施

（昭和 55年8月20日）

カ 国に対する要望）1［の提出

（昭和 55年8月 30日）

キ 死傷者に対する援護措Ii'>'.（見舞金及び災害弔咆金の給付等）

ク 合同非骰並びに合同追悼式の実施（於 静岡市民文化会館）

消防合同葬俊（昭和 55年 9月I4日）

犠牲者合同追悼式（昭和55年 I0月20日）

ケ 静岡駅iiiiゴールデ・ノ街地下道再開の状況

第 1ビル部分を除く地下道の再1)fl （昭和 55年9月I0日）

地下逍全面再閲 （昭和 55年 II月22日）

コ 災害復典賓金借入者に対する利子補給

融子利子補助対象者 直接被害者及び区城内閻接被害者

府 金 使 途 設備行金・運転沢金

利子補助対象限疫額

利子 補助率

利子等の補助期1ii)

施行期日

融貧状況（J位終）

融預実 絨

利子補給（予算措骰）

サ 災害義損金の受理及び配分

直接被害者 2,0 0 0万円以内

間接被害者 1,0 0 0万円以内

当該融栢制度の末端利率の上限を 5.5形とし、これをこえる部分

の利子及び信用保証料とする。

3 年間

昭和 55年9月 1日

(5 6年3月3I日）

I O 2件 8億 1千 IO 0万円

昭和 55年度 2千 50 0万円

昭和56年渡 1千76 7万円

昭和 57年度 1千 45 0万円

3 4 6件総額 1億 3千52 I万 29円（紋終）

シ 第 1ビルの耐力診断の実施（昭和 55年8月29日～ 30日）

静岡市は、建設省建築研究所に依頼し、第 1ピルの構造調査を実施した結果、概ね次の所見

が示された。

(7) 爆発力による構造躯体の被害は、地下階床スラプ、 1階床スラプ、はり、 2階床スラプ、

はりにおいて大きく、それらの耐力低下は大きいと考えられる。

（（） 火災による構造艇体の被害は、 2~4階及び地階の主として床ばりにあり、構造耐力上の
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劣化は比較的小さい。

ス 市職員動員数

延 2,28 5人

141 静岡市消防本部・消防団

① ガス爆発事故＇i店知日時等

ア 第 1次煤発宜知

昭和 55年8月 I6日 午ilij9時30分、 II 9番にて入慮

イ 第2次煤発宜知

ll/jc/11 5 5 lf 8月 I6日 午iiij9時 56分

ウ 火災発生

昭和 55年8月 I6日 9F iiij 9 11!1 5 6タJ-

工鎖火日時

昭和 55年8月I6日 午後 3時 30分

② 梢防隊Ili動状況

ア 出動人員

8月16「I 出動のみ

梢防本部 梢防長以下職員 3 1 4人（非番職員全員呼出し）

梢防団 梢防[;ll長以下団員 37 6人

II{1和 55年 I0月3Iまで（出動人員は、 8月 I6日当日の人員を含む）

梢防職員 （延人員） 2, 1 8 7人

梢防IJ1li （延人員） 4 0 3人

イ 出動車輌台数

8月16日のみ

梢防本部・署 4 3台

消防団 2 2台

③ 検索、救出、救怠活動

ア 救出活動

はしご車により、第 1ピル齢上から 3人（女）を救出したほか、互礫の下敷となった負傷者

を多数救出した。

イ 救忍活動

(7) 救忌車による搬送 5 I人

H) 消防本部・署の消防車等による搬送 2 9人

（ウ） 消防団車輌による搬送 I I人
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合計 9I人の負傷者を病院等へ搬送した。

④ 梢防職団員の死楊者及び物的被害

ア死者

梢防職員 4人 梢防団員 1人

イ 負陽者

梢防職員 2 8人 消防団員 2人

ウ 車輌

2台令拍（化学ili防車 1台 タソク 9I[ 1台）

⑥ 火災防ぎょ活動

火災は、第 2次爆発と同時に発生し、万ーに備えていた消防隊にも爪陽者を出したため、他隊

の応援を求め活動を行った。

煤発による破壊物の散乱等で活動は困難をきわめたが、ガスの完全しゃ断が午後 2時 10分に

確認されたため、消防ポンプ車を最大限に運用して消火活動を続行し、午後 3時 30分に鋲火

した。

⑥ 現場本部の設骰状況

ア 現場指揮所設I＂［ 昭和 55年8月16日 午前 9時 57分

イ 現場本部設lrt II召和 55年8月16日 午前 10時34分

151 静岡瓦斯（株）

応急対策の内容

① 消防本部からの通報により、市内巡回中の職員を無線連絡で現場に急行を指示した。

(8月 16 l'I 午iili9時 32分頃）

R 静岡瓦斯（株）の職員が現場において、可燃性ガス検知器によりガス検知を実施中、第 1ビル

「機械室」入口で可燃性ガスを検知し、ガスの種類を特定するため静岡瓦斯（株）静岡営業所に

応援要員と FID及びサーミスクのガス検知機材の要諮を行い引き続き調査を続行した。

③ 8月 16日午前 10時 30分「非常災害対策本部」を静岡瓦斯（株）本社内に設骰した。

④ 出動した職員は、直ちに現場周辺のガス供給管のバルプの閉止を行うとともに周辺需要家への

ガス漏えい検査（約 28 2戸）を実施した。

⑤ 第 1ピルのガスしゃ断

ア 8月16日午前 10時 45分頃「ちゃっきり鮨」入口のバルプを閉止した。

イ 8月 16日午前 11時 15分頃地下共通管のバルプを閉止した。

ウ 8月16日午後 1時 12分頃ガス本管を穿孔し、しゃ断ガスバックをその入しガスをしゃ

断した＾

⑥ 現場への職員の常耽による常時巡回点検の実施
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8月I6「Iから 9月I0日までの間、昼1廿16人、夜間 2人の職員を常駐させ、巡回点検を実施

した。

⑦ 9月IO Fl第 1ビルを除く地下道へのガス供給を再1)llした。

16) 中部電力（株）

応忍対策の内容

① 初動措附

市梢防本部からの辿報により、作業員 5人（乍業車 4台による現場出動を指示した。

(8月 I6日午Ilii9時 3I分直後）

午前 I0時 I0分、災害現楊付近が煤発事故のため停直したが、消防現場本部の指ホにより送

雷範囲を順次拡大し、鎖火後、午後 4時 56分第 1ピルを除き送軍を完rした。

② 「ガス事故対策本部」の設Ii'."

中部電力（株）静岡営業所内に「静岡駅前ガス爆発事故対策本部」を設Ii'>'し、災害復111組織を

確立した。

③ 静岡市対策本部の要品による活動

事故発生後、煤発現場への臨時灯収付け作業を実施するとともに警察、消防の現場検証等に必

要な照明機材及び発龍機車の設骰等を行ない電源確保及び保安活動を実施した。

④ 「電気相談所」の1)廿設

小杭神社境内の市対策本部に隣接して「電気相談所」を1)fl設し関係機関との連絡調整及び協i要

家からのよろず朴l談等に応じた。

⑤ '，じ気料金特別措Irtの手続き

慮気料金特別措1代に係る事項について、 8月20日通産省に申詔し許可された。

(71 政府関係機関

国土庁、総理府、警察庁等の政府関係機関は、連絡調幣を図りながら概ね次の応急対策を実施し

た。

①国土庁

閲係省庁連絡会議の設l社

構成 国土庁、総狸府、警察庁．厚生省、迎輸省、労働省、建設省、自治省、消防庁

R 通商産業省

ア 対策本部の設骰

8月I6日 通商産業省内に「静岡駅前ガス事故緊急対策本部」を設骰するとともに、政務

次官、公益事業部長及びl｛紋員 6人を直ちに現地に派遣した。

イ ー斉点検実施の指示

ウ 静岡瓦斯（株）に対する立入り検究の実施
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＝ 地下街対策専門委員会の設骰及び技術調査団の派遣

オ 被災中小企業者の救済措骰

⑦ 政府系中小企業金融機関の災害融賓の適用

① 中小企業体質強化資金助成制度の活用

⑰ 政府系中小企業金融三機関の担保徴求の弾力化及び返済猶予

カ 地下街等のガス保安対策に関する消防機関とガス事業者との連携強化（消防庁との合同通逹）

11月21日、⑦消防機関によるガスの供給停止等を内容とする申し合わせの作成 ①共同

点検の実施 ⑰ガス漏れ等の連絡方法の周知徹底及び共同訓練の実施 〶連絡会議等への参加

について各ガス事業者と消防機関とが連携強化を図るようガス事業者に対し通逹した。

③警察庁

ア警備活動

事故発生の認知と同時に警察庁に災害警備連絡室を設樅するとともに、直ちに警備課上席指

蒔官他 1名を現地に派遣したほか、その後も引き続き現地における業務の進捗に応じ担当者を

派遣した＾

イ 地下街災害対策の再点検の指示

警察庁は、昭和 55年8月20日、地下街等を有する都道府県警察に対して地下街災害に対

する警備対策の再点検についての指示を出し、関係機関と連携し、地下街における保安体制、

保安設備の実態把握、初動活動要領についての再点検をはじめ、地下街災害を想定した防災訓

練を実施しこの種の事故の再発防止対策の推進に努めた。

④厚生省

災害救助法に基づく応急救助活動

事故発生後静岡県と連携しながら被害状況を把握し． 8月I6日静岡市に災害救助法を適用し

た。

⑥労働省

ア 対策本部の設骰

⑦ 事故発生後直ちに静岡労慟基準局に災害対策本部を設置し、関係機関と連携のうえ災害原

因、被害状況の調査、被害者の救護にあたった n

① 労働省労働基準局長ほか担当官を現地に派遣し、災害調査及び被災者対策の指揮を行わせ

た。

⑰ 浜松市にある静岡労災病院より救急車 1台、医師等 19人を現地に派遣した。

イ 被災労働者又はその遺族に対する補償措匠

⑦ 遺族補償給付及び葬祭料 5人

① 療狼補償給付、療旋給付 1 I 3人
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⑰ 休業補償給付、休業給付 3 7人

⑥消防庁

ア 担当官の現地派遣及び連絡対策室の設置

8月16日 事故発生後直ちに担当官 5名を現地に派遣し、災害状況調査を行うとともに

「静岡駅前ゴールデソ街ガス爆発事故災害対策連絡室」を設骰して、情報の収集、連絡その他

災害応急対策の推進にあたった。

イ 一斉点検の実施の指示

8月19日 事故の再発防止のため、地下街及び地下街類似のものについて消防機関による

一斉点検の実施について都道府県に通知した。

ウ ガス淵れ火災対策研究会の設樅

工 地下街等のガス保安対策に関する消防機関とガス事業者との連携強化について都道府県知事

に対し通達した。

オ ガス涌れ事故に関する警防戦術等調査研究会議の設置

⑦建設省

ア現地指濁

事故発生の情報を得て直ちに建築物防災対策室の担当官を現地に派遣したほか、引き続き建

築研究所の調査班並びに住宅局、道路局及び都市局の各担当官が現地調査を行った。

イ 地下街中央連絡協議会での検討

ガス燥発事故後、地下街のガス保安対策等の検討を行うため、地下街中央連絡協議会、幹事

会及び担当者会識を延 10数回にわたり開催し、次の対策を講じた。

⑦ 5省庁による「地下街の取り扱いについて」の通逹

昭和 55年 10月9日、次の点を主な内容とする「地下街の取り扱いについて」を建設事

務次官、消防庁長官、警察庁次長、運輸事務次官、資源エネルギー庁長官名で都道府県知事

等に通達した＾

⑦ 公共施設等に係る地下街の新設又は増設は厳に抑制すること

① 地下街中央連絡協議会に新たに資源エネルギー庁を加えること

⑰ 既設の地下街について管理の適正を図ること

R 基辿等の改正については、関係省庁における専門的検討を受けて別途通知すること

い 「地下街に関する基本方針」改正の検討

「地下街に関する基本方針」中、ガス保安対策強化のための設備の甚辿等の検討を行った。
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第3 爆発と火災の状況

1. 第 1次爆発の状況

昭和 55年8月 16日午前9時30分頃、ガス爆発事故現場付近の住民から「ガス爆発があり、まだ

ガスが臭い、火は出ていない。」旨の通報が 11 0番及び 11 9番にあった。

第 1次爆発は、ゴールデソ地下街第 1ビルの地階の「ちゃっきり鮨」 「キャット」及びその裏手に接

した「機械室」の周辺において爆発が起ったと推定されている。

この第 1次爆発では、火災は発生しなかったが、 「ちゃっきり鮨」及び「キャット」の店内は相当程

度の破壊状態にあったものと思われる。又、消防隊の活動状況からは当初、ガス臭は感じられなかった

模様である。

この第 1次爆発による影警は、呉服町方面と静岡駅方面の地下道に面した数店舗におよび、シャックー、

シヲーウイソドー、窓ガラスを損傷させた。また、地上部では「ダイアナ靴店」 「パソ屋のレペッカ」

を始め共用通路を通って「柴田薬局」 「シカヤ」 「石垣洋服店」などの店舗のシャックー、ショーウイ

ソドウのガラス等を破損させたn

この第 1次爆発では、小楠神社側地下階段入口よりわずかに白煙がでていることは認められたが、火

災の発牛はなく人的被害も発生していない。事故後の警察、消防の合同調査によれば、 「ちゃっきり鮨」

内に 1ヶ所、同店舗前の通路部に 1ヶ所、 「キャット」内に 1ヶ所及び「機械室」内に 2ヶ所、計 5ケ

所の床部が盛り上がったり、裂け目が生じているのが認められた＾

また、床の盛り上がりや裂けの状況は、 「ちゃっきり鮨」に最も激しく、床面の盛り上がり部の高さ

は約 9O~ 1 2 0七ソチメートルに達しており、各所に割れ目や陥没しているのが認められた。

一方、 「機械室」においても階段入口のドアが吹きとばされたほか、室内の空調機及びダクト類が移

動し又は破損、落下するなど相当な被害を受け、 「機械室」や隣接する「ちゃっきり鮨」の天井部に設

置されていたガス管にも損傷が認められ切損や亀裂が生じていた。

なお、第 1次爆発の原因は、現在、警察当局において究明中である。

2. 第 2次爆発の状況

第 1次爆発の通報により出動した消防、警察、ガス会社等関係機関の職員が、 「ちゃっきり鮨」`

「キャット」及び「機械室」入口付近で人命検索、ガス検知及び一般市民等の避難勧告、誘導等を実施

中の午前9時56分に大爆発が起り同時に火災が発生した。

このため、第 1ビルの関係者をはじめ一般市民、消防職・団員、警察官、防災機関の関係者及び第 1

次ガス爆発事故取材中の報道関係者等 23 8人が死傷した。また、第 1ビルの地上 1階部分では、 「柴

田薬局」と共用通路をはさんだ「シカ屋洋服店」付近から順次小爆発を起しながら火災となり、その被
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害は、南側は「ダイアナ靴店 1、 「パソ屋のレベッカ 1におよび、北側は「石垣洋服店J 「カバツの店

トラヤ」にも被害がおよび焼損した。そのため、地上 1階は・「カバソの店トラヤ」から「いペッカ」ま

での間を全焼したほか、地上 2階、 3階及び5階部分の大半を焼損させるなど第 1ビルの各階に甚大な

被害をおよぼした。報道されたテレビ録画や現場で負傷した消防職員等の負傷状況から推定すると爆発

による破壊が著しかったところは、地下階においては「機械室」付近、 1階においては「レペッカ」か

ら「トラヤ」までの間の各店舗であった。

この第 2次爆発の原因については、現在捜査当局において究明中である。

また、爆発の中心である第 1ピルから発生した爆風により、呉服町通り向側の地下部と地上部のピル

のガラスや商品等が飛散し路上に闘いてあった多くの自転車、沼板等が吹きとばされるなど被害は広範

囲におよんだ。

即ち、図ー 5に示すとおり爆発による被害は、第 1ピルを中心に半径約 10 0メートルにもおよんで

おり、特にゴールデソ街の被害は、図ー 7に示すとおり当街区全体におよんだ。

この爆発力の強さは例えば、第 1ビル前に緊急出動して消防活動にあたっていた消防車を押し出した

り、ビルの前面歩道に設骰してあった街燈柱が弓型に変形するなど、すさまじいものであったn
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図ー 8 ガス管の損傷状況

/
,
 

5~ 

各店●へ ~ 

一

扇

天井 板

ー

2

7

-

鑓 道
1陪 店鑢床コ 99 9 - 9 

廿，’_い日：1
9
1
,

＇

ー

一

ー

1

，

ー

1

_
ー

/
-

グ ／― 

／ 

地

; 
.. -・ 

搭．

戸
1
9
1
1ー
ー

，

↓↓ 

地 下

．
 

絡

汚＊ピ’’

汚泥約 95~ 
静岡市消防本部質料



3. 火災の状況

午前9時56分ごろ、第2次

ー爆発と同時に火災が発生した。

第 1ビル周辺は第2次爆発によ

り消防隊員等をはじめ多数の死

傷者が続出したことや爆発に

より散乱した自転車、商品、調

度品、ガラス片等瓦礫が路上一

ぱいに山積となるなど、大混乱

となった。そのため、第 1ビル

に対する消火活動の展開がさま

たげられ、折担したガス管から

噴出するガスの燃焼なども加わ

り、消防隊による必死の消火活

動にもかかわらず上階部へと延

焼し、午後 3時30分鎖火する

までお>よそ 5時間半にわたり

燃え続けることとなった。

第 1ビル地下階は「ちゃっき

り鮨」や「キャット」を中心に

爆発により破損されてはいたが、

火災による影響は「機械室」等

の天井部の一部にとどまってお

り、地下道部には火災が及んだ

形跡は残っていない。

蓼’
事故現場の状況

地下 1階「キ

ャット」の盛り

上った床面

瓦礫を撒去し

整理した後

火災により 1階部はズボソの

「サイトー」から「パソ屋のレペッカ」までの店舗区画が焼損し、とくに「石垣洋服店」から「レベ

ッカ」までの部分は、第2次爆発の影響もあり、焼損の程度が最も激しいところである。また、この

火災における 1階から 5階までの上階への延焼経路は、中央階段やエレペークースペースが関与した

形跡はなかったものの 1階部から 2階部への延焼には、 1階部天井の爆発破損によりできた破損口、
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排気ダクトなどを通し 1階部の火災が伝播したと考えられている。

また、 3階部にあっては吹きあげる火煙が破れた窓やダクト室などを通して延焼し 1、 2階とほぽ

同面猿の部分を焼損した。

一方、 4階部はほんの一部を焼失しただけにとどまり、延焼をまぬがれ水損程度にとどまった。

5階及び6階部の「機械室」や「変電設備」は、排気ダクトの破損部や開口部、パイブシャフトを通

じて延焼し、約 50 0平方メートルを焼損した。第 1ビルの建築延面積3,520平方メートルのうち、

1,732平方メートルを焼損した。なお、この火災による第 1ビルの焼損状況は図ー9のとおりである。

地下 1階

天井部に布設してあった

各種配管の状況

（ 
ちゃっきり鮨奥の機

械室天井部
） 

第 1ピ ル の 損 傷 状 況

← 
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地下機械室横、 1階に昇る階段部分

（プロック間仕切壁の損傷）

地下道の損傷状況「ケント」野沢屋附近
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第4.救出救護活動の状況

1， 消防機関の活動

第2次爆発後、全隊出動指令により事故現場に到着した消防隊及び救急隊は、直ちにそれぞれの任務

分担により検索、救出救急活動を展開した。

11)救出活動

第 1出動で現場にいた消防隊員は、多数の者が負傷したが、軽傷の隊員は直ちに負傷者の救出活

動を行った。引き続き本格的な救助活動が後続部隊によって行なわれた。

また、第 2次爆発と同時に発生した火災により、第 1ビル屋上の避難者（女性3人）が静岡市中

央消防署及び南消防署のはしご車により救出されたほか、アーケードの上に避難した従業員等も同

消防隊によって救出された。

121 救急活動

救急隊による負傷者の搬送は 15隊によって行われ延 36回にわたり 91人の負傷者を 11ヶ所

の病院等に収容した。

第1次爆発で出動し現場で待機していだh央救急隊員は、第2次爆発に遭遇したが、幸い同隊

員の 1人が軽傷を負うにとどまったため、たゞちに救急活動が開始された。又、搬送にあたっては

指令車、連絡車等も救急活動にあてられた。

その後、全救急隊の出動指令により救急隊 5隊が応援出動したが、負傷者が多数続出し、救急活

動に困難を極めたため、消防車両等も加わり救急活動に全力が注がれた。一方、一般前両等の協力もあ

り第2肉麟の20分後には、負傷者の約3分の 1の者が収容され、 1時笥 20分後には、搬送を全て完了した。

2. 医療機関の活動

Ill 救護班の派遣等

県立中央病院は、医師 2人．沼護婦 3人、補助者 2人からなる救護班を編成し、救急車を現地に

派遣し救急活動にあたったn

日赤静岡県支部は、第2次爆発後直ちに 2ケ班の救護班を 2台の救急車に分乗させ、出動すると

ともに静岡赤十字病院に負傷者収容の受入れについて連絡した。現場に到着後直ちに応急手当を行

うとともに重傷者 9名を静岡赤十字病院及び静岡市立病院へ搬送した。

静岡労災病院（浜松市）は、救急車 1台、医師 6人、看護婦 10人、医局員 3人を派遣した。

12) 救急医療当番病院の振替措置

県衛生部は、県立中央病院及びこども病院に対して、救急医療当番病院の代替診療について指示

し、負傷者の診療等に努めた。
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(31 医療救護の状況

ア 被害者の状況

死 亡 1 5人、入院 7 0人、帰宅 I 5 3人

イ 救護に当った医療機関

0病院 (I0病院）

静岡赤十字病院 静岡市立静岡病院 静岡厚生病院 県立中央病院 静岡済生会病院

司馬病院 国立静岡病院 福地病院他

0診療所 (24診療所）

救助を待つ負傷者

（現場）
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(41 血液在庫耐の調査及び献血協力の要諮

県赤十字血液セソクーは、燥発後直ちに血液の在即蓋を調査確認した¢

静岡県赤十字血液セソター

浜松赤十字血液七ソター

l 5 0 0本 (30 0,0 0 Occ) 

7 5 0本 (l5 0, 0 0 0 cc) 

一方、県衛生部は、静岡県赤十字血液セソクーを通じてテレビ、ラジオによる県民等への献血の

呼びかけを行うとともに肌庁内放送により県職員への献血の呼びかけを行った。その結果、職員

3 9 9人の献血申出があり 37 4人からの採血を行った＾

なお、医療救護にあたった医療機関に供給した血液製剤偉存血及び凍結血漿）は、 29 0本

(5 8,0 0 0cc)であるm

15) 破傷風、 トキソイド及びガスエソ抗誕素の在庫確認

県衛生部は、静岡市内の医薬品卸売業者の破傷風ワクチソの在庫状況を調査し、万ーのあっ旋嬰

諮に備えた。

3 警察の活動

第 2次爆発と同時に発生したビル火災の現場は、多数の死傷者を出し大混乱となり、救出、救護活勁

は困難を極めたが、現場配置の警察車輌を有効に活用するとともに現場の警察官が協力を依頼して確保

した一般車輌を利用して病院ヘビストン輸送する等、消防救急隊及び医療機関の活動の支援を行った。

なお、収容先の病院での混乱を防止し受入れがスムーズに行われるよう、無線機携帯の警察官を配匠

し、病院、現場及び県警対策本部相互問の連絡にあたらせた。
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第5 警防活動

1。 消防機関の活動

111 現場到着から第2次爆発までの活動

第 1次爆発の通報により火災警戒指令が発せられたため、第 1出勁した消防隊は全隊とも相

次いで現場に到着し、先着隊は万ーに備え放水態勢を整えたのも第 1次爆発現場の地下街に進入し、

漏えいガスの検知作業を行うとともに第 1次爆発による負傷者等人命の検索活動にあたった。

一方、午前9時35分には火災警戒区域を設定し、 「火気厳禁」及び「退去」の広報活動を実施

中、午前9時53分頃第 1ピル内 1階に通ずる階段踊り場（「機械室」入口）付近でガスを検知し

た。このため、ガス検知作業隊員はガス鼎れの箇所、規模、範囲等の確認に全力を注ぎ、地階の人

命検索隊員は、従業員等の避難誘濁を行うとともに換気作業等の活動に移った＾さらに地上におい

ても避難の指示等の徹底を行っていたところ、午前9時56分 第2次燥発に至った＾

{2) 第2次爆発以後の活動

大爆発により修羅楊と化した現場では、消防隊員も大半が負傷し、また死亡した者もあったが、

軽傷者、中楊者は負傷しなかった隊員と協力し、重傷を負った市民や同僚の枚出にあたった。一方、

第2次爆発後の全隊出動指令で応援隊が到箔し本格的な人命検索、救護活動並びに消火活動に移行

した。

131 火災防ぎょ活動

1階「柴田薬局」附近の消火活動（静岡新聞社提供）
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火災は第 2次爆発と同時に発生し、第 1次爆発後の現場調査進行中万ーに備えて放水態勢で待機

していた消防隊員の中にも重偽者が出たことから他隊の応援を得ながらボソプ車を最大限に活用し

た消火活動が行われた。懸命な消火活動にも拘らず、火災はビルの上階へと延焼拡大したこと、漏

えいガスにより炎上していると思われる火勢については、一気に消火することはかえって危険を伴

うことが予想されたこと、爆発による破壊物の散乱していたこと等から消火活動は困難を極めた。

こうした中で延焼拡大防止活動、ビル内居住者等の避難誘瑯、はしご車による救出活動等が行わ

れた。一方、ガス管の完全な閉止が午後 2時 ID分に確認されたことから懸命な消火活動が続行さ

れ午後 3時 30分に鎖火した。

なお、消防本部各隊の活動状況は概ね次のとおりである。

消防隊の活動状況（日勤者及び非番員編成の応援隊等について一部省略）

出 動隊名
出 動 着現場到 活 動 概 要

帰 署

時 刻 時刻 時 刻

安 西 隊 9: 3 0 9: 3 3 放水態勢を整えたのち、第 1次爆発現場の人命検

索活動中、一時後退の命令で移動をしていたとこ

ろ第2次爆発にあい、隊員に負傷者が出たため非

番員等の応援を得て、 4口放水で消火活動を行っ

た。 1 6: 5 0 

中央 1戦車隊 9: 3 3 第 1次爆発現場の人命検索、ガス検知、警戒区域

の設定、避難広報活動中、第2次爆発にあい、隊

員の死傷と車両の破損で活動不能となった。

中央 2戦車隊 9:33 第 1次爆発現場の人命検索、警戒区域の設定、避

難誘導活動中、第2次爆発にあい、隊員に負傷者も

出たが残る隊員で救出活動を行ない、更に非番員

等の応援を得て消火活動も行った。 I 7: 0 0 

馬 渕 隊 9: 3 4 第 1次爆発現場の人命検索、警戒区域の設定、避

難誘導活動中、第 2次爆発にあい、隊員の死傷と

車両の破損で活動不能となった。

中央はしご車隊 g: 3 4 第 1次爆発現場の人命検索及び避難誘導活動中、

第 2次爆発にあい、隊員が死傷したため応援部隊

がはしご車を操作し、放水及び救助活動を行ない

第 1ビル屋上から女性 2人を救出した。 l 6: 5 5 
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出服こ竺：日
新富隊

中央指令車

中央救急隊

安倍川隊

9: 3 s I第 1次爆発現場の警戒区域の設定及びガス検知活動

中に第 2次爆発にあい、負傷者がでたが軽倦者は救

出活動を行った。

9: s 6 I消防長他幹部職員により現場本部を設置し指揮活動

を行った。また、指令車の機関員は 2回にわたり負

傷者を病院へ搬送する。

八幡救急隊 Ig:s7110:001負傷者の収容と病院搬送を 5回にわたり行った。

本部連絡車隊

本部指令車

水道隊

本部防災車

曲金隊

城東救急隊

南はしご車隊

南指令車

IJー

至
亥

場
時

現
舒

釧
刻

s: 3 4 I第 1次爆発現場の警戒区域の設定、人命検索中、警

戒区域拡大の命令で移動をしていたところ、第2次

爆発にあい、ただちに救出活動に従事したあと、応

援隊の協力を得て第 1ビルの消火と隣接建物の延焼

防止、火努鎮圧後第 1ビルの残火処理を兼ね、人命

検索を行った。 」17: 40 

9: 3 4 第 1次爆発から第2次爆発までの指揮活動を行った I 7: 0 0 

9: 3 5 第 1ビル横で待機中、第2次爆発にあい、ただちに

救出活動を行い、負楊者を収容し病院搬送を 5回に

わたり行った。

9: 3 s I第 1次爆発現場の人命検索、避難誘羽活動中第 2次

爆発にあい軽傷者は安西隊を応援して消火活動を行

った。

活 動 概 要

10:02 負傷者の収容と病院搬送を 5回にわたり行った。

I O: 0 3 第 1ビル前に部署し、屋上に避難した女性 1人を救

出後、更に人命検索と他隊より中継送水を受け消火

活動を行った。

1 o: o 3 I南署長を中心に前線指揮活動を行った。

帰
時

署
刻

I 6: 3 0 

I 6: 2 7 

2 I : 3 0 

1 7: 5 0 

I O: 0 I I負楊者の救出と第 1ビルの消火活動を行い火勢鎖圧

後、残火処理を兼ね、人命検索を行った。

I O: 0 I 負傷者の病院搬送活動を行った。

IO: 0 I 負傷者の救出活動をし、＇消防団から中継送水を受け、

消火活動を行った。 I I 6: 45 

I 7: I 5 

1 9: 3 0 

I 7: 0 0 
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出動隊名
出 動

現舒場時 到刻 活 動 概 要 旦
署

時 刻 刻

また指令車の機関員は 2回にわたり負倍者の病院搬

送を行った。 2 1 : 2 5 

鎌 田 隊 10:04 第 1ビルの消火活動及びはしご車による屋上の救出

活勁に対し、援護注水を行い、火勢鎮圧後は、残火

処理を兼ね人命検索を行った。 1 7: 3 0 

東指令車 I O: 0 5 東署長を中心に前線指揮活動を行った。 2 0: 5 6 

東 1戦車隊 I O: 0 5 第 1ビルの消火活動及びはしご車の救出活動の補助

を行い、火勢鎖圧後は残火処理を兼ね人命検索を行

った。 I 9: 3 0 

東はしご車隊 1 0: 0 5 第 1ビルに接近不能のため、救急活動の補助及び中

央はしご車隊に応援隊員を派逍し、救助活動を行っ

たn I 5: I 5 

東救急隊 10:05 負傷者の収容と病院搬送を 2回にわたり行った。

南 1戦車隊 I O: 0 5 中継送水の元ポンプ担当したほか、人命検索と残火

処理を行った。 17: I 0 

鎌田救急隊 I O: 0 5 負偽者の収容と病院搬送を 4回にわたり行った。 I 8: 3 0 

城 東 隊 I O: 0 6 第1ビルの消火活動及び人命検索並びに中央はしご

車隊の応援を行った。 1 8: 0 0 

東 2戦車隊 I O: 0 6 第 1ビルの消火活動及び人命検索を行った。 1 7: 2 0 

瀬 名 隊 1 0: 0 7 第 1ビルの消火活動及び火勢鎖圧後に残火処理を兼

ねた人命検索を行った。 I 7: 4 0 

用 宗 隊 1 0: 0 7 負傷者を収容し、病院へ搬送し、再び現場に戻り、

第 1ビルの消火活動と人命検索活動並びに火勢鎖圧

後のガス検知活動を行った。

南 2戦車隊 1 0: 0 8 負傷者の救出活動及び他隊の消火活動の応援を行っ

た。 1s:45 

大 谷 隊 1 0: 1 0 第 1ビルの人命検索及び他隊の消火活動の応援を行

った。 I 7: 3 0 

水道2戦車（予） I O: I 2 1 0: I 7 非番員絹成により出動、災害救助医薬品、毛布等の

搬送活動を行った。 1 0: 35 
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南

東

南救急隊 （予） 非番員編成により出動｀救急、救護活動を行った。 l 4: 30 

非番員拇成により出動、他隊を応援して消火活動を

I I 6: 5 0 1 

1 1 : o o I.~番員絹成により他隊の交替要員として出動、各稲

活動を行った。

9ー＊

打った。

1 7: 00 

2. 警 の活動

1-
第1次爆発後の初動措置

第 1次爆発直悛の午前9時31分、力丙栢加こ係；；； 11 0番通報を受けた笞察本部通信指令課は、直

ちに 11 0番転送装骰により／作岡市消防本部に対し認知及びガス会社に対する手紀の状況について

確認したところ、市消防本部では「既に総知し出動している。ガス会社にも手配してある」との回

答を得た。

続いて、所箆静岡杓娯径に対して「110番入電中、紺屋町でガス浦れ事案発生、至急出動態勢をと

如場所はゴールデ｀ノ地下街の菊正、至急係官を派逍せよ」等の緊急指令を行った。

無線により緊急指令を受理した中央署はパトカー、陪岡駅前派出所勤務員、白パイ乗務員等に緊

急出動を指示した。現場到沿した警察官は、消防糀員等の協力を得て現場付近の住民、通行人等の

避難誘導、広報等を実鹿するとともに邪故現場を中心に普戒線の設定、交通規制等を広範囲に実施

した。

121第2次爆発後の初勁措貯

①
 

県警察本部の初動措匠

第2次燦発と同時に警備部長指揮により応急の指揮体制を確立し初動措骰をとった。初期的段

階における初動措骰の主なものは次のとおりである。

7. 県機動隊に対して空気呼吸器、 ガス検知器、防災服｀担架等の所要資機材及びレスキュー寧

等の特殊車両を帯同しての緊急出動を指示するとともに管区機動隊、隣接警察署等に対しても

緊急出動を指示した。

ィ．現場の救出、救護活動の状況を遂一報告するよう改めて指示するとともに負傷者については、

日赤、済生会、国立、 市立ll)総合病院へ直ちに収容するよう指示した。

ウ． ガス会社及び関係機関の対応状況についての照会確認を行った。

工．交通規制区域を拡大し 「現場を中心として 20 Dメートルから 25 Dメートル1!!l方
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の区域を完全にクリヤーすること。国道 1号上り線松阪屋東から東海軒までの間を緊急車両専

用通行路として確保すること」等を指示するとともに交通規制要領阻止線の設定要領等を具体

的に指示して二次災害と現場の混乱防止を図った。

なお、交通規制については第 1次交通規制に続き、第2次規制として現場を中心に約 40 0 

メートルから 50 0メートル四方の範囲に規制区域を拡大した。

ォ．事案がさらに拡大する方向にあったので県警本部内に警察本部長を長とした「静岡駅前ゴー

ルデン街ガス爆発事故対策本部」を設闘するとともに刑事部長以下幹部を現地に派遣して現場

における指揮体制の強化を図った。

が現場との通信確保のため静岡県通信部機動通信隊を派遣し臨時警電、リモコンその他の通信

施設を設骰した。

② 静岡中央署の初動措骰

1静岡中央署は、現場に先沿した警察官に対し事故概要の報告、負傷者の救出・救護・立入禁止

区域の設定、警戒等の初動措骰の徹底を期するよう指示するとともに、各派出所の勁務員や独身

寮等の在寮者を非常招媒して現場に投入し現場活動の強化を図った。

さらに、午前 I0時I0分静岡中央署長を本部長とする「静岡中央署駅前ゴールデン街ガス爆発事

故対策本部」を静岡中央署に、午前 I0時30分現地指揮所を中島屋ホテルロビーにそれぞれ設闘し、

県警対策本部の指揮のもとに一元的な指揮体制を確立し、被害者の救出、救獲、行方不明者の捜索、

遺体の収容、立入禁止区城の設定警戒、避難誘尊、交通規制、被害調査等の諸活動を展開した。

③ 現場の初動措骰

県警対策本部、所轄署対策本部及び現地指揮所を有機的に連携させ、現場活動の一元的指揮の

下に所轄静岡中央署員を中心に遂次現着した応援部隊により被害者の救出・救護・立入禁止区域

の設定、警戒・避難誘濁・交通規制・被害調査等の諸活動を実施した。

被害者の救出・救護関係を除く初動措置の主なものは次のとおりである。

ア．捜索活動

第 1ビルを中心とする被災家屋内等の捜索は、火災がおさまった午後 3時30分ごろから県

機動隊によって実施した。

この捜索活動は、火災による煙、熱気とおびただしいガレキに阻まれ難航したが、空気呼吸

器、ニンジンカッター、削岩機等の資器材を活用し徹夜で行ない、翌 I7日午後 1時ころビル

1階エレペーター付近のガレキの下から行方不明の最後の 1遺体を発見収容した。

ィ．立入禁止区域の設定警戒

第 1次爆発後設定した現場付近の阻止線をさらに拡大強化するため、所轄署員、管区機動隊

等の警戒規制部隊 23 0人を投入して見物人や報道関係者の立入についての警戒を行った。

なお、この警戒規制部隊は阻止線の警戒に合せて避難誘薄、救出、救護活動も実施した。
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丸避難誘導

現場付近の住民や通行人等は、その大半が警察梢防の広報や警告に従い避難していたが午前

1 0時 15分現在、現場から半径 10 0メートル以内の住宅、店舗に残っていた相当数の住民

等を第2次災害から保護するため、県警対策本部から派逍した広報班員及び笞戒規制隊員をも

ってさらに広報及び避難誘導班を紺成し、バトロールカーのマイク、ハンドマイク等により退

去広報、避難誘導を行った。

工事交通対策

第 1次交通規制の実施

第 1ビル前逍路の全面交通規制に続いて主要道路の各交差点 10ケ所に警察官20人を配匪

し、進入禁止措腔及び区域外脱出車両の整理を行った。さらに緊急車両の通行確保のため、国

1上り線を通行止めとし下り 2車線を利用して交互通行を実施した。

第2次交通規制等

第 1 次交通規制に続き現湯活動を円滑にするため現制区城を周囲 400~500 メートル拡

大実施し、以降順次縮小した。

その他

交通関係施設の被害調査を実施するとともに、交通管制七ンターの管制卓要員を増強し、交

通状況の把掘と広報を行った。

ゴールデン街の交通規制の状況
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④被害調査

人的被害を早期に把握するため、午前10時20分ころ所轄署に集結した署員を順次配置して、現

場及び負傷者が収容された病院等において、死傷者の被害調査を実施した。なお調査結果につい

ては関係機関に通報するとともに、報道関係者に発表した。

⑥ 捜査活動

事故発生と同時に県警対策本部内に刑事部長を長とした捜査班を設骰し、現場見分等を実施し

たが、事案の複雑性、困難性等から 8月21日所轄静岡中央署に「静岡駅前ゴールデン街第 1ビ

ルガス爆発事故捜査本部」を設置して、検証及び関係者からの事情聴取等を行うとともに専門家に

対して第 1次、第2次爆発原因等について鑑定蝸託し事故原因を現在究明中である。
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第6 関係機関等の活動

1、 中部電力（株）の活動

(11 初動措骰

第1次煤発後の午前 9時3I分、中部氾力（株）は消防本部から中部園力静岡営業所配電分室へ、

ガス梱れ事故発生による出動要諮の通報を受けたため市内内牧で業務中の同分室作業員2人を緊急

車1台で現場に急行させ、さらに他の作業員 3人も作業車3台で現場へ出向させた。

先行の 2人が地下辺の配電盤付近まで進入したところ、第2次ガス爆発がおこり両名は爆風によ

り負傷した。

一方、午iiifl 0時 10分ポ故現場への供給配霜線が爆発事故により停爾したため，故即復旧班を

出勁させ事故現場付近を除く他の区域への送露を行った。

又 l 6日午前 I011,H 6分には消防習から事故現場周辺へ低給している他の配屯線の停電の指

示があったため、指示地区の停露操作を行った。その後、消防現場本部と連携をとりながら同区域

を遂次送虚した。

午後 1時、中部電力（株）静岡営業所内に「静岡駅前ガス燥発事故対策本部」を設樅した。

午後 3時40分、静岡市災害対策本部から彼災現場の地上部に投光器設骰の要諮があったため、

事故現湯付近の裔圧線及び引込み線に防設管の取付けを行うとともに投光器 35灯 (50 ow)を

設爵したら

午後 4時56分、消防視楊本部から事故現場付近の停電区域に対する送需要諮があり、爆発現場

ピル（第 1ビル）を除き、全区間の送電を完了した。

!21 「現場検証用の臨時灯」の設闘

中部電力（株）は、 8月l7日帯岡市災害対策本部から現場検証用の臨時灯の収付要諮があった

ため，地下街へ20灯 (l灯 50 ow)の臨時灯を取付けるとともに被災現湯の電気安全確保を図

るため配露線への防設管の収付け工事を行った＾

;31 電圧柑談所の設骰

中部霞力（株）は、軍気相談所を徘岡市対策本部へ隙接して設散しや次の業務を行った

ア設li'i期閻 8月18日～ 23日 (6日間）

イ 主な業務

(7) 静岡市対策本部及び県警察対策本部との連絡調整

印臨時灯の設骰、移設及び保守管理

ゆ） 現湯検証用剤岩檄の電源確保

呂街格灯破拍グロープの収外し
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而 盆要家からの電気よろず相談

141 「電気料金特別措骰」の手続き

電気料金等特別措li!J:1こ係る次の事項について、 8月20日、通産省に申請し、認可された。

ア 適用事項

(7) 早収料金の適用期間の延長 I I件

（イ） 不使用期問の電気料金を無料としたもの I 9件

（ウ） 臨時工事1靭の免除 2件

呂 不使用設備の基本料金免除 I 7件

イ 周知・広報

(7) 各営業所窓口ヘの提示による周知

切 静岡市及び地元対策本部役員への説明と関係者への周知の依頼

（ウ） 被災需要家への訪問説明

⇔ 新聞発表

2. 静岡瓦斯（株）の活動

Ill 初動措骰

静岡瓦斯（株）静岡営業所は、第 1次爆発直後の午前 9時 3I分頃、消防本部専用電話で「西武

百貨店前のダイアナ靴店付近でガス漏れ。火災警戒体制に入る。第 1出動」との連絡を受け、緊急

車で巡回中の職員に無線で連絡した。連絡を受けた巡回中の職員 1人が現楊に急行した＾

午前 9時41分頃、現場に到許した職員は、 「ダイアナ靴店」を調査し、その後可燃性ガス検知

器の針を見ながら地下へ降りガスihiれの有無の調査を行った。調査の結果｀ 「菊正」奥の機械室で

爆発下限界の I0~7 0形（ガスの空気中混合容栢比の 0.7~ 1.4形）の可燃性ガスを検知した。

同職員は、このガスを詳しく調査するため、静岡営業所に対しFID（水素炎イオソ化検知器）

及びサーミスク式高涙度ガス検知器を携行するよう応援職員の派遣方を要諮するとともに引き続き

調査を続行したが、午前 9時56分頃の第 2次爆発により同職員は被災した。

第2次爆発直後の午前9時 58分頃、静岡営業所は、市消防本部との専用電話で「ガス爆発があ

り、第 2出動から第 3出動になった。被害者が出たので救急車をたのむ……」との1青報を得たので、

静岡営業所及び本社従業員に対し出動の指示を行い、順次動員が行われ、午前 1I時頃までに 37 

人が現場に出動した。

一方、午前 10時 30分頃、静岡瓦斯（株）本社に取締役社長を本部長とする「非常災害対策本

部」を設匠し概ね次の応急措骰を講じた。

ア 第 1ビル内「キャット」のバルプを閉止（午前 I0時45分頃）

イ 「大和田」へ通ずる供給管バルプの閉止（午前 11時頃）

ウ 地下共通管のバルプ閉止（初亀、セーヌ、桃山、菊正．ちゃっきり鮨及び大楽天のガスしゃ断
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完了） （I I時 15分頃）

ェ 「ヤマザキスボーツ」前の本

管にし社祈ベッグそう入 l午後

0時 10分頃

「ロリニ」前の本管にしゃ断バ

ッグそう入（第 1ピルヘのガス

しゃ断完了） （午後 1時15分頃）

オ 安全確保のため本管にキャッ

プを取付ける。

カ 鋲火後、視場付近孟要家のガ

ス漏えい検査のための巡回開始

（午後 4時頃）

(2) 爆発事故後の調在点検

静岡瓦欺眸は、第 2次爆発直後から慨ね次の澗在点検を行った。

ァ．第一ピル周辺（紺屋町、御幸町周辺）の孟嬰家 l2 8 2戸）の怪内管（カフ、メーターからガス

メークーからガス僻具まで）の検在 (8月I6日～ 19日）

イ．第一ピル周辺の道路に埋設されている森管の P!Dl水哀炎イオン化ガス検知器）による鼎え

い検在 (8月16日～ 9月10日）

ゥ．地下追等の内管、力7スしゃ断装館及びガス消費t翡器の一斉点検 (8月18日～ 9月5日）

工．地下街プロックし叫祈のためのガスしゃ断装I役(I3ケ所）の設骰 (8月27日～9月2日）

オ．供給区域内全路線の道路に埋設されている尊管（延長 1310 km)の1，'IDによる一斉点検

(8月20日～ I1月1l日l

ヵ．地下室等の内管、ガスしゃ断装股及びガス消骰攪器の一斉点検 l9月I0日～ 10月3I日）

なお、 8月20日から9月10日までの問、現場に職員を閤住（昼問6人、夜間2人の 3交替）させ、巡

視点検を行うとともに「ガスサロン」に相談所を開設した。又、 9月10日には第 1ビルを除き

地下街へのガス供給を再開した。

13} 保安強化プロジェクトチーム編成による濶在点検

櫓岡瓦斯咋は、 1 l月14日以降、ガス保安強化のためのプロジェクトチームし 45人で構成）を

絹成、概ね次の調査を行った。

0供給区域内の全路線の道路に埋設されている群管の早朝における臭気調在バトロール (3巡／年）

0 繁華街の道路に埋設されている濁管のl'IDによる漏ぇい検在 (2回i週）

0 繁華街の需要家 (86 0戸）の内管検壺

0地盤沈下箇所の道路に埋設されている導管の点検
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3. 関係機関の初期活動状況

爆発事故に係る消防機関、警察及びガス会社の初期活勁状況を時系列的に見ると次のとおりである。

静岡市消防本部

日 時 本 部 署所 現場

8/16 I I 9番通報で事故覚知

o 9: 3 o I一斉指令により「第 1出動」指令 本部指令により第 1出動

消防車、救急車、本部担当課 9台 42人出動

関係分団及び防災関係機関ヘ一斉通報 I消防団 9台 136人出動

関係機関への出動確認

3

6

 

5

5

 

．．．． 

9

9

 

0

0

 

全隊出動指令

全救急隊出動指令

非番職員動員指令

（消防団は現場到着後現場指令により地元分団以

外現場引きあげ）

現着 火災晋戒区域の設定

避難誘濁

火気使用制限等の広報

第 1次爆発現場の人命検索

ガス検知

上屋階の排気措匠

放水準備態勢

等を実施した。

ガス検出 火災警戒区域拡大指令

第2次爆発 三菱信託銀行前に現場指揮所設胚

全隊出動要諮

署所待機隊全隊出動

消防車

救急車 34台 272人出動

（その他 第 1出動隊との合計数

43台 314人出動 ） 
消防団 I3台 240人出動

（第 1出動隊との合計数

22台 376人出動）
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日 時 本 部 署 所 現 場

救出，救助、救急活動、消火活動

等実施

1 0: 03 三菱信託銀行前現場指揮所を体制強化し西武百貨 i
店前に移動させた。

1 0: 3 4 中島屋ホテルロビーに関係機閣合同の現地対策

本部を設置、消防も現場本部（警防本部）を骰く。

11: 10 正庁に、静岡市災害対策本部が設貯さ

れ消防職員を派逍する。

1 2: 30 火勢鎮圧

1 5: 3 0 鎖 火

警 察

日時 本 部 所 署・現湯

8/16 1 1 10番通報受理

0 9: 3 I 転送装貯により消防本部に確認

本部指令により緊急出動した。

所轄署 P・C 駅前派出所勁務員及び白バイ乗務

員等により

0 交通規制笞戒線の設定

0避難誘瑯、広報

等の初動措I性を講じたD

所緒静岡中央警察署へ緊急指令

槻係機関への通報依頼

関係諜への通報

隣接警察署及び機勁隊に対する出動

部伽体制の指示

⑲ :5 61指揮体制の確立 大爆発に伴い体制を強化し

県機動隊等県本部所属実働部隊及び 0 披沓者の救出、救聰

静岡南警察署等隣接笞察署に対して 0行方不明者の捜索、遺体の収容

応扱出動を指示 0 避難誘導、立入禁止区域の設定、警戒

関係歳槻に対する要諮 0 交通規制の実麗
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日時 本 部 所轄署 現場

所轄署に対して現場活動について具体 0 被害調査

的指示 1等を実施した。

1 o: o o I交通規制区域の拡大を指示 0交通規制区域を第 1次交通規制（現場を中心に

緊急車両専用通行路の確保を指示 200-250 mの四方の区域）から第2次交通

2次災害の防止と現場の混乱防止措置 規制（現場を中心として 400-500m四方の

を指示 区域）に拡大し

•国 1 上り線 松坂屋東から東海軒までの区

問を緊急車の専用通行路として確保

・ニ次災害の防止と現場の混乱防止

を図った。

I O: I 0 

1 o: 1 5 I広報班の派逍

1 o: 2 o I対策本部を設骰

0 静岡中央警察署に署長を本部長とする「静岡中

央署・静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事故対策

本部」を設骰した。

残留住民に対する退去広報・避難誘灘

0 中島屋ホテルロビーに、本部・静岡中央署合同

の「現地指揮所」を設骰した。

静 岡 瓦 斯 眸

日 時 本 部 現 場

8 /1 6 

0 9: 3 I 消防本部指令により事故覚知

無線により市内バトロール中の緊急要 本社指令により、緊急出動した。

員に出動を指示。 第 1ビル地階を探索中、機械室入口で爆発下限の

現場からの要請により I 8％の可燃性ガスを検知、何のガスかを特定す

二種類の検知器を車載して出発 るために本社に他のガス検知器を持ってくるよう

要請

0 9: 5 7 「薄管事故緊急対策要領」にもとずく
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日時 本

第3次出動を発令

本社、静岡営業所全員の非常緊急呼出

部

し、他事業所の全員待機を指令

第 1ビルおよび附近のガスしゃ断を指

示

1 o: 3 o I本社内に非常災害対策本部を設置 西武百貨店、三菱信託銀行など第 1ピルを除く附

近のガスしゃ断

1 0: 4 5 

1 1 : 1 5 

1 2: 1 0 

1 3: 1 0 

I 4: 2 0 

1 6: 0 0 

現 場

第 1ビル地階「ちゃっきり鮨」 「キャット」など

のバルプを閉止

「ロリニ」前の地下各店舗共通バルプを閉止

第 1ビル南側「山崎スボーツ店前」ガス本管穿孔

し、バッグそう入してガスしゃ断完了

第 1ビル北側「ロリエ」前、ガス本管穿孔し、バ

ッグそう入してガスしゃ断完了 これをもって、

第 1ビルヘのガスの完全しゃ断完了

安全確保のために、バッグそう入地点のガス本管

の両端を切断して、キャップ取付完了

紺屋町一帯の道路上のガス漏れ検査、異常ないこ

とを確認 (1 5時30分頃）

現附近の需要家 (28 2戸）の内管の調査
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日時 本 部 所轄署 現場

所轄署に対して現場活動について具体 0 被害調森

的指示 1等を実施した。

1 o: o o I交通規制区城の拡大を指示 0 交通規制区域を第 1次交通規制（現場を中心に

緊急車両専用通行路の確保を指示 200-250切の四方の区域）から第2次交通

2次災害の防止と現場の混乱防止措匠 規制（現場を中心として 400-500m四方の

を指示 区域）に拡大し

•国 1 上り線 松坂屋東から東海軒までの区

問を緊急車の専用通行路として確保

・ニ次災害の防止と現場の混乱防止

を図った。

1 0: 1 0 

1 o: 1 5 I広報班の派il'l

1 o: 2 o I対策本部を設腔

0 静岡中央警察署に署長を本部長とする「静岡中

央署・静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事故対策

本部」を設匠した。

残留住民に対する退去広報・避難誘尊

0 中島屋ホテルロビーに、本部・静岡中央署合同

の「現地指揮所」を設置した。

静 岡 瓦 斯 眸

日 時 本 部 現 場

8 /1 6 

0 9: 3 I 消防本部指令により事故党知

無線により市内バトロール中の緊急要 本社指令により、緊急出動した。

員に出動を指示。 第 1ピル地階を探索中、機械室入口で爆発下限の

現場からの要請により 1 8％の可燃性ガスを検知、何のガスかを特定す

二種類の検知器を車載して出発 るために本社に他のガス検知器を持ってくるよう

要請

09: 57 「導管事故緊急対策要領」にもとずく
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[―-了----"部
第3次出動を発令

し、他射菜所の全員待機を指令

I第 1ピルおよび附近のガスしゃ断を指

示

10:30 本社内に非常災害対策本部を設匹

l O: 45 
' 

1 I : 1 5 

I 2: I 0 

I 

I 4: 2 0 I 

16:00 

現 場

：西武百貨店、三菱（酋託銀行など第 1ビルを除く附
| 

近のガスしゃ断

：l{ロニ［ちゃっきり詣」 「キャット」などl
「ロリエJ前の地下各店舗共通バルプを閉止

I第 1ビル南側「山崎9点ーツ店前Jガス本管穿孔

し、パッダそう入してガスしゃ断完了

第 1ビル北側「ロリエ」前、ガス本管穿孔し、バ

ッグそう入してガスし d断完了 これをもって、

招lピルヘのガスの完全しゃ断完了

安全確保のために、パッダそう入地点のガス本管

の両端を切断して、キャップ取付完了

紺屋町一帯の道路上のガス漏れ検査、異常なじこ

とを確認 (l 5時 30分頃）

現附近の需要家 (282戸）の内管の調査
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中部電力眸

日時

8 / I 6 

9: 3 I I 0 消防本部から「ガス漏れ第 1出動」

要請

本 部

0 出向中の作業員に無線で現場へ急行 0 基地指令により、市内内牧から現場へ出動

するよう指示 作業員 2名緊急車 1台

9 : 40 | o消防本部から「出向したか。ガス爆

発のようだ」の問い合せ受信

o 「出向いている」と回答

0 出向中の作業員に緊急走行を指示

0 更に他の作業員 3名に事故現場へ出 1 ゜作業員 3名 作業者 3台出動

動を指示

0 緊急自動車現消

消防署員と打合せ後、誘蒔されて地下道へ

0 消防署員から電源開放依頼あり

0 配電盤へ出向途中消防署員から退避指示あり

0 第2次爆発

先着作業員 2名 受傷

後統作業員 1名は地下道入口

1名は田中屋伊勢丹前

1名は静銀本店前

受楊者 2名自力で脱出

0先着作業者（班長）から受傷報告受 0 班長は「爆風により両名負傷」を基地局へ報告。

信 救急車、同僚車で病院へ

1 o: 1 o I。「御幸線停電」を受信

9: 4 5 

9: 5 0 

9: 5 5 

9 : 5 6 

1 1: 1 3 

現 場

IO: I 1 I I 0 配電線故障復旧班{8名）出動

1 o: 46 I I 0 消防現場本部から廓故現場周辺の停電要請を受

け、常盤線の当該区間を停電

0 消防現場本部から事故現場周辺の送電要請があ

り御幸線の一部を送電
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日時 本 部 現 衿

12: 4 8 

1 3: o o I 0 ガス爆発対策本部を静岡営業所内に

設骰 7 2名勁員

1 3: 52 ！心消防現場本部から現場周辺の送粛喪諮があり、

I 御幸線は事故現湯附近を除き送霞

1 5: 40 ! 0 市対策本部から被災地の地上部分に 0投光器 35灯取付

I 投光器設四の要請を受1苫 I 
I I 0 現鴫仮1日の安全措置とし環故現喝附近靡細

1 線、引込線に防護管を 50本取付

8
 

4
 

．．
 6

 

~
 

~
 

l 6: 5 6 

、 1

0消防現楊本部の要甜iにより常盤線停電区間の一

部を送電

上記作業を 17; 30に完了

0消防現場本部からの要硝により、常盤線の残り

区間を送電

0御幸線は爆発現場ビル（第一ピル）を除き送電

〈全送〉
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第7.応急措置の状況

1. 救助・救援体制

「静岡県ガス爆発事故対策本部」の設佃

県は、第 2次爆発直後、静岡市消防本部及び県警察本部から事故の俯報を収媒するとともに、職員 5

人を現地に派述し咽故の状況把握に努めた。その結果、ガス爆発による死傷者及び行方不明者が続出し

ていることが判明、事故の直大性から、午前 I0時30分、県庁消防防災課内に「静岡県ガス爆発事故

対策本部」を設骰し災害救助活動に入った。

なお、本部設骰と同時に現地連絡所をグラソドホテル中島屋 (I階ロビー）に開設し、本部との俯報

連絡を行った。また、 8月 I7日以降 24日の問、小椋神社坑内に設四された静岡市現地本部内に移設

し、情報連絡と国及び関係機関との連絡調整を行った。

2. 災害救助

災害救助法の適用

静岡駅前ゴールデソ街において、爆発及びそれに伴う火災により多数の死偽者が生じたため、昭和

5 5年8月 I6日午後 1時、静岡市に対し災害救助法が適用された。災害救助法による応急救助の実施

状況は、概ね次のとおりである。

① 死偽者に対する災害見舞金の支給

死亡者に対しては、弔慰訪問し、負偽者については、病院又は居住先を見舞い次のとおり災害見

舞金を支給した。

対象者及び支給額

死亡者 I 5人 1人当り 3 0千円

1カ月以上の負傷者 3 7人 2 0千円

1週間以上 1ヶ月未満の負傷者 111人 I 0千円

1週間未満の負傷者 7 2人 5千円

②葬祭扱護

葬祭に際しては、斉場使用料及び霊枢自動車使用料を免除したほか棺、 ドライアイスその他の葬

具を支給した。

対象者及び支給品

I 4人

棺、 ドライアイス、遺体袋他

③ 生活必需品の給与
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被災地に住居を有し、住家が全損の被害を受けた批帯に対し次のとおり生活必需品を支給した。

ァ，支給品

被服、寝具、電気炊飯器、その他生活必甜品

q'、対象世帯 5世椛

ウ、皮給日及び支給金額

疫給日 昭和 55年8月 19日

支給金額 1 4万円

R 学用品の給与

住家の一部損壊により学用品をき捐し、就学に支悶のある小学生を対象に教科四を給与した。

ア、対象者

青蹄小学校 3年生及び4年生各 1人

ィ、支給日及び支給飯額

支給日 昭和 55年8月27日

支給金額 2,8 5 2円

R医掠

ア、災害救助法適用期間内の診療

昭和 55年8月 i6 Hから 8月29日までの聞の診租は、労災返用者及び公務災害補償制瓢

適用者を除き、災害救助法による医椋が適用された＾従って、国保診根報酬の範囲内において無

料となった。

ィ、災害救助法適用期閻以降の診招

昭和55年8月30日以降の診税については、労災及び公務災害の迅用者を除き、保険診粉に

切替えた。従って、保険診甜報酬額の範囲内において各保険組合の位担となった",

この場合、自己負担分のある被診療者について自己負担分を 9月30日分まで市骰で負担した。

ゥ、医療骰の助成

肌は、災害救助法による医樅措既終了後、 8月30日から 9月末までの間 22人の医腐こ係る

自己負担分について次のとおり助成した。

〇事業主体 静岡市

〇 肌股補助

〇 補助総額

R 埋葬料の支給

2分の 1

2 8 0.8 8 1円 (22人分）

死亡者 15人の追族に対し、次のとおり埋葬料を支給したD

1体当り（大人 12オ以上） B 5.0 0 0円

R 追悼式御供物料の支給
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昭和 55年 10月20日の追悼式において、静岡市長から 15人の遺族に対し次のとおり御供物

料が渡された。

支給額 各遺族 3 o.o O 0 

⑧ 被災世帯に対する公営住宅のあっ旋

住家が全損の被害を受けた 5世帯のうち 1世帯は、県営羽高団地の住宅に、他の 3世帯は、市営

安倍口団地の住宅をそれぞれあっ旋した。なお、 1世帯は、親類宅へ同居した。

⑨ 住宅被害者に対する見舞金の支給

住家の被害世帯に対し、次のとおり見舞金を支給した。

ア対象者

(7) 住家が全損の被害を受けた世帯 7世帯

印 住家が一部損壊の被害を受けた世帯 I 6世帯

イ 支給区分

(7) 全損世撒 3 o. 0 0 0円

印一部担壊世帯 I 0,0 0 0円

⑩ 災害義援金の配布

静岡放送、静岡新聞社で経染した災害義援金及び静岡市で受け付けた災害義援金を次のとおり、

被災者に対し配布した。

災害義援金の配分状況

ア 死亡者

イ 負傷者

ウ 建物等被災世帯

ニその他

I 5人

2 2 3人

1 5 3件

2件

7 2,0 5 0千円

5 4,5 1 0 

8,4 0 0 

5 0 0 

合 計 135,460 （但し、利息を加算した支給額）

⑪ 災害弔慰金の支給

「災害弔慰金の支給及び災害援設質金の伐付けに関する法律」は、自然災害にのみ適用されるた

め、今回のガス爆発事故災害には適用されなかったが、同法に準拠して、次のとおり支給した。

ア 支給区分

生活中心者（世帯主）の死亡の場合 1人当り

その他の者（世帯員）の死亡の場合 1人当り

イ 支給内容

世帯主

世帯員

計

6人

4人

I 0人

I 2,0 0 0千円

4,0 0 0千円

I 6,0 0 0千円
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⑫ 死体の処埋

災害により被災した死亡者の遺体処埋を次のとおり行った。

ア 洗浄、縫合、消晶

イ 一時保存

ウ検案

3. 地下道再開に対する措置状況

ヵヌ爆発事故後、静岡駅前ゴ -Jレデ・4街地下道は閉鋲され、一般の通行ができない状況にあったが、

昭和55年8月22日、静岡県、静岡県警、静岡市、静岡市消防本部、消岡瓦販（株）、中部電力（株）

の関係6者による打合せを行い、閉鎖中の静岡駅前ゴールデソ街地下道のうち、第 1ピルを除く部分の

再1附に際し、必要な防災対策の内容等について協厳したe

その結果次の指祁事項を定めるとともに「廂店街振典組合静岡ゴールデソ街j

を通して指祁事項を通知したe

「第 1，当面、再肌前に，次の梢骰を諧ずること。

ill 防災設備の設貯及ぴ棺付i

① 自動火災報知器の設1l'1

R 誘迎灯の設l':t

R 非常用放送設1,li1の設骰

④ 殿1行消火栓設!Iiiの完全整備

R ガス桶易笞報器の設骰

121 修紐を必要とする侶所

① 天井の危険個所

R・, 通路ツャッター

(31 地下水楷（ピッ,)の梢掃及び点検

141 各プロックごとにガス供給停止装既を設骰

第2，再開後、次の設備等について計画的に整備を行うこと名

Ill スプリソタラー設備

121 非常電源設備

13) 徘煙設備

141 防災セソクー

対して、静岡市

第3，今後、地下街の法的規制が強化された場合は｀それに対応する措骰を講ずるこら」

これをうけた「商店街振典組合静岡ゴールデソ街」等は、静岡市の指導、協力により、前記の防災設

備の整備をはかり、 9月2日から 9月6日まで検査確認を行ないつつ、 9月8日午後、静岡市が中心と
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なり県、警察、消防等の担当者が立合いを行ない設備に係る点検を実施した。

この合同点検の結果、指郡事項が充足されたので、昭和 55年 9月I0日午前 9時30分を期して、

ガス爆発事故発生後 25日ぶりに第 1ピル部分をのぞき通行規制が解除され、商店街は再開された。

4. 商工対策

Ill ガス爆発事故に係る商工対策の打合せ会開催 (8月 I9日）

県商工部は、静岡市商工部、静岡商工会議所、静岡県中小企業団体中央会、静岡県信用保証協会

及び政府系三金融機関（中小企業金融公庫、国民金融公胆、商工組合中央金眼）との商工対策打合

せ会議を開催し、ガス爆発事故に係る当而の対策を検討し次の事項を実施した。

① 金融相談所の叫設

静岡商工会識所内にilii記関係機関合同の金融相談所を開設し、被災商工業者の相談に応じた。

ア 相談期間 8月I9日～ 29日

イ 相談件数 5 9件

ウ 融府希望件数 3 4件

エ融fれ希望額 総額 402,450千円

また、静岡商工会議所は、静岡公共職業安定所及び静岡労働茄準監督署の応援を得て労働保険

等の相談に応じたほか、静岡税務署及び静岡財務事務所の協力により税の減免相談も行った。

② プロジェクトチームの設骰

静岡市が中心となって、前記関係者に民間金融機関の代表を加えたプロジェクトチームを結成

し、統一的な救済対策についての検討を経て次の事項を実施した。

ア 被害商工業者及び被害金額並びに曲沼希望額の把握

イ 当面の対策として県の災害融沢の集施及び被災者融fjに対する静岡市への利子補給の要望

(P -I 9コ参照）

121 被災状況調査

県商工部は、静岡市及び静岡商工会識所に対して、被災事業所の被害状況、損害保険加入状況等

について調査の依頼を行った。なお、調査結果は次のとおりである。

静岡市の調査結果

被災事業所数 I 6 3カ所

被害金額 1,511.842千円

13) 第 1ピル内被災者との話し合い（8月 I9日）

静岡商工会議所、損害保険協会、国民金融公庫、県商工部及び静岡市商工部は、第 1ビル内の被

災者から当面の要望事項を聴取した。

要望事項並びにその措置状況は、次のとおりである。
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要望

月未調逹府金の早期貸付

保険金の早期支払い

梢闘状況

国民金融公距より全員希望金額融沢

繹 77 6 3万円の保除金支払い済み

被災建物（第 1ビル）の再使用に係る早期診 建設省建築研究所による耐

断の実施 1 (P 1 9 

被災従業員の身分補債及び再屈用のあっせん， 1 静岡商工会議所のあっせんによる公共勒業安
， 対応

[41 「静岡駅前ゴ→いう勺ソ街ガス爆発事故災害復興野金Jの創設

① 創設期日、 昭和55年9月 1日

R融沢枠 8億円（財愈：県 1僻円、同 1憶円）

R 臨伶条件

ト

IJ，
 
tI 

設

6.8% （保証料年0.7形）

7年以1村（据骰 1年以内）

1年以内）

④ ／独夜実討t 5 4件

R 利用状況

第 1ピルの復典が迎れたことにより、テナ ,f企業の利用がなく 8図円の枠に対し 53-4％が

4 2 6,8 0 0千円（般終）

利用率となった。

5, 労働対策

Ill 特別扱設措罰相談会の開催

公共戦救安定所及び静岡労慟甚準局は、被災事業主を対象に被災労鋤者に対する労働保険の「特

別援護措位相談会」を次のとおり開催した。

①相談期間 昭和 55年8月22日～25日 (4日間）

R場 所 静岡市産業会館

-56 -



③相談員 公共職業安定所及び静岡労働基礁局の職員

④ 相談内容 0屈用保険に係るもの 4 0件

0労災保険に係るもの 2 1件

121 労働保険の適用状況

① 屈用保険の適用状況

ア 屈用保険支給決定者数 5 4人

イ 給付日数 g 0日～ 30 0日

ウ保険日額 男 2,67 0円～ 6,I 8 0円（平均3,93 7円）

女 2, I 4 0円～ 3,98 D円（平均 2,53 6円）

0 屈用保 険 給 付 状 況

計 男 女

① 離職票受理枚数 5 4人 1 8人 3 6人

②屈用保険支給決定数 5 4 I 8 3 6 

受給権を放艇した者 4 4 
内

離職前事業所復帰者 2 2 I 0 I 2 

他事業所への就職者 1 I 
訳

現在屈用保険受給中の者 2 7 7 2 0 

R 離職労働者は、事業主から離職した事業（一時休業期間を含む）

を証明する離職票の交付を受け、職業安定所に求職申込みをした

上で離職票を提出して）伍用保険受給咬格の決定を受けるものであ

る。

② 労災保険の適用状況

ア 適用労慟者数

イ給付内容

ウ労災保険適 用状 況

------• 

① 適用対象労働者数

②適用労働者数

③ ① ② 

I I 8人（死者 5人、負偽者 II 3人）

遣族年金、遺族一時金、特別給付金、葬祭料

件 数 備 考

I I 8人 内死亡 5人

I I 8人 ,, 5人

゜R 適用対象労働者とは、労災保険被保険者で業務に関連した

罹災労働者である。
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6. 国鉄静岡駅周辺の地下道等安全対策調査及び整備計画の策定

国鉄静岡駅周辺の地下道及び市街地槃備の実態謁査を実施し、間題点の把握に努めた。

調査内容

山地形，人口、土地建物利用状況、交通施設、供給処埋施設、都市防災施設

12) 地下泣等地下施設の現況

又、この開舒坪呆に加づき、地下道等の整備計画を笈定したほか県の「地下道等の設既に関する指濁

要鍋」作成のための資料といた。

静岡県地下道等の設置に関する指導要網

（昭和 56年8月14日施行）

第 1立総 則

（目的）

第 1条 この要糊は、地下姐、地下街及び拙地下街（以下「地下泣等」という.)の構造、設備及び

維持管理等に関する基郡を定め、地域の安全を図り、もって県民の生師、身体及び財産を災害から守

ることを目的とする。

（定投')

第 2条 この梗概において、次の各号に掲げるif},；件の定設は、それぞれ当絃各号に定めるところによ

るものとする＜

(1) 地下誼 次のア又はイに掲げるものをいう，

ア` S 屯般歩行名の通行の用に供される地下←＾「作物内の消

ィ、 ilt兜物の地階にあが）て、事実，l,：一般歩行者の通行の用に供されている通路

121 地下街 地下工作物内において、地下道に面して設けられた店舗、事務所等（一の店舗又は11,

務所等も含まれる')と当誤地下追とが一体となったもので、逍路、駅前広場等の公共施設の

区域内にあるものをいう。

(31 叫地下街 次のアからウに掲げるものをいう g

ア、建築物の地階が連続して地下追に面して設けられたものと当該地下逍とを併せたもの（第 16 

条第 2項又は第 3項の規定に適合する建築物の地陪若しくはその地階の部分を除く。）

ィ、第 1号イに掲げる地下遥と、これに面して一体となっている店舗、事務所等と合わせたもの。

ウ、地下工作物内において地下道に面して設けられた店斜Ii、事務所等と当該地下道とが一体となった

もので、道路、駅前広湯等の公共施設の区域外にあるもの（建築物の地階を除く。）

14) 地下の構え等 次のア又はイに掲げるものをいう紗
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ア、地下工作物の部分で、地下道に面して設けられた店舗、事務所等の、一の用途又は用途上不可

分の関係にある 2以上の用途に供する一の区画

イ、地下道に面して設けられた一の建築物の地階（第 16条第2項叉は第 3項の規定に適合する建

築物の地階若しくはその地階の部分を除く。）

151 甲種防火戸 建築基郡法施行令第 11 0条第 1項の規定による甲種防火戸で、次のア又はイに

掲げるものをいう。

ア、建築基郡法施行令第 11 2条第 I4項の規定による常時閉鎖式防火戸

イ、次のmから（ウ）までの定めに適合するもの

m 随時閉鎖することができること

({) 煙惑知器と連動して自動的に閉鎖する構造であること

（ウ） 避難上主要な通路に設けるものにあっては、建築基郡法施行令第 I1 2条第 I4項第 2号に

規定する構造であること

（適用）

第 3条 地下道等を新設、増設、若しくは改築する場合又は既設の地下道等を相互に接続し、若しく

は地下道等に建築物の地階を接続する場合には、建築基準法（昭和 25年法律第 20 I号）、消防法

（昭和23年法律第 I8 6号）、 「地下街に関する基本方針について」 （昭和 49年6月28日付け

建設省都計発第 58号及び昭和 56年4月21日付け建設省都計発第 25号地下街中央連絡協議会通

逹（以下「地下街通逹」という。）その他の関係法令等の定めるところによるほか、この要網の定め

るところによるものとする。ただし、交通安全施設として設骰する地下道について、やむを得ない場

合においては、 「立体横断施設技術基討g」 （昭和 53年3月22日付け建設省道路局長、都市局長通

逹）によることができるものとする。

2 この要網の施行の際、現に存する地下道等で、この要網の規定に適合しないものについては、適合

するよう改善に努めるものとする。

（地下道等の設骰）

第 4条 地下街及び準地下街の設骰並びに建築物の地階と地下道等との接続は厳に抑制するものとし、

原則として認めないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

Ill 次のアから二に定める要件を満たす地下道を併せて建設するものであること。

ア、地上交通が著しくふくそうする地区において、鉄道の主要駅、主要バスクーミナル等の主要交

通施設相互間若しくはそれらと周辺を連絡するために必要なものであること。

イ、市街地開発事業等が完了又は実施されつつあり、かつ、都市計画上の観点からその立体的整備

が必要と認められる区域内にあること。

ゥ、地上の自動車交通抵、道路幅員、歩行者数等からみて、交通の安全と円滑を図るため、緊急に

設骰する必要があること。
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ェ、当該地域の状況、美誤等から、他の方法によることが著しく困難又は不適当と認められるも (1)

であること，

1，2i 前号に規定する地下道の管理及び利用率の向上を図ること等のため、地下街若しくは郡地下街の

設囮又は建築物の地階と地下道等との接統が必要やむを得ないと認められるものであること。

2 地下道等の計画は、当該地域の土地利用及び市街地開発事業、適路、公園、上下水道等の整備状況

を勘案するとともに、それらに関する都市計画に適合し、かつ、それらの長期構想に支節を及ぼす恐

れのないものとする。

3 地下街又は準地下街（第2 3号イに掲げるものを除くゃ）における店舗等の延べ面紹は、原則

として当該地下街又は準地下街における地下道の延べ面栢を超えないものとする。

（地下道等月！絡協議会の設散）

第 5条 地下追等の設貯及び管理に関し、防災、衛生、交通等の総合的な観点から公共的利用の安全

を確保するため、静岡県地下道等連絡協議会を設骰し、関係行政機関の述絡及び調整を図るものとす

る。

第 2意~地下道

（地下道の平面および縦断形状）

第 6条 地下逍は、利用将の利便及び緊急時の避羹梢グ）容易さを考應した箭明な形状とし、次の各号に

定めるところによるものとする 3

Ill 交差部を除き、原則として鋭角の屈曲部がないこと。

121 Ill入口の部分を除き、原則として段父は l0分の 1を超えるこう配がないこと。

(31 突出部は原則として設けないこととし、やむを得ず設ける楊合には、その突出部及びその周辺の

地下遥の打効幅員には、十分な余裕をおくこと。

（地下迫の有効幅員）

第 1条 地下磁の有効福員は、次の各吟によるものとし、かつ、次式で訂定した数値以上と

w ~ p 
丁詞0 ➔• F 

この式において、 W、P、Fはそれぞれ次の数値を表わす。

W 地下道の打効祁員（単位：メートル）

P 当眩地下道の 20年後の予想最大 1時間当り歩行者数（地下街又は池地下街の店舗、事務所

等叉は接続する建築物の地階によって誘発される歩行者数を含めることむ） （庫位：人）

F 地下道に面する店舗等がある場合は 2、その他の場合 1

lll 地下街にあるもの又は準地下街にあって地下の構え等が両側にあるものは、 6メートル以上
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121 準地下街にあって、地下の構え等が片側のみにあるものは、 5メートル以上

131 次のア又はイに掲げるものにあっては、 4メートル以上

ア、地下街又は準地下街を相互に連絡するもの

ィ、建築物の地階（第 16条第 2項又は第3項の規定に適合する建築物の地階若しくはその地階の

部分を除く。）に接続するもの

14) 前3号に定めるもの以外のものは 2.5メートル以上

（抽下道の天井の高さ）

第 8 条 地下道の天井の高さは、地下街又は準地下街にあっては 3メートル以上、その他にあっては

2.5メートル以上とする。

（地下道の末端の出入口の幅員）

第 9条 地下道の末端には、地上に直接通ずる出入口を設けるものとし、その幅員（末端の出入口が

2以上ある時は、それぞれの出入口の幅員の合計）は次に定めるところによるものとする。

(1) 地下街又は準地下街にある地下道にあっては、当該地下道の幅員以上であること。

121 前号の地下道以外の地下道にあっては、第 7条の規定により当該地下道に必要とされる有効幅員

以上であること。

（地下道の内装）

第 10条 地下道の内装は、仕上げには不燃材料を用いるものとし、その下地は不燃材料とするよう努

めるものとする。

（地下道の非常Ill照明設備）

第 11条 地下道には、昭和 44年建設省告示第 17 3 0号第 1の規定に適合する非常用の照明設備を

設けるものとする。

（地下道の排煙設備）

第 12条 地下街又は準地下街にある地下道には、昭和 44年建設省告示第 I7 3 0号第 2の規定に適

合する排煙設備を設けるものとする。

（地上への直通階段）

第 13条 地下道には、地上の直通階段（避難上安全な地上の道路、公園、広場等に通ずるもの）を設

けるものとし、各部分からその一に至る歩行距離は、地下街又は準地下街にあっては 30メートル以

下、その他にあっては 50メートル以下となるようにするものとする。

2. 前の規定による地上への直通階段は、次の各号に定めるところによるものとする。

Ill 地下の構え等の出入口から 3メートル以上離れていること。

12) 幅員は、原則として 1.7メートル以上とすること。

131 けあげの高さは、 1 5セソチメートル以下とし、踏面の幅は 30セソチメートル以上とすること。

141階段の出入口を地上の歩道に設ける場合には、原則として 3メートル以上の歩道部（公開空地等
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を含む。）を確保すること。

（地下広場等）

第14条 地下街には、防災上有効な地下広場を、地下道の端部及び地下道の各部分からその一に至

紐行距離が 50メ-トル以下となる位既に設けるものとし、その地下広場は次の各号に定めるとこ

ろによるものとする。

ill 広楊の延べi岬 1は、原則として当該地下街の廷べ面榔iの 10分の 1以上とし、各広湯の面釈は、

その広場が分担する地下街の而戟に相応した大きさとすること¢

i2) 防災上必吸な排輝採光等のための吹抜けを設けることとし、その面栢は、当該地下広場の面戟

の5分の 1以上とすること G

131 前条第 2項の規定に適合する地上の直通階段を、原則として 2以上設けること。

2 前項の規定は、邸地下街（第 2条第 3号イに掲げるもの以外のもので、地下道の延長が 50メート

ルを超えるものに限る。）について郡用するものとする。この粉合において、 「地下街」とあるのは

f部地下街」と読み替えるものとする。

3 地F街又は郡地下街に接続している地下追（地下街又は油地下街にあるもの以外のもので、その延

長が I5 0メートルを超えるものに限も以下この項において同じ。）及び建癌物の地階に接続して

いる地下道には、原則として当該地下道の幅員の 2分の lを2乗した数値以上の面積の吹抜けを、当

該地下道の各部分からその・ーに否る距離が75メートル以下となる位骰に設けるものとする。

第3位旅設相互の接続

（地下道等の相互の接続）

第 15条 地下遥等が相互に接続する湯合で、次の各号のーに該当するときは、当該地下道等はそれぞ

れ別なものとみなすことができるものとする。

(1) 地下街又は準地下街が地下道（地下街又は準地下街にあるものを除く。）によって相互に連絡さ

れており、当該地下誼の延長が 40メ-トル以上のもの又は当該地下通の延長が 20メ-トル以上

で、かつ、当該地下道と地下街又は部地下街との接続部が甲種防火戸で区画されているもの。

i2) 地下道（地下街又は準地下街にあるものを除く。）が地下街又は準地下街と接続する場合で、次

のア又はイに該当するもの。

ア、接続部に前条第 1項各号の規定に適合する地下広場が設けられているもの。

イ、接続部が甲種防火戸で区画されており、かつ、その部分に地上への直通階段（地下道の福員以

上の幅員 (2以上の直通階段がある場合にはその幅員の合計）を有するものに限る。）及び排

煙口若しくは排煙股節が設けられているもの

頃下道等の建築物の地階の接続）
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第 16条 建築物の地階が地下街にある地下道と接続する場合の接続部は、次の各号に定めるところに

よるものとする。

11) 建築物の地階側に附室（耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画されているものに限る。）

を設けることとし、その附室は、地上への直通階段及び排煙設備を有すること。

121 地下道側には、吹抜け又は排煙設備を有する直接地上へ通ずる階段を設けること。

2 建策物の地階（床面栢が 50 0平方メートルを超えるものに限る。）と地下道（地下街にあるもの

を除く。次項において同じ。）とが接続する場合の接続部は、前項の規定又は「地階と地下街とが一

体となす場合の判定基準」昭和 50年 3月 11日付け消防安第 32号消防庁通逹以下「判定基準」と

いう。）ーから五の基郡に適合させるものとする。

3. 建築物の地階（床面苗が 50 0平方メートル以下のものに限る。）と地下道との接続部は、第 1項

の規定又は判定基準の一から五の基準に適合させるよう努めるものとする。

第4掌地下の構え等

（地下の構え等の防火区画）

第I7条 地下の構え等は、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画するものとする。

2. 地下の構え等と、これに接する他の地下の構え等とは、耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で

区画するものとする。

（地下の樅え等の内装）

第 I8条 地下の構え等の内装は、仕上げ及びF地に不燃材料を用いるものとし、看板、広告物、装飾品、

陳列台等は、不燃性材料を用いるよう努めるものとする。

第5章消防用設備等

（地下街又は準地下街における消防用設備等）

第I9条 地下街又は準地下街には、消防法及び地下街通逹の第二、六、 6、沿の規定による消防用設備

備等（消防法第 I7条第 1項に規定するもの）を設けるものとする。

（建築物の地階、地下道等を相互に結ぶ放送設備）

第20条 建築物の地階、地下道等が相互に接続する場合で、次の各号の一に該当するときには、接続す

るそれぞれの施設を相互に結ぶ一体の放送設備（消防法施行令第 7条第 3項第 4号ハに掲げるもの）

を設けるものとする。

Ill一団の地下街又は準地下街が 2以上近接して続く場合

12) 地下道（地下街又は拙地下街にあるものを除く。次号において同じ。）又は建築物の地階が、地
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下街又は準地下街と接続する場合

（3) 建薬物の地階（床面梢が50 0平方メートルを超えるものに限る。）が地下追と接続する楊合

（防災セ＇ノクー）

第2I条 地下街又は部地下街には、地下街通逹の第二、六、 6、（サ及も勁）の規定に適合する防災セソ

ク-を設けるものとすか

2. ー団の地下街若しくは部地下街が 2以上近接して続く湯合には、それぞれの防災センター相互を連

絡する緊急通話設備を設けるものとする c

（地下道の通路誘罪灯）

第22条 地下道（地下街又は謀1地下街にあるもの以外のものは、延長が 10 0メートルを超えるもの

に限瓦）には、階段その他の避難上の設備がある場所に、当該場所の照底が避難上有効なものとな

るように、通路誘祁灯（非常用電料を附匹したものに限る。）を設けるものとする心

第6菜換気訛備

第23条 地下街又は準地下街には、原則として建築陥拙法施行令第 12 9条の 2の2第2項各号の規

定に逸合する様檄換気設伽（給気能力が排気能力を超えるものに限る。）を設けるものとする屯ただ

し、延ぺi囮栢が 10 0 0平方メ・＂・トル以下 (/)j應下街又は準地 1ヽ街で、衛生」こ支即がないと認められる

場合には、給気機又は排気機のいずれかによることができるものとする0

2企 nij項の換気設備は、地下街又は郎地下街の床面軟 1平方‘メートルごとに餌時30 立方メ…＂~トル以上

の新鮮な外気を供給する能力を有するものとする。ただし、混湿度調整装貯を使用するもので、衛生

上支船がない場合にはこの限りでない，

第7章附帯施設

（駐車場）

第24条 地下街叉は郡地下街には、原則として地下街通逹の第二、六、 6、mの規定に適合する駐車

場を設けるものとする，

（荷さばき場）

第25条 地下街又は準地下街には、地上の交通に支悴を与えない場所に荷さばき場を設けるものとす

るなただし、準地下街にある建築物の地階で、地上の階から荷物の搬人及び搬出ができるものについて

は、この限りでない。
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第8章店舗等の制度

（店舗等の用途の制限）

第26条 地下街又は進地下街には、地下街通逹の第二、八奴カカモ炉）に掲げる店舗等を設けないもの

とする。

（火気を使用する店舗等の配骰）

第27条 地下街又は準地下街の火気を使用する店舗は、地下街通達の第二、九の規定に適合する構造

及び配囮とするものとする。

第9章維持管理

（見通しを妨げる広告物等の制限）

第28条 地下道には、誘瑯灯及び案内板の見通しを妨げる広告物、看板等を設けないものとする。

（地下道の管理者）

第29条 地下道（第 2条第 1号イに掲げるものを除く。）は、国若しくは地方公共団体又はこれに準

ずる機関が管理するものとする。

（管理規定）

第30条 地下街又は部地下街の設骰者は、当該施設を使用するに先立ち、当該施設に関する管理規程

を定めるものとする。

2 管理規程には、地下街通逹の第二、十二、 2、(7)及灰イ）に掲げる事項を定めるものとする。

3. 地下街又は郡地下街の設骰者は、管理規程を定める場合には、あらかじめ近接又は隣接する地下街

又は部地下街の管理者と協議するものとする。

4. 地下街又は準地下街の設骰者は、管理規程を定めた場合には、遅滞なく知事に届け出るものとする。

（附則）

この告示は、公示の日から施行する。
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第8 視察及び要望

1. 視察

Ill 8月16日 通産省政務次官現地視察

121 8月17日 自治大臣（国家公安委員長）現地視察

131 8月17日 日本消防協会長現地視察

141 8月18日 建設大臣、内閣官房詞長官、国土庁政務次官、国土庁官房審識官、厚生省政務次

官、法務省政務次官、文部大臣現地視察

151 8月20日 参議院災害対策特別委員会現地視察

161 8月25日 消防庁長官現地視察

171 8月26日 衆議院派述「静岡駅前ガス煤発事故調査議員団」現地視察

181 8月26日 肌議会環境・企業、建設両委員会合同調壺団現地視察

2. 要望

静岡駅前ゴールデソ街ガス爆発事故に関する要望因を次のとおり関係大臣等に対し提出した。
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静岡駅前ゴー）レデン街ガス爆発事故に関する要望書

昭和 55年 8月

静岡県知事山 本 敬 三 郎

静岡市長荻野郡平

昭和 55年8月 I6日に発生した静岡駅前ゴールデソ街ガス爆発事故に関して、当面、下記事項を早

期に実現されるよう要望します。

記

I. 地方公共団体のガス事業者に対する指尊監督権限の付与地域防災対策のうえから都市ガス保安対策

はきわめて重要であるにもかかわらず、地方公共団体に保安上の指導監督権限がなく、実効性のある

総合的な地域防災対策を講ずることが困難となっている。

今回の事故にかんがみ、地方公共団体にガス事業者に対する指尊監督権限を付与されたい。

2. ガス保安対策の強化

ガス淵れによる事故を防止するため、 とくに地下街、雑居ビル等密閉性が高くかつ、火源が多数存、

在する建築物内について、ガス漏れ検知警報設備の設個、 しゃ断弁等の適切な配閻及びそれらの位骰

等の関係者への通知並びにガス燃料の使用制限を制度的に明確にするとともに、自主点検、立入検査

の充実強化をはかられたい。

3. 被災中小企業者に対する融質の充実

政府系中小企業金融機関における激甚災害なみの低利、長期融資の実施及び災害保証の適用並びに

既往借入れ分の償還猶予措骰について配慮されたい。

4. 災害弔慰金の支給及び災害援護預金の貸付けに関する法律の適用

煤発事故は自然災害でないため本法の適用から除外されているが、人命及び家屋の被害が甚大であ

りまた第三者被害も多く、悲惨な状態が生じるので本法の適用範囲を拡大されたい。

5. 被災労働者に対する労働保険の適用

今回の事故の罹災者の多くは、商店街1こ職場をもつ労働者である。

とくに死傷者及び働く職場を失った者に対しては、労働者保護の立場から労災保険及び雇用保険の

適用に当り適切な措骰を講ぜられたい。

6. 消防職団員に対する災害補償制度の充実
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今回の事故に際して防災活動に従事した消防職団員に多数の死傷者が生じた。都市化の進展ととも

に消防活動の現場ではますます危険性が邸くなっている現状にかんがみ、殉職者箕じゅつ金、公務災

害補償等消防職団員の災害補伯制度の充実をはかられたい。

7. ガラス飛散防止対策の確立

今回の事故においては、建第物のガラスの飛散による人身被害が多数発生している。爆発事故、地

震災害等に備えて、歩行者の多い道路に面した窓ガラスの飛散防止対策を制度化されたい。

「静岡駅前ゴールデソ街爆発事故に関する要望」に対する措骰状況

要望 内容 措 骰 状 況

I.地方公共団体のガ 0 国において指邪監瞥権限の付与について検討された結果、当面の措骰と

ス事業者に対する指 して、次のとおり指瑯方針が示された。

祁監舒権限の付与を Ill 消防庁及び府i原エネルギー庁の合同通逹により「地下街等のガス保

行うこと 安対策に関する消防機関とガス事業者との述携強化について」等の指

羽方針が示され、市町村等に示逹した。

12) 関係 5省庁通逹により、地下街等の設 li'tのあり方が示されるととも

に県に地下街連絡協厳会の設骰を義務付けるなどして、関係者の指尊

を強化することとされた。このため肌は昭和 56年6月5日「県地下

誼等述絡協議会」の設骰要網を定めた。

2. ガス保安対策の強 0国の政省令の改正に先んじて馬しとしては、肌民の生命身体及び財産を災

化を図ること 害から守り、地域の安全を図るため、昭和 55年12月1日静岡県地下

道等安全対策推進要網を制定し、ガス保安対策、建築物附屈設備の安全

対策及びガラスの飛散防止対策を推進している。

静岡肌地下道等安全対策推進要網及び迎）I1指針 (P7 5参照）

0政省令の改正 (P1 1 0参賠）

3. 被災労働者に対す 0適用について、特段の配慮がされた。

る労働保険の適用を 屈用保険給付決定 5 4人 労災保険適用 I 1 8人

行うこと Ill 屈用保険給付状況

計 男 女

①離職票受理枚数 5 4人 I 8人 3 6人

②屈用保険支給決定数 5 4 1 8 3 6 

受給権を放棄した者 4 4 

内 離戦前事業所復帰者 2 2 I 0 1 2 

訳 他事業所への就職者 I I 

現在屈用保険受給中の者 2 7 7 2 0 
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要望 内容 措 匠 状 況

R 離職労働者は、事業主から離職した事実（一時休業期問を含む）を

証明する離l股票の交付を受け、職業安定所に求職申込みをした上で離

職票を提出して、屈用保険受給資格の決定を受けるものである。

12) 労災保険適用状況

件 数 備 考

① 適用対象労働者数 1 1 8人 内死亡 5人

② 適用労働者数 1 1 8人 “ 5 

③ ①―R  

゜
⑮ 適用対象労働者とは、労災保険被保険者で業務に関連した罹災労

慟者である。

4. 消防団員に対する 0殉職者賞じゅつ金

災害補償制度の充実 消防表彰規程により、既定の 1,30 0万円が支給されたほか、同規程

を図ること の一部改正 (55年度の大規模な特殊災害に限って適用）により 200

万円の報償金が支給された。

なお、抜本的な制度改正について、引き続き要望中である。

0公務災害補償

特殊公務災害として認定され、給付額が 5割加算された。

5. ガラス飛散防止対 2．と同様

策の確立を行うこと
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第9.都市型災害の教訓と課題

今回の事故は、地下街で起ったガス爆発が地上のピルをも巻込んだ痛ましい災害であり、物心両面に

わたる激甚な被害を喋ったが、一方、費重な体験を得た。この事故の原因は、現在究明中であるが、こ

の種の事故の再発を防止するため、官民一体となった防災対策に真剣に取り組まなければならない数多

くの問題点が浮きぼりにされた。

この事故による教訓と課題を次に掲げ、今後の防災対策に夜することとしたい。

1. 教訓

:11 複合用途防火対象物等の管理体制のあり方

複合用途防火対象物等の場合、しばしば管理権原者が分かれていることがあり、全体にわたる防

火管理体制が非効率的になりがちである。

とくに、不特定多数の者が出入りする地下街等における防火管理体制の中にガス保安対策を適切

に位1荏づけガス使11j者等の初動措骰と関係機関との連携体制を確立することが必要である。

121 緊急出動に関する相互協定の必要性

ガスi屈れ事故に対処するには、関係機関相互間で日頃から十分な述携体制をとる必要がある。

消防、警察、ガス事業者、雷力会社その他関係機関は、次に掲げる事項についてあらかじめ協議

し、その内容を確認しておく必要がある。

① 通報、連絡体制 R 事故発生場所、ガス珈れの状況等通報の内容に対応する出動体制

③ ガスの検知、ガスの緊急しゃ断及びガスの供給再開並びに電源のしゃ断等の実施 ④警戒区

域の設定 ⑤ 住民等の避難措骰 ⑥ 広報の実施 ⑦ 訓練の実施

131 ガス鼎れ事故に関する罰坊活動のあり方

ガス漏れ事故が発生した場合において、煤発等の事故による被害を敢小限にとどめるため、消防

体制及び警防活動について次の事項を検討しておく必要がある。

①消防機関と関係機関との連携体制

R 出動体制

③ 現場における活動要領

④ 教毅、訓練

141 消吸者等に対する安全教育の推進

ガスの知識、取扱い等について、ガス事業者等の啓発活動はもとより関係機関においても各種講

習会等を通じて消吸者等に対する安全教育を進める必要がある。

151 ガス涌れ警報設備の設骰促進
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ガス漏れ事故防止のための措匠を図ることは当然必要なことであるが、カ・・ス漏れを早期に検知し、

ガス涌れ事故防止のための措四を講ずることが大切である。このことから、地下室等及び複合用途

防火対象物を中心にガス漏れ警報設備を早期に設骰する必要がある。

161 環境整備の促進

地下街等においては、汚水クソク、雑排水タソク及び床下空間等の定期的点検の実施等適切な管

理が必要である。

又、不特定多数の者が通行する市街地の逍路、広場に面する建築物のガラスの飛散防止対策を、

地震対策と併せ進める必要がある。

2. 課 題

Ill 都市ガスの供給制限及び緊急しゃ断

大規模な燥発事故及び東海地僻を想定した場合のガス供給制限、緊急しゃ断についての具体的な

対策を検討する必要がある。

121 地震発生時におけるプロパソガスの緊急しゃ断装骰の設骰、促進

プロパソガスの供給方式は、使用場所付近に容器により多裁のエネルギーを貯蔵しているため、

大規模地擬発生時に設備に被害が生ずると、 2次災害拡大の要因となるおそれがある。

このため、ガスの流出を防止するしゃ断装置の設置を促進する必要がある。

131 ガス施設等の応急復旧及び生活・災害対策用燃料の確保に係る復旧計画の策定

大規模な地擬等災害の際のライフライソの早期復旧計画の一現として、ガスの応急復旧計画を確

立する必要がある。
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第10.地下道等安全対策

t 静岡県の対応

(11 静岡県地下道等安全対策委員会の設闘

地下道等の安全を確保し、県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、基本的には国におけ

る制度改正を必要とするが県としては当面，鹿設の設計及び施設の斃備基準並びにガスの保安対策、

窓ガラスの飛散防止対策等について現行法令にのっとりながら哭態に即した運用を図るため「惜岡、

県地下道等安全対策委員会」を設骰し、具体的な対策を宿議し、推進することとした。

①設骰年月日 昭和 55年9月2日

R委員会の樅成及び委員

地下道等安全対策委員 会 の 設 骰 に つ い て

ロ□下遥等安全対氣委；；

I会長刷知市. I 
湖会長 知市公室長

9 都市住宅部長

し し 員 関係部長

専門委員会

学識経験者

(l 0名以内）

安全対策検討部会

部会長 知事公室長

部員 関係課長

その他

事務局 消防防災課

（検討内容）

0緊急時のガス供給停止対策

〇ガス漏れ検知・通報対策

〇ガラス飛散防止対策

0裸火対策

0附属設僻の管理対策

0 その他

施設検討部会

部会長 都市住宅部長

部員 関係課長

その他

酎務局 計 画 課

（検討内容）

0実態調査

地下道の現況及び管埋状況

地下埋設物の現況と管理状況

建築物の状況

店舗の状況

交通の状況

0 今後の対応策

.駅周辺整備拙本計画

（駅前広場再測発駐車場）

既住施設の改善

個別計画との整合

地下道（街）連絡協談会の設府

,
t
1
,
1
1
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・

一
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地下道等安全対策委員会名縛

委 員 会 構 成

ム工 長 関 根 則 之 静岡県副知事

副 ノ工 長 芦 尾 長 司 ” 知事公室長

” 池 ケ 谷 俊 ” 都市住宅部長

委 員 丸 山 寛 ” 生活環境部長

99 目 黒 克 己 ” 衛生部長

,, 田 中 太四 雄 ” 商工部長

,, 麻 里 礼 ,, 土木部長

” 五 味 房 吉 ” 警察本部警備部長

専門委員会構成

専門委員長 福 地 知 行 静岡薬科大学教授

専門委員 難 波 桂 芳 東京大学名誉教授

99 中 JII 登 消防研究所第 1研究部長

” 村 上 礎 直 防災都市計画研究部長

” 村 上 雅 也 千雖大学教授
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③事務局 静岡県消防防災課

④委員会等の開催

0 9月 I9日

「委員会及び専門委員会の合同会議」 （第 1回）の淵催

安全対策委員会の設骰及び部会における検討事項の決定

0 9月24日

「安全対策検討部会」 （第 1回）の開催

部会検討事項及び地下追等安全対策推進要網の作成方針の決定

0 9月 24日

「施設検討部会」 （第 1回）の開催

対象地区の実態調究及び整備拙本計画の策定スケジュールの決定

o I 0月20日

「安全対策検討部会」 （第 2回）の開催

静岡県地下逍等安全対策推進要網の検討

o I 0月3I日

「諄l"J委員会」の開催

静岡肌地下道等安全対策推進要網の検討及び調柩

o I I月26日

「委員会及び専門委員会の合同会議」 （第 2回）の開催

静岡県地下追等安全対策推進要網の決定

121 静岡殷地下道等安全対策推進要網

①施行期日 昭和 55年 12月 1日

②趣旨

'o対象適用範囲は、地下街に限らず必要に応じ→役の地下室等も包含した。

0地下室等における燃焼器具の使用制限

0汚水タソク等の適正管理

0 ガラスの飛散防止対策

③ 「静岡県地下道等安全対策推進要網」及び「同運用指針」
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静岡県地下道等安全対策推進要網

昭和 55年 I2月 1日制定

第 1章総 則

第 1 目的

この要網は、静岡駅前ゴールデソ街の爆発事故に鑑み、県民の生命、身体及び財産を災害から守

り、地域の安全確保をはかるため、ガス保安体策、建築物附属設備の安全対策及びガラス飛散防止

対策を推進するにあたり、県、市町村、消坊、警察、ガス事業者等、 ガス使用者叉は建築物等の所有者、

占有者若しくは管理者が実施すぺき措骰の内容を明確にし、 i［本的には国における制度改正をまつ

こととし、当面県及び市町村（消防機関を含む。）が現行法令にのっとりながら実態に即した運用

を行うための指針とするものである。

第 2 定義

この要網における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

Ill 一般ガス事業者 ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第 2条第2項の一般ガス事業者を

vヽう。

121 11li易ガス事業者 ガス事業法第 2条第4項の節易ガス事業者をいう。

131 ガ ス事業者 ガス事業法第2条第6項のガス事業者をいう。

141 ガス事業者等 ガス事業者及び液化石油ガスの保安の確保及び収引の適正化に関する法律

（昭和 42年法律第 I4 9号）第 6条第 1項の液化石油ガス阪売事業者をいう。

151 地 下 街 等 地下街（公共の用に供せられる地下工作物内の道に面して設けられた店舗、

事務所、その他これらに類するもの（通常の建築物の地階を除く。）の一団をいう。）及びこれ

に郡ずる地下建造物をいう。

161 地下室等 ガスエ作物の技術上の基準を定める省令（昭和45年通商産業省令第 98 

号。以下「ガスエ作物省令」という。）第 72条第 3項に掲げる地下室、地下街、その他地下で

あってガスが充満するおそれがある場所をいう。

171 本 管 ガスを供給する禅管（以下「郡管」という。）のうち道路に乎行して敷設

されているものをいう。

(81 供 給 管 郡管のうち、本管から分岐して使用者が所有又は占有する土地と道路との

境界線に至るまでのものをいう。

191 内 管 尊管のうち上記境界線からガスせんまでのものをいう。
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第2章 ガス保安体制の整備

第3 保安規程の写しの提出

ガス事業者は、ガス事業法第 30条の規定に邸づき通商産業大臣に届け出ることとされている保

安規程（同法第37条の 7において準用するものを含む。）の写しを、ガスの供給区域を管轄する

市町村の消防庁（消防本部をli'[かない市町村にあっては市町村長。以下同じ。）又は消防署長に提

出するものとする。

第4 防災計画の作成

1．ガス事業者のうち一般ガス事業者は災害対策枯本法（昭和 36年法律第 22 3号）第6条第 1

項の規定に1,9く防災計画を、節易ガス事栄者はこの規定に糾ずる防災計画を作成し、知事及び市

町村長に提出するものとする。

2 知事又は市町村長は、 1により提出された防災計画の内容について必要な疲諮又は勧告を行う

ことができるものとする。

3. ガス事業者は、防災計画の内容について毎年見匝しを行い、緊急時における活動が計画どおり

実施できるよう応忽体制の脆備を行うものとする。

第 5 群管及びガスしゃ断装1代に係る図面等の提出

I. ガス事業者等は毎年1立当初次の図面等を消防長又は消防署長に提出するものとする。ただし、

既に提出した図面等に変更がない場合は、この限りでない。

111 消防長又は消防'}',•長が消防活動上必要と認める地域における本管の位1代を示す図面等

121 次に掲げるガスしゃ断装骰及びこれに関連する羽管の位骰を示す図面等

ア、ガスエ作物省令第 72条の規定に陥づいて設骰されたガスしゃ断装骰

ィ、第4邸の第 I3の 1に定めるガスしゃ断装lrt

ゥ、第 4章の第 I3の 1の11)及び12に掲げる羽管に係るガスしゃ断装腔であって既に設骰され

ているもの

2. ガス事業者等は、前項の図面等に変更が生じた楊合は、変更にかかる図面等を消防長又は消防

署長に提出するものとする。ただし、低圧用の本管の図而等の変更であっても軽易なものについ

てはこの限りでない。

第6 報告の徴収等

I. 知事は、保安上特に必要があると認めるときは、ガス事業者に対して沢料の提出を指示し、若

しくは報告を求めることができるものとする。

2 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があるときは、ガス事業者等に対して行料の提出

を指示し、若しくは報告を求め又は当該消防職員（消防本部を骰かない市町村においては、当該

市町村の消防事務に従事する職員。）に、ガス事業法第 2条第 7項のガスエ作物を設骰する場所、
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ガスを使用する場所その他関係ある楊所に立ち入って、ガスの設備その他の機器の管刑状況を検

壺させ、若しくは関係のある者に質問させることができるものとする¢

第7 ガス保安対策連絡会謡の設貯

開＼及び一般ヵ＇ス事業によるカスの供給が行なわれている市町村に、肌又は当設市町村、消防、警

察、力＾ス事業者等及びその他の防災傑係槻関並びにガス使用者等を構成員とするガス保安対策連絡

会識を設け、平常時におけるガスの安全対策、異常時における緊急措討その他ガスの保安対策上必

要な事項について審謡し、ガスの安全確保に関する対策を推進するものとする心

なお、上記以外の市町村においてむ必要に応じガス保安対策連絡会議を設骰するものとする。

第8 沿汲~い検究の充実

1. iむ双li棠者等は、本管及び供給管並びに別表に掲げる防火対象物及び地下室等の円管の祁えい

検究を充実強化して行うものとする。

2ア，ガス事業者等は、地下街等の梱えい検在を実艇する楊合は、当該検査実施蔀1こ梢防機関に対

して点検計画を連絡するものとする。

ィ、ガスili業者等は、涌防機関が実施する地下街等の予防花察について協力するものとする。

第9 地下室等におけるガス等の適正使/fj

1 地下室等においては、次によるガスの供給を制限するものとするな

(11 液化石油ガスを充てんした内容栢 8リットルを趙える容器の持ち込み

{2) 比重が空気よりU［い可燃性ガスの部管による供給。ただし、もれたガスを有効かつ安全に排

出できる換気装骰等を設けたときは、この限りでない。

2. 地下室等にガス又は石油類の燃焼器具を設胚する場合は、その地下室等の構造又は設骰楊所は

次によるものとする。

111 燃焼器具を設骰する場所の天井、壁は不燃材料で仕上げをしたものとし、燃焼器具の位置か

ら天井、上ガの棚等までの距離については、それぞれ市町村火災予防条例に定めるとごるによる。

121 燃焼器具は、階段、避難口の附近等で避難の支悴となる位既に設けない。

!3) 燃焼器具を設骰する箇所には建築茄準法饉行令（昭和 25年政令第 33 8号）及び建設省告

示（昭和 45年建設行告示 18 2 6号）に定める技術茄準による換気設備を設ける。

14) ボイラー等多撒の燃料を消t臼する燃焼器具（別に定めるポイラーを除く。）を設骰する室は、

専甜のもので、かつ耐火構造とし、扉は甲種防火戸とする。

3 地下室等における燃焼器具の使用は次によるものとする。

(1) ゴム管を使用する燃焼器具のガスせんは、過流出防I!::機構付きのものとする。

:21 メイ＂ッ＼、バーナー付きの力久瞬閻楊沸器等は、その炎が消えたとき、自動的にガスをしゃ

断する機構付きのものとする。

131 ガス又は石油類を燃料とする移動式の眼防用燃焼盛具は、使用しないよう努める。
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4 地下室等に祁管を設骰する場合は、その位1rt、構造等に配應し、問仕切壁の街壊により担傷を

受けることがないよう努めるものとする。

5 地下室等でガスを燃料として使用する者は、ガスの設備につき次のとおり収り扱うものとする。

Ill 夜閻、休日等でガス使用者が不在となるときは、ガスせん又はメークーコックを閉止する。

121 カス使用者は、 1年に 1回以上ガスのゴム管のガスもれテストを行うとともに、ガスもれ警

報設伽につき作動テストを行う。

第3硲緊急体制の整備

第10 緊急出動に関する相互協定

1．梢防、翌、ガス事業者等、地力会社その他の関係機関は、ガスもれ等の事故に対処するため

次に掲げる引項に閃して相互に協定するもり）とする。

11) 通報、連絡体制

12) :If故発生場所、ガスもれの状況等通報の内容に対応する出動体制

13： ガス検知、力7、(/)緊忍しゃ断及びガスの供給再開並びに電源のしゃ断等の実施

14；笞戎区域の設定

15) 住民等の避難

(6) 広報の実施

(71,jl}練の夷施

第11 緊怠時におけるガスしゃ翡砂げ'[の採作

1. 緊急時においてガスのしゃ断装骰を閉 ll：する場合の操作については、次によるものとする。

（1: ガス事業者等が操作することを原則とする。

12) 第4i:;:(/)第 13(/) 1 (/)(2)に掲げるガスしゃ断装既を設骰している建築物又は地下室等の所有

者、占有者又は管狸者及びガス事業者等は、明らかに爆発等による二次災害の発生が予想され

る場合における緊急時の対応について、あらかじめ消防機関と協議しておくものとする。

131 消防長又は消防署長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、

火災が発生せんとし、又火災が発生した消防対象物若しくはその周辺に供給されているガスの

緊急停止措説を行うことをガス事業者等に対して求めるものとし、カス事業者等が現楊に未到

沿であること等によりやむを得ないと判断される場合は、消防吏員又は梢防団員をしてガスの

しゃ断装四の閉止措骰を行わせるものとする。

141 カス事業者等は、消防機関との協議により必要とする範囲のガスを緊急にしゃ断するための

用具及び操作要領をあらかじめ消防機関に提供するものとする。

(5） ガスの緊急停止措ll'tを行った者は、速やかに関係者に対してその旨を周知する。

2 ガス事業者等は、ガス使用者に対する周知及び個別点検第二次災害発生の防止措佃を諧じた上
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で、 しゃ断後のガスの供給再開を行うものとする。

第 12 事故の報告

ガス事業者は、ガス事業法施行規則（昭和 45年通商産業省令第 97号）第 88条の規定に基づ

き事故報告を行った場合は速やかに当該事故発生場所の市町村の消防長又は消防署長及び知事に当

該事故報告因の写しを提出するものとする。

第4章保安施設の整備

第 13 ガスしゃ断装府の設骰

I. ガス事業者等は、ガスエ作物省令第 72条に定めるもののほか、あらかじめ次に掲げる郡管に

屋外において速やかにガスをしゃ断する装骰を設けるものとする。なお、ガス事業者等はガス供

給地域をプロック化するために必要なガスしゃ断装f1'1の設府を推進するものとする。

11) 消防長又は消防署長が特に必要と認める地城の本管

12) 別表に掲げる防火対象物に引きこまれる祁管のうち消防長又は消防署長が必要と認めるもの

2 消防長又は消防署長は、ガスしゃ断装骰を設僻する位骰について、建築物管理者又はガス事業

者等に必要に応じ、意見を述べることができる。

第 14 ガスもれ警報設備の設骰

I. 地下室等及び消防法施行令（昭和 36年政令第37号）別表第 11161項に掲げる複合用途防火対

象物（地下室等を除く。）の所有者、占有者又は管理者は当該施設内のガスの燃焼器具を使用す

る場所及びガスが滞留するおそれがある楊所に、必要に応じてガスもれ警報設備を設骰するもの

とする。

2. ガス事業者等は、 1に定めるものを除く防火対象物の屋内においてガスの燃焼器具を使用する

場所及びガスが滞留するおそれがある場所に、必要に応じてガスもれ警報設備を設闘するようガ

ス使用者に対して周知し奨励するものとする。

第 15防災セソクーの設骰

I. 羽管もしくはガス燃焼器具が設骰されている地下街等であって別に定めるものは、地下の通路

を通行する者等の安全を確保するため、次の設備を備えた防災セソクーを設骰するものとする。

Ill 放送設備

121 消防機関に通報する設備

131 防災セソクーの機能を維持するための非常電源

141 ガス濃度検知器

151 エアーマスク

2. 防災セソクーの業務はおおむね次に掲げるものとする。

Ill 平常時における業務
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ア、終架時における安全点検の実施

イ、ガス、氾気、排水設備その他の設備の定期点検の実施

ゥ、従業員その他関係者に対する防災に関する教育及び設Ii錬の実施

ェ、夜1廿）又は休日等における保安の管理

121 緊急時における業務

ア、防災関係機閑、隣接する防災セソター及び、旅設内店舗等への緊急事態における通報

ィ、通行者等の避健の指示及び誘群

ゥ、入居者等へ(l)ヵっ古恥釘J1止等緊急処骰励行の周知

エ、初期消火等応怠措府の実施

オ、梢防、力＾ス事業者等と協議した緊忌時における応急指骰の励行

第 5翫迎兜物の附屈設備の安全対策

第 16地下街等の構造、設伽

I. 地下街等の迎蹄として使用されている部分の構造設備等は次によるものとする。

111 通銘の天井及び墜の内面仕上げは不燃材料によるものとする。

i2I 油路の天井及び限の下地材は4ミ燃材料とするよう努める。

(3) 非常月J照明措I社は建設布告示（昭和44年建設省告示 173 0号）の邸郡に適合するものを設

骰する。

2. 地下街等の店舗、事務所その他これらに類する施設の構造設備は次によるものとする。

（1) 各樅えは耐火構追の床及し哨／震性のある耐火構造の墜とし、常時閉鎖式甲独防火戸で防火区

画するよう努める。

12) ）-"道、給・排水管、配電管その他の管類で耐火構造の盤若しくは床等を貫通するものにあっ

ては、そのすき間をモルクルその他の不燃材料で充てんする。

第 17 地下街等に設骰される汚水クソク等

I. 汚水タソク及ひ雑排水クソク等は建築拭那法施行令及び建設省告示（昭和 50年建設省告示

1 5 9 7号）の基準により設骰するものとする。

2 汚水クソク、雑排水タソク及び床下空閻等は、その旋設本来の使用目的にそって適正に使用し、

1月に 1回以上点検を行い、 6月に 1回以上消掃するものとする。

-8 0-



第 18 ガラスの飛散防止対策

不特定多数の者が通行する市街地の道路及び人の北まる広場等であって、別に定めるものに面す

る建策物の 3階以上の階の窓ガラス等には、地誤発生時等にガラスが飛散落下して危害を及ぼすこ

とのないよう当該建築物の事俯に応じ、次に掲げる対策を講ずるものとする。

ア、庇張出しによる落下防止

ィ、安全ガラスの取付け（合わせガラス、強化ガラス、網入ガラス等）

ウ、飛散防止フィルムの貼布

附 則 この告示は、公示の日から施行する。
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別 表

映画館、蔀芸場又は賎屁場

公会党又は街会場

キャバレー、カフェー、ナイトクラプその他これらに類するもの

遊技場又はダンスホール

5 I待合、料埋1古その他これらに知するもの

6 ：飲食店

7
 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を常む店舗又は展示場

旅館、ホテル父は宿泊所

寄宿舎、下紺又は共同住宅

診招所又は助僅所

11 

老人稲祉施設、有料老人ホーム、救設施設、更生施設、児童福祉艇設、 （屈子寮及び児

爵庫生狛設を除心）、身体悴害者彫生援護施設（身体節害者を収容するものに限る。）

又は精神薄弱者役設施設

官学校、咄学校又は投設学校

うち、 トルコ浴場、サウナ浴場その他これらに類するもの

に掲げる公衆浴場以外の公衆裕場

うち、その一部が 1項から 7項まで、 8項、 1 0項から 13項に

複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
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静岡県地下道等安全対策推進要網運用指針

I. 実施計画について

静岡肌地下道等安全対策推進要網（以下「要網」という。）は、昭和 55年 12月 1日から施行され

ているが、その後ガス事業法、消防法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（以下「液化石油ガス法」という。）に係る政省令が改正され、昭和56年 7月 1日に施行されるこ

とになるとともに既存施設に係る不適用期限が設けられたことに伴い、要綱の実施計画を付表第 1に

掲げるとおりとした。また、要綱と改正政省令の内容の対比を付表第 2に掲げる。

2. 肌、市町村及び消防機関の事務等について

県、市町村及び消防機関は、それぞれ次のとおり要網各章の事務を行う。

Ill 肌

ァ、第 2窪の第 4の防災計画の受理及び同計画の内容について必要な要諮又は勧告を行うこと。

ィ、第 2窟の第 6第 1項に定める指示をし又は報告を徴収すること。

ゥ、第 2章の第7に定めるガス保安対策連絡会識を設骰し、運営すること。

二、第2章の第 9に定める地下室等におけるガス等の適正使用に関し、ガス事業者等、ガス使用者

及び地下室等の所有者、占有者叉は管理者（以下「所有者」という。）を指瑯すること。

ォ、第 3章の第 12に定める報告書の写しを受理すること。

ヵ、第 4章の第 14に定めるガスもれ警報設備の設骰に関し、地下室等及び複合用途防火対象物の

所有者等並びにガス使用者を指群すること。

キ、第 4章の第 15に定める防災セソクーの設骰及び管理運営の適正化について地下街等の所有者

等を指祁すること。

ク、第 5邸の第 16に定める地下街等の構造、設備の安全対策に関し、地下街等の所有者等を指導

すること。

ヶ、第 5邸の第 17に定める地下街等に設匹される汚水クソク等の安全対策に関し、地下街等の所

有者等を指羽すること。

コ、第 5章の第 I8に定めるガラスの飛散防止対策に関し、建採物の所有者を指瑯すること。

121 市町村（消防機関を除く。）

ア、第 2章の第4に定める防災計画の受理及び同計画の内容について必要な要諮又は勧告を行うこ

と。

ィ、第 2章の第7に定めるガス保安対策連絡会談を設骰し、運営すること。

ゥ、第 2章の第 9第 2項に定める地下室等の構造等、同第 4項に定める問切壁の設骰位骰及び構造
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等、第 5浮の第 I6に定める地下街等の構造、設餅i、第 17第 1項に定める汚水クソク等の設骰

及び第 I8に定めるガラスの飛散防止対策に関し、地下街等父は建築物の所有者等を指祁するこ

とを

二、第4欧の第 15に定める防災セソクーの設骰について地下街等の所有者等を指消すること。

オ、第 5卒の第 17第2項に定める地下街等に設骰される汚水クソク等の安全対策について、地下

街等の所有者等を指迅すること。

131 梢防機関

ア、第 2店の第 3に定める保安規程の写し及び第 5に定める図面等を受理すること。

イ、第 2信の第6第 2項に定める指示、報告の徴収及び立入検府等並びに第8第 2項に定める予防

査察を行うこと。

ゥ、第 2炉の第9に定めるカ・ス等の適正使月1に関し、ガス事業者等、ガス使用者及び地下室等の所

有者等を指迎すること。

ュ、第 3窄の第 10に定める相互協定を締結することむ

オ、第 3卒の第 11に定めるガスしゃ断装骰の投作等について、ガス事業者等及びガスしゃ断装I性

を設骰している建築物父は地下室等の所有者等を指母すること。

カ、第 3革の第 12に定める報告を受理すること。

キ、第 4邸の第 13に定める力‘スしゃ断装Itt(/)函性についてガス事菜者等又は建築物管理者等を指

羽することゥ

ク、第4欧の第 14第1項に定めるカ・スもれ筈報設備の設骰について地下室等及び複合1!J途防火対

象物の所打者等を指邪すること。

ケ、第4欧の第 15に定める防災セソクーの設骰及び管理迎営iJ)適正化について地F街等の所有者

等を指祁すること。

3. 吸飼の運Hjについて

i]) 第 1常の第 1「目的J関係

関係政省令の改正により、①地下における建造物の範囲が拡大されたこと。

② ガス袖れ（火災）菩報器の設置が地下における建造物の一部に義務づけられたこと e

R地下における建造物ヘガスを供給する（尊）管の勅えい検査の期間が短縮されたこと等主とし

て技術上の基準が改訂されたことに伴い、要舷月のうち、これら政省令の規定に相当する事項につい

ては、当然当該政省令の規定によるものとするが、これ以外の事項についても、地域の安全を確保

するため、要網に従い関係者に対する指碍を行うものとする。

12) 第 1章の第2 「定義」関係

ア、 「ガス事業者等」
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今回の事故は、いわゆる都市ガス（一般ガス事業）が関係していると考えられるものであるが

本県における燃料用ガスの孟要の特性にかんがみ、筒易ガス事業者及び液化石油阪売事業者につ

いても、保安上必要な事項について詣務を明確にするために掲げるものである。

ィ、「地下街等」

消防法施行令別表第 ICI 6の2)項に掲げる地下街、同表第 IC 1 6の3)項に掲げる建策

物の地階（（ I6の 2)に掲げるものの各階を除く）で連続して地下道に面して設けられたもの

と当該地下追とを合わせたもの及び大規模店舗若しくは建築物の地階の一部が事実上公衆用通路

となっているものをいう。

ゥ、「地下室等」

住居のIt1に供する地下室部分は除くものとする，また、伯斜地に設けられた邸陪の建築物で地

下何階と呼ばれているもののうち伯斜面が開放されているために、もれたガスが充満するおそれ

のない階については「地下室等」に含まれないものとする。

131 第2翔の第 4「防災計画」関係

「防災計画」は肌又は市町村の地域防災計画のうちガス保安計画に相当するものであり、保安規

程のうち該当する部分及びその細則に相当する規程等を含み、防災活動に関する具体的、総合的な

計画としてとりまとめられたものとする。なお、提出部数は、県及び市町村各 3部とし、市町村に

あっては、正を市町村、副を消防機関用とし、控は受理済み処理後提出者に返戻する。

141 第2章の第 5「図面等の提出」関係

ア、第 1項関係

Ill 「本管の位説を示す図面」については、縮尺 1万分の 1程度のものとし、本管について、第

5第 1項12)のイに定めるガスしゃ断装骰の位骰等が記載されていても差支えないものとする。

なお、 「図面等」には説明因などを伴う楊合もあるものとして「等」とした。 （以下同じ。）

121 「及びこれに関連する濁管」とは、ガスしゃ断装骰を閉止した場合に、どの範囲のガスが供

給停止されるかを確認するための郡管とし、必ずしも建築物内部のすべての群管を指すもので

はないものとする。

ィ、第2項関係

ただし書きの「軽易なもの」とは、低圧用の本管の延長 10 0メートル以下程度のものとし、

第4沼の第 13第1項11)に掲げる本管に係るガスしゃ断装骰の位骰の図面は含まないものとする。

151 第 2章第 7「ガス保安対策連絡会識の設骰」関係

ガス保安対策連絡会識の設骰については、予箕措骰等の状況を勘案し、極力速やかに設骰するこ

と。

16) 第2卒の第 8「鼎えい検査の充実」関係

検査の回数については、ガスエ作物の技術上の基準を定める省令第 73条に、 「11道路に埋設さ
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れている群管にあっては、邸圧 (IO kq/nt以上）のものは、 1年に 1回以上、その他のものにあ

っては、埋設後 3年に 1回以上、 12)道路に埋設されている迎管からガスせんまでに設骰されている

羽管、ガスメークーコック、ガスメークー及びガスせんは、設li'lの日以後 3年以内に 1回以上」と

定められている回数を必要に応じ増やすことをいう。

叉、検査の方法についても、従iiij以上に的確に実施することを求めるとともに、漏えいの対象物

を要網別表に掲げる防火対象物にまで拡げ、内管検査の徹底をはかるものとする。

なお、厳近ガス事業法施行規則、液化石油ガス法施行規則、及び梢防法施行令の一部改正が行わ

れ、それぞれ7月1日施行されることになったので、梱えい検在に係る改正を含む概要を別表に掲

げる。

(71 第2章の第 9 「地下室等におけるガス等の適正使用」関係

ア、第 1項のIll「液化石油ガスを充てんした内容耕 8リットルを超える容器」には、 J位邸充てん批

3キログラム以下の携帯用の容器は含まないものとする。

ィ、第 1項の121「比爪が空気より｛（い可燃性ガス」とは、液化石油ガス及びプクソエァーガスと呼

ばれているガス（下田市、島田市及び掛川市において供給されている。）をいう。なお、ただし

書きの「有効かつ安全に排出できる装骰等」とは、例えば、空気より ‘i(（いガスが滞留した楊合に

おいて、ガスもれ笞報設備が警報を発すると同時に換気装骰が作勁して当該ガスを安全に屋外へ

排出できる装骰及びガスもれ笞報設備が警報を発すると同時にガスしゃ断装骰等をしゃ断し多猜

のガスを流出させない装Ir/等をいう。

ウ、第 2項のIll「燃焼器具を設Irtする場所」とは、厨房、調理室等の一の区画内において燃焼器具

が設骰されている場所の周辺をいう。

エ、第 2項のIll「ボイラー等多批の燃料を梢骰する燃焼器具」とは、暖房用又は冷房用として用い

られるボイラーをいう。なお、 「別に定めるボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第 1条第3

号ア、イ、ウ及び二に掲げるもの並びに同条第 4号に定める小型ボイラーをいう。

又、 「耐火構造」とは建築基郡法施行令第 IO 7条に、 「甲種防火戸」とは同施行令第 II 0 

条第 1項に定めるものをいう。

オ、第 1項の（11 燃焼器具の接続方法としては、ガスせんにゴム管の一端を差しこみ、他の一端を

燃焼器具のホースニソドに差しこんで接続し、その上をゴム管離脱防止のため、ホースパソドで

締めつける方法が多く用いられているが、金属製のフレキシプルホースが両端ともネジで接続さ

れているのにくらベゴム管が離脱するおそれがあるため、ゴム管が離脱し多批のガスが流出した
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とき、自動的にガスせんで、ガスをしゃ断する機描付きのもの G/il流出防止付きコック）あらか

じめ設骰しておき、この種の事故の防止をはかろうとするものである。

なお、固定式の燃焼器具で、金屈管や金屈製可とう管で直接接続している場合等安全上の措既

が諧ぜられているときは、過流出防止機構付きのガスせんとしないことができる。

カ、第3項の121 パイロットバーナー付きのガス燃焼器具としては、ガス瞬問湯沸器以外にもふろ

釜用バーナー、及び炊飯器等が使用されているが、消炎時におけるガスしゃ断機描の設置につい

ては、実用化が遅れているところから、ガス瞬問楊沸器等に限っているが、このほかの燃焼器具

についても遂次追加していくものとする。

キ、第 4項 建築物が、法令に出9づいて設骰された後、小規模な模様替え等のために、室内の間仕

切り出が設けられる際、特にプロック甜み等の工事が安易に施行されるときは、当該閻仕切壁が容

易に転倒し、ガス管その他の設備に拍傷を与えるおそれがあるところから、この規定によるもの

としたものである。

ク、第 5項の12) ゴム管のガスもれテストは、発泡液（洗剤等の水溶液をいう。）の塗布によるも

のを指す。ガスもれ警報設備のうち、個別方式のものにあっては、当該警報設備に備えつけのテ

ストガス等で行うものとする。

18) 第3箪「緊急体制の整備」関係

第 10 ガス事業者等のうち液化石油ガス阪売事業者については、 （社）静岡県プロパソガス協

会の下部機構である地区会と協定するものとする。

19) 第 4浮「保安施設の整備」関係

第 13第 1項のIll 「消防長又は消防署長が特に必要と認める地域の本管」のガスしゃ断装骰の

設骰の指郡を行うに際しては、ガス事業者等と十分に協識するものとする。

第 13第 1項の121 「消防長又は消防署長が必要と認めるもの」とは、一般ガス事業用のものに

あっては、母管の口径が75ミリメートル程度、液化石油ガス用のものにあっては、 5 0 

ミリメートル程庶以上のものとすることが適当である。

第 14第 1項 「ガスもれ警報設備」とは、複数のガスもれ感知部と警報部とが接続されている

鉗中管埋方式のもの及び惑知部と警報部が一体となっている個別確認方式のいずれをも指

すものとし、これらの設置を指迎するにあたっては、ガスもれ警報設備を設骰しようとす

る防火対象物の実梢に即したものとする。
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笛 15第 1項 「地下街等であって別に定めるもの」については、別途協議するものとするが、

'"，面静岡駅直iゴールデソ街の地下道に面する店舗，事務所等の一団となっている部分及び

新静岡七ソクーの建築物の地下の一部が公衆用の通路となっている部分及び当該通路に面

する店舗等の一団となっている部分を対象とする。

叩 第 5卒関係「建築物の付屈設備の安全対策」関係

第 18 ,不特定多数の者が通行する市街地の道路及び人の犯まる広楊であって、別に定めるも

(1、¥Iとは、次のとおりとする¢

ア、都市計画法第8条に定める商業地域又は同法第8条に定める近隣商業地域で、都市計画

により定められた容Wi率の限度が 40 0パー七ント以上の区域内にあるltl員6メートル以

-t(/)道路

イ、駅前広楊、公園学校の校庭、地上階数が 3以上の公共紐築物の前庭及び市町村が定め

る地域防災計両により指定した避難路又は避難地。
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付表第 1

静岡県地下道等安全対策推進要網実施計画

要 網 中 項 目

第 3

第 4

第 5

第 6~1

6 ~ 2 

第 7

第8~1 

第9

2ーア 地下街等の点検計画の消防への連絡

2ーイ 地下街等の予防査察への協力

地下室等におけるガス等の適正使用

~ 1 地下室等におけるガスの使用制限

Ill 内容栢 8リットルをこえる容器の持込み

!21 空気より重い可燃性ガスの迎管供給制限

~2 火を使う地下室等の構造等の制限

Ill 

i2) 

131 

:41 

天井、壁の不燃化

階段、避難口の確保

換気設備の設骰

ボイラー室の構造

~3 地下室等の燃焼器具

Ill ゴム管使用器具のガスせん（過流出防止）

121 安全機構付きガス瞬間湯沸器の使用

13) 移動式暖房用燃焼器の使用制限

~4 地下室等のガス群管の位骰

~ 5 地下室等で使用するガス設備の管理

11) 使用者不在時のガスせん等の閉止措l荏

121 ゴム管のもれテスト、ガスもれ警報器のテスト

第 10

第 11

の

保安規程の写しの消防長への届出

防災計画の知事及び市町村への提出

群管及びガスしゃ断装置の図面等の提出

知事の報告の徴収等

消防職員等の立入調査

ガス保安対策連絡会議の設闘

内管漏えい検査の充実強化

緊急出動に関する相互協定の締結

緊急時におけるガスしゃ断装骰の操作

-1121 ガスしゃ断に係る消防との協議

141 ガスしゃ断用具の消防機関への提供

第 12

第 13

事故の報告（写しの提出）

ガスしゃ断装骰の設骰

第 14

~ 1 

~ 2 

第 15

~ 1 

~ 2 

ガスもれ笞報設備（等）の設骰

地下室等及び複合用途防火対象物への設骰

その他の施設への設闘の奨励

防災セソターの設闘

防災セソクーの設備

防災セソターの業務

第 16 地下街等の構造、設備

地下街等の通路~ 1 

Ill 通路の天井、壁の内面仕上げの不燃材料化

121 通路の天井、壁の下地材の不燃材料化

131 非常用照明装骰の設匹

~2 地下街等の店舗類

111 各構えは耐火構造の床、耐震、耐火構造の壁

121 管類貫通部のすき問の充てん

ー

8

9

・

9

0

1

第 17

~ 1 

~ 2 

第18

地下街等の汚水クソク等

汚水クソク、雑排水タソクの設樅

汚水タソク、雑排水クソク及び床下空間の適正使用と点検・活掃

ガラスの飛散防止対策

5 6. 

．
．
 

6

6

 

5

5

 

（猶余期限のない項目については 55年 12月 1日から施行）

猶余期罠ー」 改正政省令による猶余期限

まで

ま で

まで，

5 6. 

58. 

5 8. 

5 8. 

5 8. 

5 7. 

5 7. 

5 9. 

56. 

．

．

．

 

7

7

6

 

5

5

5

 

5 6. 

5 6. 

59. 

5 9. 

5 8. 

5 9. 

57. 

5 8. 

5 6. 

6. 30 

6. 3 0 

6. 3 0 

56. 1 2. 3 1ま で

5 6. 1 2 

I 2. 

31 

31 

0

0

0

0

 

3

3

3

3

 

．

．

．

．

 

6

6

6

6

 

改正省令による

6. 3 0 

6. 30 

6. 3 0 

．

．

．

 

2

6

6

 

1

0

0

 

3

3

3

 

4. 1 

5 6. 1 2. 

5 c. 7. 

1 2. 

1 2. 

31 

I 

31 

3 I 

~
 

3

3

3

 

••• 3

3

3

 

3. 31 

3. 31 

3. 3 I 

3. I 

まで

ま で

まで

ま で

ま で

まで

ま で

まで

ま で

ま で

から

ま で

から

ま で

ま で

まで

まで

まで

まで

まで

まで

から

卜

※ 付表第 2中の16)参照

＜ガス事業法＞

特定地下街等について 56.12.31

特定地下室等について 59.6.30 

＜液化石油ガス法＞

地下室等について 57. 

※ 付表第 2中14)参照

6.30 

＜ガス事業法＞

特定地下街等： 56.12.31まで

＜液化石油ガス法＞

地下室等： 57.

・'¥'.・ 15)参照

＜ガス事業法＞

特定地下街等： 56.12.31まで

特定地下室等： 59.6.30まで

＜液化石油ガス法＞

地下室等： 57.6.30まで

その 他 ： 59.6.30まで

＜消防法＞

地下街（準地下街） ：56.12.31まで

特定防火対象物及び複合用途防火対

象物の地階： 59.

※ 13)参照

6.30まで

6.30まで



付表第 2

本県の要網と改正法令の内容との対比

本県の要網 ガス事業法関係省令 (56.1.20) 液化石油ガス法施行規則 (56.2.18) 梢防法施行令 (56.1.23) 

11}＜地下街等＞ く特定地下街等＞ ＜地下街＞

地下街及びこれに準ずる地下建 ①延ぺ面釈 1,00011t以上の地下街 延べ面梢 1,000nf以上のもの

造物をいう。 1R建築物の地階で連続して地下道 く（準地下階） ＞ 

に面して設けられたものと地下道 建築物の地階で連続して地下道に

を合わせたもの（延べ面栢が1.000 面して設けられたものと地下道を合

9lf以上で告示で定める地階の床面 わせたもの（延べ面梢が 1.000，が以

梢の合計が500面以上のものに限 上で特定用途部分の面栢が 500,,t以

る） 上）

12K地下室等＞ ＜特定地下室等＞ ＜地下室等＞ ＜ ＞ 

地下室、地下街その他地下であ 地下室その他地下（特定地下街 地下室、地下街その他地下であっ 特定防火対象物の地階で地階の床

ってガスが充満するおそれがある 等を除く）であってガスが充満す て液化石油ガスが充猫するおそれが 面栢の合計が 1,00091f以上のもの

場所（住居の用に供するものを除 るおそれがある場所であって告示 ある場所のうち告示で定めるものを

く）をいう。 で定めるものをいう。 いう。

13)•くガスもれ警報設備の設骰対象＞ ＜ガス漏れ警報設備の設骰対象＞ ＜液化石油ガス用ガス漏れ笞報器の ＜ガス漏れ火災笞報器の設骰対象＞

①地下室等及び複合用途防火対象 ①特定地下街等及び特定地下室等 設irt対象＞ ①特定防火対象物の地階の床面栢の

物の地上階でガスを使用する場所 のガス燃焼器具の設骰場所 消防法の特定防火対象物に類する 合計が 1,00099f以上のもの

又はガスが滞留するおそれがある R特定地下街等及び特定地下室等 施設及び地下室等の燃焼器具の設骰 R複合用途防火対象物の地階で床面

場所 の外壁をガスを供給する郡管がft 場所 栢の合計が 1,000nt以上でかつ特定

②その他の防火対象物の屋内でガ 通する箇所 用途部分の床面梢の合計が 5009/f以

スを使用する場所又はガスが滞留 上のもの

するおそれがある場所（奨励） ③地下街及び（準地下街）

14)＜地下室等におけるガス等の使用 ＜特定地下街等又は特定地下室等 ＜地下室等の燃焼器具の接続方法＞

制限等＞ の燃焼器具の接続方法＞

①地下室等へのLPガス容器の持

込制限 (8¢ 以上）

R重いガスの迎管による供給制限

③燃焼器具設骰室の構造制限、換

気設備の設骰

④ガス器具の制限

ア、ゴム管を使用するガスせん ①ゴム管を使用するガスせんの安 燃焼器具は告示で定める区分に応

には安全措骰 GI!!,流防止弁） 全措骰 じ、告示で定める硬質管、液化石油

イ、消炎装骰付き瞬問湯沸器の ②ガスせんとは、金属管、金属可 ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム

使用 とう管、両端に迅速継手の付いた 管（両端に迅速継手付き）等を用い

ゴム管又は強化ガスホースで、告 て、告示で定める方法により末端閉

示で定める方法で確実に接続する 止弁と接続する

151＜ガスしゃ断装慨の設置＞

ガスエ作物省令第72条に定め 特定地下街等にガスを供給する 地下室等に係る供給管には、当該

るもののほか、次の蒔管に設骰す 禅管には、地下街等の外壁を打通 地下室等を常時監視できる場所にお

る する箇所附近に、当該地下街等を いてしゃ断できる緊急しゃ断装置を

①消防長が特に必要と認める地域 監視できる場所からしゃ断できる 貯蔵設備ごとに設けること

の本管 しゃ断装囮を設けること。 （ガス （ただし苫きあり）

R特定防火対象物に引きこまれる 工作物省令第 72条に第 4項とし

蒔管のうち消防長等が必要と認め て追加）

るもの

（迅管径の大きいもの）

16)＜漏えい検査の充実＞

本管、供給管並びに特定防火対 特定地下街等、特定地下室等に 地下室等に係るバルプ、供給管は

象物及び地下室等の内管漏えい検 ガスを供給する滋管、ガスメータ 漏えい試験で 1年に 1回以上点検す

査を充実強化して行う。 ーコック、ガスメークー、ガスせ る

んは 1年 1回以上告示で定める方

法により検査を行う
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131 静岡県地域防災計画の一部改正

「静岡県地下道等安全対策推進要網」が昭和55年12月1日に制定施行されたことに伴い県、市町

村（消防機関を含む。）及びガス事業者等の責務を明確にするとともに関係機関相互の協力体制の

整備を促進するため、地域防災計画の一部について次の点を改正した。

① 「ガス保安体制の整備」を新たに加え、ガス事業者等の保安規程及び防災計画を市町村等に提

出するとともに連絡調整の体制を明確にした。

R 「ガス保安施設の整備」を新たに加え、ガスしゃ断装骰及び「ガス涌れ警報設備の設四」を明

確化した。

③ 「ガス災害対策」を新たに加え、緊急出動に関する相互協定及び特殊災害対策現地本部の設置

について明確にした。

静岡県地域防災計画

（最対策編ーガス関係抜すい）

沼和 55年度

第 2章災害予防計画

第 I2節 ガス保安計画

主 旨

都市ガス（ガス事業法に定める一般ガス事業に係るガス及び筒易ガス事業に係るガスをいう。以下

同じ。）及び邸圧ガス（高圧ガス取締法に定める高圧ガスをいう。以下同じ。）による災害の発生及

びその拡大を防止するため、ガス保安対策について定める。

2. ガス事業の現況

都市ガス事業者（ガス事業法に定める一般ガス事業者及び簡易ガス事業者をいう。以下同じ。）及
（※省略）

び高圧ガス事業者並びにそれらの施設の状況は、別表 (2-12-1-4)のとおりである。

3. ガス保安体制の整備

Ill 防災計画の作成等

ガスによる災害を防止するため、一般ガス事業者は、災害対策基本法に基づく防災計画を、簡易

ガス事業者はこの規定に拙ずる防災計画を作成し、県及び市町村に提出するとともに、その内容に

ついて毎年見直しを行い、緊急時における活動が計画どおり実施できるよう応急体制の整備を行う。

12) 保安規程の写しの提出

都市ガス事業者は、ガス事業法第 30条の規定による保安規程の写しを関係市町村消防機関に提

出するものとする。
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131 ガス保安に係る述絡調整体制の整備

① 県及び市町村にガス保安対策連絡会議を設骰し、関係機関相互の連絡調整を行うことにより、

ガスの安全確保に関する対策を推進する。

R 都市ガス事業者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定める液化石

油ガス阪売事業者（以下「液化石油ガス販売事業者」という。）は、ガスを供給する瑯管の位既

図等、防災活動を円滑に行うために必要な夜料を所轄消防機関に提出する。

4. ガス保安施設の整備

Ill ガスしゃ断装1代の設骰

都市ガス事業者及び液化石油ガス阪売事業者は、防災上必要と認められる箇所にガスしゃ断装骰

を設骰する。

121 ガスもれ詈報設備等の設Ii'!:

都市ガス及び液化石油ガスを使用する施設の管理者等は、ガスの燃焼器具を使用する楊所及びガ

スが描留するおそれがある楊所に、必要に応じてガスもれ笞報設備等を設91する。

5. ガス災害の予防対策

111 部市ガ ス

① 部市ガス事業者は、ガスの製造施設、ガスホルダー、祁管等のガス施設について保安規程等に定

める検在父は点検払郡に拙づき保安点検を行う。

R 都市ガス事業者は、災害予防のため、社員や協力会社等の関係者に対し、保安教育及び訓錬を

行い、安全謡識の翡揚につとめる。

③ 都市ガス事業者は、ガス祁管の設Irt工事父は他工事にかかわる災害防止のため、土木建築関係

者に対し、ガス管の布設状態等ガス施設に関する知識の普及をはかるとともに、設Ii'!:工事等に際

しては、関係工事会社と十分な連絡をとり、現場点検を実施する。

④ 他工事業者は、他工事をするに際しガス邪管にかかる災害を防止するため、あらかじめ、都市

ガス事業者と連絡、協誠をするとともに都市ガス事業者が行う保安のための措府に協力をするも

のとする。

R 都市ガス事業者は、一般消牲者に対し、ガス事故防止のため設備の点検及びガスもれ警報器等

の設骰を促進するとともに、常に安全知識の普及に努める。

12) 高圧ガス

① 高圧ガス事業者及び県内高圧ガス保安団体は、高圧ガス施設の災害防止のため、施設点検、保

安教育、防災訓練等の自主的保安活動を行う。

② 限は、保安検在、立入検査、関係機関との連絡協識等、災害防止のため必要な措骰を講ずるほ

か、高圧ガス事業者の自主的保安活動を促進するため、保安講習の実施、関係保安団体の育成に

つとめる。
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③防災活動に従事する関係機関は、緊急措骰の円滑化をはかるため、常時相互の協力体制の維持

に努める。

④ 県及び液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの一般消骰者等の災害の防止のため、消費者

保安講習、啓蒙のためのパソフレットの配布、ラジオ・テレビ等による PRを行う。

また、液化石油ガス事業者は、一般消既者の保安を確保するため、設備の点検、ガスもれ警報

器の普及等の保安指濁を行う。

第 3章 災害応急対策計画

第22節 消 防計画

I.主旨

各種災害に対する消防活動に関する基本的事項を定めることにより、災害による被害の軽滅を図る

ことを目的とする。

2. 消防活動

111 市町村消防活動体制

市町村は、その地城に係る各種災害が発生した場合においては、これらの災害による被害の軽滅

を図るため、市町村消防計画に基づき、段階的な消防隊の編成及びその運用等に万全を期すものと

する。

なお、地霞災害に際しては、その特殊性に着目して、同時多発火災に対処しうるよう特に配慮す

るものとする。

121 広域協力活動体制

災害の規模が、大規模あるいは広域に及ぶときには、隣接市町村との広域協力体制により、各種

災害に対処するものとする。

131 大規模林野火災対策

市町村は、大規模な林野火災が発生し、人命の危険、人家等への延焼危険、その他重大な事態と

なるおそれのある時は、知事に空中消火活動の要請をすることができる。

要請を受けた知事は、自衛隊にヘリコプクーによる空中消火活動の要請及び資機材、薬剤の輸送

並びに要員の派遣等を要請し、災害地の周辺市町村の各消防機関等は、あらかじめ定められたとこ

ろにより、地上において空中消火活動を支援するものとする。

141 危険物施設の災害対策

危険物施設管理者等は、関係者（自衛消防隊等）と協力して、初期消火に努めるとともに、被害
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拡大防止のための応急措骰を講ずるものとする。なお、消火活動を行なうにあたっては、危険物の

性状等に十分留慈するものとする。

151 ガス災害対策

市町村は、都市ガス及び高圧ガスによる災害の特殊性にかんがみ、都市ガス事業者及び高圧ガス

事業者等関係者と協力してガス災害発生の防止及びその拡大の防止のための応急措骰を諧ずるもの

とする。

第 27節 ガス災害応急対策計画

主 旨

ガス災害の発生に際し、県民の安全をはかるためのガス災害応急対策について定める。

2. 非常態勢組織の確立

Ill 緊急出動に関する相互協定

消防、警察、棉市ガス事業者、液化石油ガス販売事業者、地力会社、その他の関係機関は、ガス

もれ等の災害に対処するため、通報、述絡体制、出動体制など緊急出動に関して必要な事項につい

て相互に協定する。

121 ガス事業者の緊急体制の賂備

① ガス事業者は、ガスにかかる災害に迅速に対応するため、ガスの特性に応じ初動痕勢及び社内

連絡態勢等非常態勢組織を整備するとともに、常にこれを維持する。

② 非常態勢組織は夜間及び休祝日にも十分機能するよう配慰する。

3. 応急対策

これは大網事項だけを定めたものであるから、細部にわたる事項については、各ガス事業者及び各

関係機関において別に定めるところによる。

Ill 保護保全対策

① ガス管の切損等の事故やガス淵れを発見したものは、直ちにガス事業者に通報するよう県民の

協力を要諮する。

② ガス事業者は事故やガス鼎れの通報を受け、又は発見した場合には、関係機関と締結した緊急

出動に関する相互協定（以下「相互協定」という。）により、直ちに緊急自動車、無線車、エ作

車等を出動させ、ガスi届れ等の箇所の確認及び応急措骰を迅速かつ安全に行なう。

③ ガス事業者は、災害が発生したとき又は災害発生のおそれのあるときは、ガス施設（貯槽、邸

圧管、ガバーナー、低圧管、需要家ガス施設等）の巡回及び点検を直ちに行ない、所定の緊急措

骰を講ずるとともに、その状況を直ちに消防機関等に連絡する。

④ 都市ガス事業者は、供給区域内における災害の状況により、ガスを供給する尊管に設骰された

ガスしゃ断装四、製造所、供給所のガスホルダーバルプの操作等、部分的あるいは全般的な供給
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停止の処匠を諧ずる。

⑤ ガス事業者は、ガスの緊急しゃ断を行なったときは、個別点検等二次災害発生防止の措屈を講

じた上でしゃ断後のガス供給再開を行なうものとする。

⑥ 都市ガス事業者は、災害発生時におけるガスの供給、供給停止、供給再開については直ちは碑艮

車をもって周知の徹底をはかる。又、県防災会議、テレピ、ラジオ、新聞等の報道機関、関係市

町村、消防機関、警察等に対し、霊用家に対する広報を要諮する。

⑦ ガス事業者は、応急対策に要する緊急用工事究機材、車輌等を確保する。

121 危険防止対策

① 災害発生の現場においては、ガス淵れに起因する二次災害（中毒、火災、爆発）を防止するた

め、ガスの特性に応じ、ガスの滞留確認を行なうとともに、防毒マスク等の防災用具を準備し、

火気の取扱いには特に注意をする。

R 災害の規模によりその周辺への関係者以外の立入禁止措四及び周辺住民の避難について、相互

協定に基づき関係機関に協力を要諮する。

③ ガスによる中毒症状者が出た場合は、直ちに救急機関に連絡するとともに、通風のよい場所に

抑臥させる等の応急措闘をとる。

131 応急復旧対策

① ガス施設の応急復旧には、安全を確保するとともに復旧工事の迅速化に努める。

②応急復旧に必要な技術要員の出動体制を確立し、土木建築工事作業員の出動人員を確保する。

③ 都市ガス事業者は、ガス供給区域について、その災害状況及び各設備の被害状況及びその復旧

の難易等を勘案して、供給上復旧効果の最も大きい地区より復旧を行なう。

④ 都市ガス事業者は、ガス供給の復旧にあたっては、ガス供給施設等の保全にあたるほか、ガス

製造用原料、電力を確保するとともに、ガス供給の復旧が遅れると予想される地区には、 LPG

による供給を考慮する。

4. 県、市町村等の連絡協談

都市ガス事業者及び高圧ガス事業者は、ガス災害の応急対策の実施にあたっては、県、市町村、消

防及び警察と十分連絡、協識する。

5. 事故の報告

都市ガス事業者は、ガス事故の報告を県、消防機関及び警察に行なう。

第 28節 その他の特殊災害対策計画

1．主旨

ガス、航空機、船舶等の火災、爆発及び雑踏等の事故により、多数の死傷者が発生し、又は発生す

るおそれのある特殊災害事故に対応するための基本的事項を定めることにより、被害の軽減を図るこ
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とを目的とする。

2. 事故発生時における連絡体制

:11 事故発生に係る施設等の管理者は、特殊災害が発生した時、又は発生するおそれのある時は、直

ちに市町村、詈察、消防、県その他の関係防災機関へ事故の概要、実施した緊急措1代の内容及び要

諮事項を連絡するものとする。

121 市町村長は、管内地域において特殊災害が発生したときは、警察、県その他の関係防災機関に事

故の概要を連絡するものとする。

3. 現地災害対策本部等

Ill 知事は、災害対策本部を設骰しない場合においても、事故の状況により、現地の特殊災害応急対

策を円滑に推進するため、特殊災害対策現地本部を設1在する。

121 市町村長は、事故の状況により、現地災害対策本部等を設骰するとともに、県、関係防災機関の

職員及び事故原因関係者の派述を要，i『するものとする。

131 事故対策の効果的な活動及び事故の規樅、被害状況の把握等について統一化を図るため、市町村

が設骰する現地災害対策本部等は、県が設1府する特殊災害対策現地本部と緊密な述けいのもとに、

総合的な連絡調整を行なうものとする。

4. 広域協力体制

事故の規校が広域に及ぶときは、隣接市町村との広域協力体1[lj；こより対処するものとする。又、必

要に応じ、県災害対策本部を設骰するものとする。

2. 国 の対 応

Ill ガス桶れ事故に関する笞防戦術等調在研究会議の設骰

ガス漏れ事故が発生した場合に、爆発等の事故による被害を最小限にとどめるため、消防体制及

び警防活動のあり方について調在研究行なうことを目的に、昭和 55年 9月 ID日に設11'1された。

12) 「ガス鼎れ事故に関する警防活動要網」の制定

①施行期日 昭和56年3月3I日

② 「ガス捕れ事故に関する警防活動要網」

-98-



ガス漏れ事故に関する警防活動要綱

消防庁長官 近藤隆之 殿

昭和 56年 3月31日

ガス鼎れ事故に関する警防戦術等調査研究会識

会長野澤逹夫

ガス涌れ事故に関する警防活動要網

本研究会議は、ガス涌れ事故における警防活動のあり方について、調査研究を行うことを目的に、昭

和 55年 9月 10日に設骰され、鋭意検討を煎ねた結果、次のとおりとりまとめたのでここに報告する。

ガス漏れ事故に関する警防活動要綱

第 1 総則

I.趣 旨

この要網は、消防対象物内又は屋外において、ガス漏れ事故が発生した場合に、爆発等の事故によ

る被害を最小限にとどめるため、消防体制及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。

2.定義

この要網において「ガス漏れ事故」とは、ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第 2条第 5項に

規定するガス事業により供給されるガス又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律（昭和 42年法律第 14 9号）第 2条第 3項に規定する液化石油ガス販売事業により販売される液

化石油ガスの漏えい事故をいう。

第 2 消防機関と関係機関等との連携体制

1． 関係機関の範囲

ガス珈れ事故が発生した場合における関係機関の範囲は、次に掲げるものとし、当該地域の実情に

応じ、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 6条第 1項に規定する「液化石油

ガス阪売事業者」及びその団体を含むものとする。
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Ill ガス事業者

当該消防機関の管轄区城内にガスを供給するもので、ガス事業法第 2条第 2項に規定する「一般

ガス事業者」とし、当該地城の実梢に応じ、同条第 3項に規定する「岡易ガス事業者」を含むもの

とする。

121 電気事業者

当該消防機関の管轄区域内に虚気を供給する者で、軍気事業法（昭和 39年法律第 I7 0号）第

2条第 2項に規定する「一般電気事業者」とする。

131 警察機関

所轄の警察機関とする。

2.文四による確認

ガス淵れ事故が発生した場合において、消防機関及び関係機関相互間で十分な連携体制をとる必要

があるので、あらかじめ協識を行い、次の点について文因（協定、申し合わせ、申し入れ因等）でそ

の内容を確認しておくものとする。この場合において、ガス事業者との連携体制については、当面

「地下街等のガス保安対策に関する消防機関とガス事業者との連携強化について」 （昭和 55年 11

月 21日消防危第 13 8号消防庁長官通知）によるものとする。

Ill 連絡通報体制

消防機関及び関係機関は、相互の連絡通報体制を確立するものとする。

12) 出動体制

関係機関は、ガス梱れ事故が発生した場合における出動要員及び府機材の確保並びにガス梱れ事

故箕知時の迅速な現場到苅体制の整備を図るものとする。

13) 現場における連携体制

関係機関の出動要員は、現楊到沼後速やかに消防機関の現場最高指揮者を中心に相互協力し、必

要な措置を行う態勢を整備するものとする。

14) 任務分担

現場における各機関の主な任務分担は、原則として次のとおりとする。

ァ、警戒区城の設定及び解除 消防機関

ィ、避難誘瑯等 消防機関及び警察機関

ゥ、ガスのしゃ断及び復旧

ェ、電路のしゃ断及び復旧

151 ガスのしゃ断

ガス事業者

電気事業者

ガスのしゃ断は原則としてガス事業者が行うものとするが、ガス漏れ等の現場に消防機関がガス

事業者よりも先に到着した場合等で、消防機関が燥発等のガス災害の発生を防止するため、緊急や

むを得ないと認める楊合は、ガス事業者との事前の申し合わせに基づき、消防機関がガスのしゃ断
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を行うこととし、このため、あらかじめ、次の措骰を講ずるものとする。

なお、しゃ断後のガスの供給再開は、二次災害発生の防止を図るため、ガス事業者が行うものと

する。

ァ、ガス事業者は、地下街等消防機関が必要と認める場所におけるガス郡管及びしゃ断装骰の設屈

状況及び場所を示す図面並びに保安規程、その細則、その他の資料で消防活動上必要なものを、

あらかじめ消防機関に提出するものとする。

ィ、ガス事業者は、消防機関との協議により、必要とされた範囲の地上操作しゃ断装置の操作用具

及び操作要領を、消防機関に預けておくものとする。

161 電路のしゃ断

鼈路のしゃ断は原則として電気事業者が行うものとするが、電気事業者がガス漏れ現場に到着し

ていない場合等で、消防機関が爆発等のガス災害の発生を防止するため、緊急やむを得ないと認め、

消防隊によって電路のしゃ断が可能な場合は、電気事業者との事前の申し合わせに基づき、消防機

関が行うものとする。

なお、しゃ断後の電気の供給再開は、二次災害発生の防止を図るため、電気事業者が行うものと

する。

3, 自衛消防組織等との協力体制

消防機関及び関係機関は、防火対象物の自衛消防組織又は関係者に対し、ガス漏れ事故に関し、消

防活動上必要な協力を求めるものとする。

第3 出動体制

I. 出動基拙

消防隊の出動に当たっては、次の事項について、あらかじめ定めておくものとする。

111 ガス涸れ事故を覚知した場合において、直ちに出動する消防隊

i2) ガス漏れ事故の規模に応じて、現場の消防隊からの要諮等に基づき出動する消防隊

131 il)の直ちに出動する消防隊の消防車両には、ガス災害対策用資機材を椴載するとともに、拡声装

骰を装備した車両及び救急自動車を含むものであること。

2. 覚知時の措置

ガス漏れ事故を覚知したときは、できる限りガス淵れ事故の状況をは握し、直ちに次の行動をとる

ものとする。

Ill 出動基準に甚づく消防隊の出動指令

ガス漏れ事故の通報を受けたときは、出動基準に基づき指定された消防隊の出動を指令する。

12) 関係機関への通報

関係機関への通報は、事前の申し合わせ等に基づき行うものとし、ガス洵れ事故現場の状況等を
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的確に伝逹する。

第4 現場における活動要領

1. 現場到着時の措骰

消防隊は、ガス漏れ事故現場周辺に到着したときは、風位、風速、地形の状況等を確認し、ガス梱

れ場所を推測しながら、直ちに次の行動をとるものとする。

Ill 消防車両の部署位骰

消防車両の部署位闘は、原則として風上父は風横とし、ガスが咀出するおそれのあるマソホール、

覆工板等の附近を避け、煤発による飛散物の影密を受けるおそれの少ない湯所を選定する。

121 梢報収集

消防対象物の関係者、堀削工事関係者又は現易附近の住民等からガスiliれ事故の発生箇所及び状

況、ガス及び電路のしゃ断等の状況並びに負傷者の有無等について聴取する。

2. 警戒区域の設定等

警戒区城の設定は、現場到府と同時に他の活動と併行して行うものであるが、附近の住民の安全を

図るため、迅速、かつ、的確に行うものとする。

Ill 警戒区域の設定範囲

警戒区域の設定範囲は次のとおりとし、風位、風速、附近の状況、ガス検知器等による測定結果

等を考應して、必要に応じ設定範囲を拡大又は縮少するものとする。

ア、地下街等

地下街等（地下街、準地下街、建築物の地階等）におけるガス梱れ事故にあっては、原則とし

て、当該地下街等全体及びガス涸れ場所から半径 10 0メートルを超える地上部分の範囲に設定

する。

ィ、その他の消防対象物及び屋外

ア以外の消防対象物及び屋外のガス梱れ事故にあっては、原則として、ガス漏れ場所から半径

1 0 0メートルを超える範囲に設定する。

121 警察官に対する協力要諮

現場にいる警察官に対して警戒区域の設定範囲を説明し、作業関係者以外の者の立入禁止又は制

限、交通規制等について協力を求める。

131 広報及び避難誘瑯

警戒区域の設定範囲、火気の使用禁止、避難の指示、ガス・電気の供給停止、電路をしゃ断する

場合のエレペークー等の使用禁止等について、車載拡声装骰又はメガフォソ等を活用して広報を行

うとともに、特に爆発に伴う飛散物による受傷危険のある者に対しては、消防隊が先導する等によ

り避難誘尊を行うものとする。
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3. 現場活動の調整

消防機関は、現場指揮本部を設ける等により、現場最高指揮者を中心として、現場における関係機

関との協議を迅速、かつ、的確に行い、現湯活動の円滑な推進を図るものとする。

4. ガス漿疫の検知

ガス濃度の検知は、ガス臭と併せて複数のガス検知器等により、原則としてガス事業者等（一般ガ

ス事業者、節易ガス事業者及び液化石油ガス阪売事業者をいう。以下同じ。）と協力して行うものと

し、ガスの種別により次の要領によるものとする。

11) 製造ガス及び天然ガス（空気に対する比頂が 1より小さいガス）

ア、風下、風横を優先する。

イ、高所部分を菫点的に行うものとし、天井裏及び上階部分についても検知する。

ウ、パイプスペース、エレペークー昇降路等の縦穴部分の最上部を検知する。

121 プクソニアーガス及びプロバソガス（空気に対する比重が 1より大きいガス）

ア、風下、風横を優先する。

イ、室内にあっては、部屋の隅、押入、床下、ガス器具設骰場所の下方等を検知する。

ウ、屋外にあっては、マソホール、側溝、建物の陰、へいぎわ等を検知する。

5. ガス棚れ場所への進入

消防隊のガス淵れ場所への進入にあたっては、次の事項に留意するものとする。

Ill ガス検知器等による検知が、爆発下限界の 30バーセソトに達した地点を推入限界区域とする。

121 防火衣を舒装し身体の露出部分をできる限り少なくするとともに、着衣を珈らして静電気の発生

を防止する。

なお、状況に応じて耐熱服を新装する。

131 爆発に伴う爆風圧、飛散物等による被害を防止するため、窓、出入口等の開口部、無筋のパネル

及びプロック壁の附近を避け、柱部叉は鉄筋コソクリート壁等を身体のしゃへいにするとともに、

できる限り低姿勢で進入する。

141 ニソジソカッター、溶断器その他の火花を発する機器の使用及びスイッチの操作により火花を発

する携帯用無線器、携帯用恢中電灯等のスイッチ操作を厳禁する。

なお、ニアー・ソーを用いて破壊活動を行う場合は、切断面に対し、注水活動を併用するものと

する。

6、ガスのしゃ断

Ill ガス事業者等によるしゃ断

ガスのしゃ断は、ガス災害防止のため、ガス事業者等において行うものとし、ガスをしゃ断した

場合には、ガスしゃ断の状況及びしゃ断の範囲等について報告を求めるものとする。
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121 ガス事業者等に対する恢諮

現湯J位邸指揮者は、爆発等のガス災害防止のため、緊急にガスのしゃ断を必要と認める場合は、

がスしゃ断の範囲、しゃ断に要する時間、しゃ断方法等についてガス事業者等と協議を行ない、ガ

碍 i；；；者等に対してガ，'のしゃ断を要i;19［するものとする，

13) 消防隊による場合

ガ；碍凜者等がガパ届れ現場に到芯していない場合等で、現湯敲晶指揮者が煤発等のガス災官防

止のため緊急やむを得ないものと認めるときは、事前の申し合わせ等に邸づき梢防隊が地上におけ

るしゃ断装四又はその他のガスしゃ断岐骰を閉塞するなど可能な範囲において行うものとする。

7 '紺路のしゃ断

電路のしゃ断は、ガス爆発防止のため緊急に必要と認める鳩合に原則として電気事業者が行うもの

とし、次の要領によるものとする心

なお、龍路のしゃ断により作動する自家発軍設備等が設けられている場合は、カスの比屯、ガ入の

曲えい経過時間、霜気機器の設1代位既等から電路のしゃ断により拙えいガスに沿火することがあるので、

特に留なするものとする。

（1) 霞気事業者に対する指ホ

現場最邸指揮者は、堀路のしゃ断により重大な影翌 施設（病院呼）の有1馬しゃ断の晦

曲、しゃ断に要する時間、しゃ断方法等について電気事業名と協議を行い．電気事業者に対して電

路のしゃ断を指示する。

12) 消防隊による場合

電気事業者が力久珈れ現場に到店していない場合等で、現場最翡指揮者が爆発等のガス災害防止

のため、緊急に電路のしゃ断を必要と認める場合は、消防隊が主開閉器、引込線の切断叉は電力菰

計のねじを外すなど可能な範囲において行うものとする。

なお、郎相 3線式、 3相3線式にあっては電路のしゃ断を行う場合、各相のしゃ断を誤らないよ

う注意するものとする¢

8. ガスの拡散・排出

ガスの滞留区域においてガスの拡散・排出を行う場合は、次の要領によるものとする。

（l) 屋内の湯合

ア、窓、出入口、扉等の開口部を開放する。

ィ、噴霧注水によりガ 9の拡敗・排出を行う。

ゥ、ガスが流入するおそれがない場所から送凪機（高発泡椴）による送風を行う。

121 屋外の場合

ア、下水道、堀坑等の地下施設物にガスが滞留しているときは、可能な範囲でマソホ→汀のふた、

毅エ板等を取り除く 0
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ィ、ガスが低所に滞留しているときは、噴霧注水によりガスの拡散を図る。

ゥ、ガスが風向等により屋内に進入するおそれがあるときは、当該建物の窓、出入口の閉鎖措闘を

とる。

9. 咽出ガスに消火炎上している場合の活動

唄出ガスに着火炎上している場合には、ガスのしゃ断を優先することとし、次の要領によるものと

する。

Ill 筒先部署の決定

筒先部署位間の決定は、煤発による被害を防止するため、できる限り柱部及び鉄筋コソクリート

皓をしゃへいとし、屋外にあっては、建物の陰、へいぎわ等のガスの滞留するおそれのある場所を

避けるものとする。

121 注水

ァ、ガス燃焼に対する梢火は、生ガスを発生させることとなるので、注水は延焼防止を主眼とし、

完全にガスのl肌出を停止することが可能な楊合以外は行わないものとする。

ィ、クソク・ポソペ等の容器が火災により加熱されているときは、大闊注水により冷却する。この

場合、容器に直接強圧注水すると容器を転倒させるおそれがあるので、抑角注水又は円錐噴霧注

水を行う。

ウ、大型クソクに対する注水は、放水砲等によりクソク全体を冷却することとし、消防隊は安全な

場所に退避する。

131 消火

ア、箪独のプロパソガスボソペから,~,出のガスが炎上している場合は、明出炎の反対側から接近し、

バルプを閉塞する。

ィ、ガスの噴出箇所（羽管）が低圧で、木栓の打ち込み、粘土、ぼろ布等の差し込みによりガスの

噴出を停止することが可能なときは、明霧注水、粉末消火剤等で一挙に消火する。

10. ガス及び⑯路の復旧

現場最翡指揮者は、関係機関と協議のうえ危険が排除されたと認めたときは、ガス及び電路の復旧

についてガス事業者等又は雷気事業者に連絡するものとする。

11. 警戒区城の解除

現場最高指揮者は、笞戒区域設定の必要がなくなったと認めたときは、警戒区域を解除し、関係機

関へ述絡するとともに広報を行うものとする。

第 5 教投・訓練

消防機関は、消防隊員にガス町肘れ事故に関する知識及び消防活動の技術を習得させるため、随時、

教雅及び訓練を実施し、隊員の安全管理に努めるものとする。

-105-



1， 教投

教投は、おおむね次のi!I項について実施するものとする。

111 ガ吋栢れ事故に関する笞防活動要領について

121 ガスの性質及びガスi届れ事故の特性について

(3｝竹籾区域内のガス祁管の敷設状況について

l4： 地下街等におけるガスしゃ断装訟自家発⑯設拙等の設1fi状況について

151 ガスしゃ断パルプの操作要領及び電路のしゃ断操作要領について

2- 訓1 純

訊線は、おおむね次の事項について寅施するものとする名

｛1) 力7伽れ事故を想定し、楔係機関を含めた総合消防活勅訓練

12) 衣機材の取扱；JII糠

第6 必要汽機材の整備

消防機関は、地城の実俯に応じて、次のようなガス災害対策用府機材を整備し、消防隊が現場で安

全、かつ、有効に活動できるようその活用を図るものとする。

l 可燃性ガス検知器、可燃性ガス測定器

2 酸素］有出ガス測定器

3 空気呼吸器

4 耐熱服

5 放水台座

6 エアー事ソー

7 防爆型秘中電灯

8 その他必要なガス災害対策用笠槻材

し参 考） ガスの種類及び特性

I. ガスの供給形熊による分類

一般家庭用あるいは業務用などに供給されるガスの供給形態により、事業としては、次のとおり分

類される。
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Ill ガス事業

ガス事業とは、一般の孟要に応じ、群管によりガスを供給する事業をいう。このうち、節易なガ

ス発生設備から発生させた液化石油ガス（以下「プロバソガス」という。）を濁管により供給する

事業で、 1つの団地内におけるガスの供給地点の数が 70以上のものを「節易ガス事業」といい、

その他のガス事業を「一般ガス事業」という。

参 照 ガス事業法（昭和 29年法律第 5I号）

121 液化石油ガス阪売事業

液化石油ガス販売事業とは、節易なガス発生設備において発生させたプロバンガスを琳管により

供給する事業のうち、供給地点の数が 70未猫のもの及び高圧ボソベによりプロパソガスを供給す

るものをいう。

参 照 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（昭和 42年法律 I4 9号）

2. ガスの種類及び性質

ガス事業及び液化石油ガス販売事業により供給されるガスの種類及び性質は、その組成により多種

多様であるが、消防活動を行うにあたってガスの性質上最も留邸しなければならないことは、空気と

の比重及び空気中におけるガス涙度の爆発範囲であり、このような観点からガスの種別を大別すると

次のとおりである。

なお、これらは、ガス（特に製造ガス）の製造所等によって組成が若干異なるので、当該地城に供

給されるガスの組成等について熟知する必要がある。

Ill 製造ガス

製造ガスは、石炭、ナフサ、天然ガス、 LPG等を原料として、ガス発生設備によりガスを製造

した後、精製、・混合し所定の発熱茄に調整したものであり、水素、メクソ、二酸化炭素、一酸化炭

索、窒素等で組成される。

比煎は、おおむね 0.5-0.7と空気よりも軽いため、屋外等風通の良い場所では、ガスが拡散し

やすく濃度がうすくなり、危険性は少ない。しかし、屋内叉は地下街等の密閉された場所では、ガ

スが充満しやすく、その煤発範囲（一般的に 5.0-38.0パーセソト）内になったときは、小さな

火源でも爆発する。

ガスの組成として、通常は一酸化炭素が含まれているため、ガスが珈れた場合は、一酸化炭素で

中毒を起こす危険性がある。

12) 天然ガス

天然ガスの組成は、メクソを主成分としてニクソ、ブロパソ、プクソ等がらなり、比重は、おお

むね 0.65-0.6 6であり、製造ガスと同様空気よりも軽い。

爆発範囲は、一般に 4.3-14.4バーセソト（空気によって希釈している場合は若千高くなる。）
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である。

13) プクソニアーガス

プクソニアーガスは、プクソを空気で希釈（プクソ：空気＝ 23:77) したものである。

比重は、おおむね 1.23と空気より if［いため、 i屈れた場合は低所に滞留する。爆発範囲は、一般

的に 7.0-37.0パーセソト（プクソそのものは 1.8-8.5パーセント）であり、製造ガスよりも爆

発下限界が邸い。

141 プロパ・ノガス

プロパソガスは、筒易ガス事業及び液化石油ガス阪売事業により供給されるガスであり、その主

成分は、プロバソ、プロビレソ及びプチレソ、プタソであり、比重は、おおむね 1.5-2.0である

ため、測れた場合は低所に滞留し、拡散しずらい。

爆発範囲は、一般的に 2.0-9.2,←ーセソトと煤発下限界が低いので、煤発範囲のガスを形成し

やすVヽ。

3. ガス梱れ事故の特性

ガス漏れ事故の原因は、近路工事、地下工事、地盤沈下、重茄物の通行などによってガス羽管が破

狽、き裂又は折拍してガスが梱えいする場合と、さらに消費段階における燃焼器具のコックの締め忘

れ、器具の不良などによりガスが梱えいする場合がある。事故の特性はガスの種別によっても異なる

が、建物内部など密閉された楊所では、小火源で爆発し、延焼速度が早く、人命危険も大きい。

Ill 隈造ガス及び天然ガスの楊合

製造ガス及び天然ガスは、羽管により供給され、羽管内のガス圧力によって邸圧、中圧及び低圧

に区分される。

邸圧管は 10重批キログラム毎平方セソチメートル以上で、中圧管は 1重批キログラム毎平方セ

ソチメートル以上 1Orf{li¥:キログラム毎平方セソチメートル未満であり、また、低圧管は 1重批キ

ログラム毎平方セソチメートル未滴である。

高・中圧管からガスがl'l'l出したときは、空気を裂くような音を出し、莉火したときの炎の邸さは、

1 0メートル以上にも及ぶことがある。

大載のガスが漏えいした場合、沿火までの経過時間が長ければ長いほど、ガスの滞留範囲が広く

なり、滞留批と密閉の度合によって、瞬時にして大規模な爆発あるいは大火災を起こす危険性があ

る。

121 プクソエアーガス及びプロパソガスの場合

漏えいしたガスは、室内では風呂場、台所など、また、屋外では下水溝、マソホールあるいは一

般家屋の床下、へいぎわなど風通しの悪い所に流入する。

いずれの場合でも、ガスの加えい経過時問が長くなればガスの滞留範囲が広くなり、舒火すると

大規模な爆発を起こし大火災となるおそれがある。また、遠方へ流れることにより、思いもよらな
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い所で二次災害が発生することがある。

また、プロパンガスボンペ、 LPGクソク等にあっては、火災によって加熱されることにより爆発す

ることがある。
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3. 政 省 令 の 改正と静岡県地下道等安全対策推進要網の運用

「地下街、準地下街」におけるガス関係設備及びガス梱れ警報設備の設骰等について次のとおり政

省令が改正された。

Ill ガス事故法関係省令の改正 昭和 56年 1月20日

特定地下街、地下室等においてガス梱れを防ぐ設備、ガス漏れ警報設備及び緊急ガスしゃ断装骰

の設骰等が義務づけられた。

121 消防法施行令の改正 昭和 56年 1月23日

地下街、準地下街、特定防災対象物の地階及び複合用途防火対象物の地階をガス梱れ火災警報器

の設骰対象とした。

131 液化石油ガス法施行規則の改正 昭和 56年 2月 18日

地下室等において、液化石油ガス用ガス梱れ警報器、緊急しゃ断装li'i:の設備及び燃焼器具の接続

方法が義務づけられた。

又、消防法の特定防火対象物に類する施設にもガス硼れ警報器の設骰が義務づけられた。

ガス事業法施行規測及びガス工作物ャ7）技術上の基準を

定める省令の改正について

昭和 56年 1月 19日

沢源エネルギー庁公益事業部

I. 改正理由

昭和 55年 8月I6日の静岡駅前ガス事故を契機とした、地下街等のガス保安対策の強化につき、

ガス事業大都市対策調査会地下街対策専門委員会の専門的検討を踏まえ、ガス事業法施行規則及びガ

スエ作物の技術上の基準を定める省令を改正するものである。

2. 地下街等のガス保安対策の強化の具体的内容

Ill ガス事業法施行規則関係

特定地下街等又は特定地下室等に設骰されている燃焼器について、ガス漏れ防止、ガス漏れ早期

発見対策の観点から以下の事項について省令改正を行う。

① 特定地下街等又は特定地下室等に設骰されている燃焼器には、ガス淵れ警報設備（集中監視型）
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を設けること。 （第 85条第 7号）

②特定地下街等叉は特定地下室等に設匠されている燃焼器は、金属管、金屈可とう管、両端に迅

速継手の付いたゴム管又は強化ガスホースを用いてガスせんと接続されていること。

（第85条第8号）

③ ①Rに関するガス事業者の調査対象の追加（第84条第 1号）

121 ガスエ作物の技術上の基辿を定める省令関係

特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する邪管償§急しゃ断装骰については特定地下街等

に限る。）について、ガス漏れ防止対策、ガス漏れ早期発見対策及び緊急時対策の観点から以下の

事項について省令改正を行う。

① 特定地下街等にガスを供給する羽管には、緊急しゃ断装骰を設骰すること（第 72条第 4項）

R特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する瑯管は 1年に 1回以上水柱ゲージを用いた湘

えい検在を実施すること（第 73条第 3項）

③ 特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する羽管は、ガス梱れ警報設備（集中監視型）が

設けられている場所で特定地下街等又は特定地下室等の外壁を貫通させること（第 73条第 3項）

④ ガスの付臭のレペルの向上（第64条）

3. 公布日、施行日、経過期間

公布日

施行日

経過期間

昭和 56年 1月20日

昭和 56年 7月1日

特定地下街等 6月、 特定地下室等 3年

（参考） 特定地下街等 ① 地下街で 1.00 0面以上

② 準地下街で⑳濱§物の地階で連続して地下道に面して設けられたもの

と当該地下道を合せたもの）で 1,ooonf以上（不特定多数の人の利用

する用途 50 0成以上）＇

特定地下室等 不特定多数の人が利用する建築物の地階

（なお告示で具体的内容を規定することとする。）
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都道府県知事 殿

消 防 予 第 20 号

昭和 56年 1月23日

消防庁次長

消防法I施行令の一部を改正する政令の公布について

消防法施行令の一部を改正する政令が昭和 56年 1月23日政令第 6号をもって公布され、昭和 56 

年 7月 1日から施行することとされた。

今回の改正は、ガス梱れ火災警報設備を地下街、特定の建築物の地階等に設lrtすることを義務付ける

とともに、連続して地下道に而して設けられた建築物の池階と地下道とを合わせたものを一体として地

下街に準じた規制を行うほか、火災予防又は消火活動に煎大な支節を生ずるおそれのある物質に係る消

防長又は消防署長への届由義務の対象として毒物及び劇物のうち一定のものを追加する等を内容とする

ものである。

費職におかれては、下記事項に留慈のうえその迎用に遣憾のないよう格段の配應をされるとともに、

管下市町村に対してもこの旨示逹のうえよろしく御指濁されるようお願いする。

記

第 1 届出を要する物質の指定に関する事項

I. 消防長又は消防署長に届出を要する火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

として毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号）第 2条第 1項及び第 2項に規定する毒物及

び劇物のうち次のものを追加したこと。

Ill 毒物 シアソ化水素、シアソ化ナトリウム、水銀、セレソ、砒素、沸化水素、モノフルオール酢

酸、その他水又は熱を加えることにより、人体に煎大な節害をもたらすガスを発生する等消火活動

に重大な支悴を生ずる物で自治省令で定めるもの

121 劇物 アソモニア、塩化水素、クロルビクリソ、クロルメチル、クロロホルム、珪沸化水素酸、
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四塩化炭索、臭素、プロム水素、プロムメチル、ホルムアルデヒド、モノクロル酢酸、沃素、隣化

亜鉛、その他水又は熱を加えること等により、人体に重大な即害をもたらすガスを発生する等消火

活動に重大な支悴を生ずる物で自治省令で定めるもの

2. 届出に係る数餓は次のとおりである。

11) 毒物 自治省令で定めるものにあっては自治省令で定める数抵以上、その他政令で定めたものに

あってはそれぞれ 3OK9以上

12) 劇物 自治省令に定めるものにあっては自治省令で定める数蘇以上、その他政令で定めたものに

あってはそれぞれ 20 OK9以上

第 2 連続して地下道に面して設けられた建築物の地階と地下道とを合わせたものに対する規制に関す

る事項

I. 消防法施行令（以下「令」という。）別表第 1に新たに (I6の3)項として「建築物の地階

((I 6の 2)項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地

下道とを合わせたもの (11隕から14隕まで、 15隕イ、 16)又は19)項イに掲げる防火対象物の用途に供さ

れる部分が存ずるものに限る。）」を加えたこと。

なお、それぞれの建築物の地階については、それぞれの用途及び規模に応じて規制が行われている

が、当該地階は、それらの規制をうけるほか (16の3)項の部分としても規制をうけるものである

こと。

2. 令別表第 1(1 6の3)項に掲げる防火対象物には次のような規制を行うものとしたこと。

Ill 共同防火管理を行わなければならないこと。

12) 防炎対象物品を使用する場合は、防炎性能を有するものを使用しなければならないこと。

131 消火器又は簡易消火用具を設佃しなければならないこと。

14) 延べ面稼が 1,00 0平方メートル以上で、かつ、令別表第 111隕から14)項まで、 15隕イ、 161項又

は191項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が 50 0平方メートル以上のも

のには、スプリソクラー設備を設置しなければならないこと。

151 延べ面積が 50 0乎方メートル以上で、かつ、令別表第 1Ill項から④項まで、 15隕イ、 16隕又は

191項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が 30 0平方メートル以上のもの

には、自動火災報知設備を設骰しなければならないこと。

16) 消防機関へ通報する火災報知設備を設骰しなければならないこと。

17) 非常警報設備を設骰しなければならないこと。

181 誘溝灯を設置しなければならないこと。

3. 令別表第 1(1 6の3)項に掲げる防火対象物を、消防法第 17条の 2第2項第 4号に定める特定

防火対象物とし、既存のものであっても消防用設備等に関する技術上の基拙が適用されるものとした

-113-



こと。

4. 消防用設備等を設Ii'I'.したときにその旨を梢防長又は消防署長に届け出て検径を受けなければならな

い防火対象物として、令別表第 I(I 6の3)項に掲げる防火対象物で、延べ而栢が 30 0平方メー

トル以上のものを加えたこと。拙地下延べ面梢 30 0平方メートル以上

5. 消防用設備等について消防設備士又は自治大臣が認める咲格を有する者に点検させなければならな

い防火対象物として令別表第 I(1 6の 3)項に掲げる防火対象物で延べ面栢が i-.oo o平方メート

ル以上のものを加えたこと。

第3 ガス櫛れ火災笞報設備に関する事項

1. 消防の用に供する設備の笞報設備にガス梱れ火災警報設備を加えたこと。ガス漏れ火災警報設備と

は、ガス桶れ検知器、中継器及び受信機又はガス梱れ検知器及び受信器を接続したものに警報装骰を

附加したものをいい、規格等については省令等で定める予定であること。

なお、今回の改正により設骰を義務づけるガスiliiれ火災警報，没伽からは液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 14 9号）第2条第 3項に規定する液化石油ガス

阪売事業により供給される液化石油ガス用のものは除かれるものであること。

2 ガス梱れ火災詈報設備を設骰しなければならない防火対象物；ま、次のとおりであること。

Ill 令別表第 1(1 6の2)項に掲げる防火対象物で、延ぺ面柏が 1.00 0平方メートル以上のもの

12) 令別表第 1(1 6の 3)項に掲げる防火対象物のうち、延ぺ面柏が 1,00 0平方メートル以上で

かつ、同表11)項から141項まで、 151項イ、 161項父は191項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分

の床面耕の合計が 50 0平方メートル以上のもの

131 令別表第 111)項から14隕まで、 151項イ、 161項及び191項イに掲げる防火対象物の地階で、床而梢の

合計が 1,00 0平方メートル以上のもの

141 令別表第 1(1 6)項イに掲げる防火対象物の地階のうち、 「床面栢の合計が 1,00 0平方メー

トル以上で、かつ、同表Ill項から141項まで、 151項イ、 161項又は19隕イに掲げる防火対象物の用途に

供される部分」の床面釈1)合計が 50 0平方メートル以上のもの

3. ガス淵れ火災警報設備の設骰及び維持に関する技術上の茄準は上記 2に定めるほか、次のとおりで

あることは現に新築等の工事中の防火対象物について令別表第 1(1 6の2)項及び (16の 3)項

に掲げる防火対象物にあっては昭和 56年 12月31日までの間に、同表11隕から141項まで、 151項イ、

161項、 191項イ及び C1 6)項イに掲げる防火対象物にあっては昭和 59年 6月30日までの間に必要

なガス漏れ火災警報設備を設骰すべきこととされたこと。

Ill ガス漏れ火災警報設備の警戒区城（ガス梱れ火災警報設備の一回線が有効にガス淵れを箕知する

ことができる区域をいう。）は、原則として防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。

121 1つの警戒区域の面栢は、原則として 60 0平方メートル以下とすること。
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131 ガス淵れ検知器は、有効にガス梱れを検知することができるように設けること。

141 非常電源を附骰すること。

4. 検定を受けなければならない消防用機械器具等として、ガス梱れ火災警報設備の中継器及び受信機

を加え、これに係る試験及び個別検定の手数料を定めたこと。

5. 消坊設備士が工事又は整備を行わなければならない消防用設備等としてガス漏れ火災警報設備を加

えたこと。

なお、ガス漏れ火災警報設備の工事又は整備を行う消防設備士としては、第 4類の消防設備士を予

定しているものであること。

第4 その他

1．令別表第3で定める数批の 1.00 0倍以上の特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はそ

の部分に設骰すぺき消火設備について特殊可燃物の種類を従来より細分化しそれぞれの燃焼性状に適

応した消火設備を定めたこと。

2 その他所要の規定の整備が図られたこと。

第5 施行期日等

I. この政令は、昭和 56年 7月 1日から施行するものとされたこと。

2. 経過措骰

Ill この政令施行の際、令別表第 I(I 6の 3)項に掲げられる防火対象物において使用されている

防炎対象物品については、同一防火対象物において引き続き使用される場合に限り昭和 59年 6月

3 0日までの問使用することができるものとされたこと。

121 この政令施行の際、現に存する令別表第 I(I 6の 3)項に掲げる防火対象物又は現に新築等の

工事中の同項に掲げる防火対象物1こついては、昭和 58年 I2月3I日までの間に必要なスプリソ

クラー設備、自動火災報知設備及び非常警報設備を設骰すぺきこととされたこと。

(31 この政令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築等の工事中の防火対象物について令別表

第 l{ I 6の2)項及び{ I 6の3I項に掲げる防火対象物にあっては、昭和 56年 I2月3I日

までの問に、同表(1)から(41項まで、 (5)項イ、 (6)項、 (9)項イ及びU61項イに掲げる防火対象物にあって

は昭和 59年6月30日までの問に必要なガス鼎れ火災警報設備を設脱すべきこととされたこと。

液石法施行規則に基づく特定供給設備及び消吸設備に関する技術基辿の細目を定める告示

1. 〔規則第6条の 2第 I2号関係〕

① 地下室等の範囲
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地下街（延べ面訳が 1,00 0面以上のものに限る。）又は建築物の地階（地下街の各階を除く。）

で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの⑪しべ面苗が 1,00 09/f 

以上で、かつ、次に掲げるイからチまでに掲げる用途（以下「特定用途」という。）のいずれかに

供される建築物（二以上の用途に供される建築物であって、本条の規定するところにより、イから

チまでに掲げる用途のいずれかに供される建築物となるものを含む。以下「特定用途建築物」とい

う。）の地階、又は二以上の用途に供される建築物であって、当該建築物の中に特定用途のいずれ

かに該当する用途に供される部分が含まれている場合における当該二以上の用途に供される建築物

（この場合において、当該異なる二以上の用途のうち、一の用途で、当該ーの用途に供される建築

物の部分がその管理についての権限、利用形態その他の状況により他の用途に供される建築物の部

分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該ーの用途は、当該他の用途に含

まれるものとする。以下「特定複合用途建築物」という。）の地階のうち、特定用途に供される部

分が存するもの（地階の面柏の算定に当たっては特定用途に供される部分に限る。）の床而甜の合

計が 50 0 IIf以上のものに限る。以下「特定地下街等」という。）

イ、劇楊、映画館、油芸場、公会堂その他これらに類する施設

ロ、キャパレー、ナイトクラプ、遊技場その他これらに類する施設

ヘ貸席及び料理飲食店

二、百貨店及びマーケット

ホ、旅館、ホテル及び寄宿舎

へ、病院、診療所及び助産所

ト、ろう学校、雅護学校、幼稚園及び各種学校

チ、 トルコ浴楊、サウナ浴場及びその他これらに類するもの

② 特定地下室等

地下室その他の地下（①に掲げるものを除く。）であって液化石油ガスが充満するおそれがある

場所のうち、次に掲げるものをいう。

ィ、施設若しくは建築物の地階で、床面積の合計が 1,00 099f以上のもの。

ロ、特定複合用途建築物の地階のうち、床面積の合計が 1,00 0戒以上で、かつ、特定用途に供さ

れる部分の床面梢の合計が 50 0 rit以上のもの。

③ ①、R及び個別住宅の地下室を除く地下室等

緊急しゃ断装f代を設四しなくてもよい地下室等

地下室等の定義中、①を除く地下室等

2. C規則第 38条第 1号ヲ関係〕

Ill ガス淵れ詈報器の検知区域に設骰する必要のない燃焼器

① 屋外に設置されているもの。
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R硬質管等により接続されているものであって、かつ、立ち消え安全装既が組み込まれているも

の。

③ 常時設附されていないもの（地下室等及び規則第 39条第 3号及び第 5号中、代席、料埋飲食

店、旅館及びホテルを除く。）

④浴室内に設骰されているもの。

3. C燃焼器の設骰方法）

燃焼器の設腔方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

① 特定地下街等及び特定地下室等に係る燃焼器は、次の定める方法により設けられた液化石油ガ

ス用ガス棚れ警報器（以下「警報器」という。）の検知区域に設置されていること。

イ、一体型の警報器又は一体型以外の笞報器にあっては検知部（以下「検知部等」という。）は、

燃焼器が設1rtされている室内であって、槌面の次の11)及び！2）に適合する点検に便利な場所（出

入口付近等外部の気流が流通する場所、換気口等の空気吹き出し口から 1.5rn以内の場所、燃

焼器の廃ガスに触れやすい楊所等ガス梱れを有効に検知できない場所を除く。）に設Ii化されて

いること。

il) 燃焼器から水平距雄で 4m以内に設貯されていること。

12) 検知部等の上端は、床面の上方 0.3飢以内の位1位に設骰されていること。

P 、警報器の中継部が、次の'.1)及び2)に定めるところにより設骰されていること。ただし、受信

部から検知部等に至る羽通の確認を行うことができる場合又は接続できる回線数が 5以下の受

信部にあっては、この限りでない。

Ill 回線ごとに消通の確認を行うことができるように受信部と検知部等の間に中継部が設けら

れていること。

121 その他中継部を設ける場合にあっては、中継部は点検に便利で、かつ、防火上有効な措骰

を講じた箇所に設骰され、検知部等から発せられた侶号を受信し、これを受信部に発信し、

又は警報を発する装Irt等に発信することができるように設1荏されていること。

ハ、警報器の受信部（一級のものに限る。以下この号において同じ。）が、次の11)から17)までに

定めるところにより設骰されていること。

Ill 検知部等又は中継部から発せられた信号を適確に受信して当該検知部等に係る警戒区域又

は検知区域を表示できるよう設骰されていること。

12) 操作スイッチは、操作が容易な箇所に設けられていること。

131 音響装骰（ガスi籍れ表示を行うものに限る。）の音圧及び音色が他の警報音や騒音と明ら

かに区別して聞き取れるよう設置されていること。

141 保安状況を常時監視できる場所（中央管理室が設けられている場合は、当該中央管理室）

に設骰されていること。
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151 受信部が設骰されている楊所には、当該受信部と接続された検知部等に係る笞戒区域又は

検知区域の一宜図が備えられていること。

16) 受信部が設骰されている場所には、次の①から③までの基郡に適合する音声によりガスilii

れの発生を建策物等の関係者及び利用者に詈報する1代措（以下「音声警報装骰」という。）

が備えられていること。ただし、非常の場合に有効に作動できる放送設備が設骰されている

楊合にあっては、その有効範囲内の部分について音声詈報装府は設けないことができる。

① 音圧及び音色は、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞きとることができるものであ

ること。

② スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカ—までの水平距離が 25m

以下となるように設骰されていること。

③ ーの特定地下街等又は一の特定地下室等に 2以上の受信部が設闘されているときは、こ

れらの受信部があるいずれの場所からも（乍動させることができるものであること。

171 一の特定地下街等又は一の特定地下室等に 2以上の受信部が設骰されているときは、これ

らの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備が設lrIされていること。

ニ、表示灯によりガスi届れの発生を通路にいる建築物等の関係者に警報する装骰（以下「ガスilti

れ表示灯」という。）が、次の11)及び12)に定めるところにより設闘されていること。ただし、

ーの警報区域が一の店舗等からなる楊合及び検知部等若しくは中継部から発せられた信号を適

確に受信して当該検知部等に係る検知区域を表示できるよう受信部が設闘されている楊合にあ

っては、ガス伽れ表示灯を設けないことができる。

11) 検知部等の設樅される店舗等が通路に面している場合にあっては、店舗等ごとに当該店舗

等の通路に面する部分の出入口付近に設骰されていること。

121 iili方3訊離れた箇所で点灯していることが明らかに識別できるよう設骰されていること。

ホ、音警によりガスi杭れの発生を検知区域において建築物等の関係者に警報する装骰（以下「検

知区域警報装骰」という。）が、当該検知区城警報装骰からilii方1ra離れた箇所で音圧が 70 

デッペル以上となるよう設骰されていること。ただし、警報機能を有する検知部等が設骰され

ている場合及び檄械室等常時人がいない場所に検知部等が設骰されている場合にあっては、検

知区城警報装『1を設けないことができる。

へ、配線は、次の11)から13)までに定めるところによること。

111 常時開路式の検知部等の信号回路は、容易に群通試験をすることができるように当該回路

の末端に終端器が設けられているとともに、一の回路に一の検知部等を接続する場合を除き、

送り配線であること。

121 地源回路と大地の間及び雷源回路の配線相互問の絶緑抵抗は、直流 50 0ボルトの絶縁抵

抗計により測定した値で、電源回路の対地電圧が 15 0ボルト以下の場合は 0.1メグオーム
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以上、電源回路の対地遥圧が 15 0ボルトを超える場合は 0.2メダオーム以上、検知部等回

路及び附凪装[ft回路（それぞれの軍源回路を除く 0) と大地との間及びそれぞれの回路の配

線相互問の絶緑抵抗は、竺戒区域又は検知区城ごとに直流 50 0ポルトの絶緑抵抗計で測定

した値でいメダオーム以上であること。

131 次の①及びRに掲げる回路方式が用いられていないこと G

① 接地箪極に常時直流電流が流れる回路方式

R 検知部等又は中継部が接続される回路と他の設備（当該設備が接続されたことによりガ

ス漏れ信号の伝逹に影響が及ばないものを除く。）の回路と同一の配線を共有する回路方

式

ト、電源は、次の(1恥らi3)までに定めるところによることむ

11) 電源は、菩電池，又は交流低圧匝内幹線からとられていること。

12} 警報器の硯源たる菩電地叉は交流低圧屋内幹線からの当該電源のための配線は、当該配線

以外の配線が分岐されていないこと c

131 電源の開閉器には、習報器用のものである旨が表示されていること。

チ、非常雷掠は、器露池設備であって、当該設備を用いて警報器を I0分閤以上にわたり、＝回

線を有効に作動させるとともにその他の回線を監視状態におくことができる容最を有するもの

が設買されていること。ただし、警報器の予備露源叉は菩電池設備を用いて 1分ri]以上にわた

り二回線を有効に作勁させるとともにその他の回線を監視此態におくことができる場合にあっ

ては、有効に作動する自家発囮設備によることができる。

り、警報器1ま、検知部等及び受信部の椋準遅延時間の合計が60秒以内になるよう設骰されてい

ること。

丸笞報器は、次の(1汲び12}に掲げる場合に受信部においてガス漏れ表示と同様な表示を行わな

いよう設館されていること。

Ill 配線の一に地絡その他当該警報器に係る電圧叉は電流が変化した湯合

121 振動叉は衝撃を受けた場合

ル、警報器の笞戒区城は、次の(1)及びし2)に定めるところによること t9

Ill ーの警戒区域の面戟は、 60 0吋以下となるように設けられていることをただし、当該警

戒区城内のガスi1月れ表示灯が通路の中央から容易に見通すことができる場合にあっては、

1.0 0 0面以下となるよう設けることができるむ

位） 一の詈戒区域は、一の階に設けられていること。ただし、一の警戒区域の面積を50 0,,/ 

以下とする垢合にあっては、二の階にわたって設けることができる。

R 前号に掲げる地下室等以外の地下室等及び規則第 39条各号に掲げる樟設若しくは建築物（地

下室等を除く。） 1こ係る燃焼器（第 6条に規定する燃焼器を除く e)は、前号イ及びホに掲げる
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方法により笞報器の検知区域に設附されていること。

4 (常時監視する必要がある地下室等）

地下室等は、 1の①②に掲げる地下室等とする。

1.41 「静岡県地下道等安全対策推進要桐」の関係機関等に対する周知徹底

①消防本部担当者会議 昭和 56年4月28日

② 振典セソクー担当者会議

③ 市町村防災担当者会議

昭和 56年 5月 1日

昭和 56年5月 1日

④都市ガス事業者保安担当者会議 昭和 56年 5月 14日

⑤節易ガス事業者保安担当者会蔽 静岡部会昭和 56年6月 3日

名古屋支部管内 昭和 56年6月 16日

上，；己両部会 昭和 56年7月 9日

15) ,.(/，岡県ガス保安対策連絡会議の設ii'[ 昭和 56年 6月 1日

161 静岡県地下道等安全対策委員会（施設部会） 昭和 56年6月 5日

171 部市ガス事業者保安対策（地姦対策）打合せ 昭和 56年 7月 13日

181 プロバソガス協会地区長会におけるガス保安説明会 昭和 56年

191 「静岡臥地下道等の設骰に関する指邪要網」公示 昭和 56年

ilOI 県ガス保安対策連絡会謡「消1t者関係の部」打合せ 昭和 56年

7月23日

8月I4日

8月I8日

{11) “ 「郡市ガス事業者の部」打合せ 昭和 56年 I0月 9日

1121 「筒易ガス事業者及びプロパソガス協会の部」打合せ 昭和 56年 10月 13日

1!31 静岡県地下逍等連絡協議会の設骰 昭和 56年 10月15日

暉 ガス保安に係る消防担当者会議 昭和 56年 10月27日

(15） 貼ガス保安対策連絡会議「都市ガス1け業者の部」打合せ 昭和 56年 12月 4日

⑯ ” 「節易ガスili棠者の部」打合せ 昭和 56年 12月11日

1171 ,'i袢岡県ガス保安対策連絡会議の1/H催 昭和 57年 2月18日

なお、先に掲げた今回のガス事故に伴う教訓1と課題については、ほぼこの要網の中に取り入れて

諸対策を溝じているところであるが、さらにガス施設、設備等の地霞対策を推進する上での課題も

残されており、目下種々の角度から検討を加え関係機関との協議を進めている。
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第11. 体 験 記

今回の災害は、都市空間において発生したものであって関係者はもとより社会的にも大きな問題を提

起した。

このような中にあって危険を顧みず事故現場の消防活動にあたっていた消防隊員の 2名の方からの貴

重な体験記を寄せていただいた。

この事故の生々しさを記録にとどめ、今後の教訓としたい。

「二度と繰返すま じ 」

歳未大売出しの飾りつけに忙しい静岡駅前ゴールデソ街を歩いて、すぐ目に飛び込んでくる焼けただ

れた建築物、これが全国的に有名になった第ービルだ。あたりの賑やかな風賊とは余りにもかけ離れて

いるだけに尚更印象的だ。ガラソとした廃墟の入口1こ誰が供えるのか、季節の花を見るたびに無惨なあ

の日のことが思い出され、胸が締めつけられ、思わず合邪せずには通れない。まして I5人を一瞬のう

ちに失ってしまった肉親の悲しみは今も少しも癒えることはないでしょう。

昭和 55年8月 I6日、夏まつりの装飾で賑々しい第ービルの地下で爆発がおこった。第 1出動の指

令で我が第 4分団の消防車は、直ちに出動した。現場は小爆発でもあり、叉、火災も発生していない状

況から惜］もなく引揚げることにした。土太夫町の第 4分団の近くまで、帰ってきたとき、突如、後方の

今しがた出動した紺屋町方面から大音牲が轟き、黒煙が上り、大爆発があったことが確認できた。すぐ

取って返し大爆発現場へと向った。

地獄絵か、修羅場のような光屈がそこにあった。 20 0名を超える息絶え傷ついた人々があたり一面

の街路に、ピル内に倒れ伏していた。ある者は血だらけで助けを求めて呻き、ある者は火熱で衣服が焦

げ皮岡が媒れていた。消防車を救急車代りにして負傷者 I0名を収容し病院へと搬送した。すぐさま折

返し爆発現場の直近の浮月楼横の消防用井戸に水利部署した。瓦礫と化した商品などで足の踏み場のな

い惨憎たる現場1こホースを延ばし、猛煙に包まれた建物めがけて放水した。物浪い煙は放水隊員の身の

勉倹を感じる程で、一線は焼けただれた消防車の屋根に管柏を固定したまま放水、二線目は第一ビル北

側から延焼防止を重点に隊員 4名で放水を行った。散乱するガラス片で手足を怪俄したり、防火靴の中

まで入り込む泥水に足を取られたりで、消火活動は困難を極め苦しい戦いとなった。

消火活動中、消防団員数名が行方不明という情報がもたらされた。混乱する中で惜報の確認を急いだ。

出口本部付分団長、関川第 1分団長が入院、増田第 1分団部長軽傷を知り得て一時的に安堵した。

3時間後、柴田薬局の裏側から男女の別も判らないくらい頭嬰が焼け、衣類も殆んど身に付いていな

いような状態で 1人を救出した。この婦人が毛布に包まれて搬送され一命は大丈夫と聞いたときは奇蹟
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としか感じられなかった c

長時間の消防車運転にガソリソ不足をきたし、補給を受けての活動となった。叉食糧の調逹がままなら

らず、弁当を探しても、どの店も品切れで困っていたとき、近くの味の喜作社長長友敏也氏の好意で早

速炊き出しを受けることができた。このときは空股になっている筈にも拘らず、同僚の死に直而し、に

ぎり飯が喉を通らず、胸がこみ上げて仕方なかった。

差入れの沿茶にほっと一息ついたときは、放水開始悛すで1こ6時間、心身共に疲れ果てている部下の

団員の姿に、頭の下がる思いとともに、一旦設急あれば、搭牲的精神を以って義勇公に奉じるという崇

邸な形がそこに表われているのを見ることができた。

あれから 1年半過ぎた今、大事故の原因、担害を巡って裁判が行われているが、非常に複雑な問題だ

けに原告、被告共に全力をあげて争うだろう。それにつけても、人の世の難しさ、醜さ、やるせなさを

惑じます《

消防団員、職員で公務のため敢然として防災活動に専心中、→瞬の大爆発に班遇し殉職した者、又、

現場付近に居合せてit偲した者、など多大の犠牲が払われた大事故だけに、今後あのような布故が二度

と起きてはならない。起してはならないと考えるのは全ての人の願いではないだろうか、合掌。

静岡市消防団 第 1方面隊長（当時第 4分団長）

大石省吾
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「忘れまい、あの大惨事、痛恨の日」

危険物規制事務担当となってニヶ月半。不il'［れな事務のため息つく暇もないほど多忙な毎日が続く。

昭和 55年 8月 16日、この日も昨日と変らぬ一日が始まった。

9時30分、聞き伯れてはいるが心蔵にグサッと刺すような出動指令がスビーカーから流れた。 「紺

屋町、西武百貨店向い側ガス鼎れ、第一出動」。係員とともにガス検知器等を携え現場へ急行した。

9時35分現楊到荘。到荘地点から駅側を見たが街の様子に変化は無かった。途中、先沿消防隊員に現

場位骰を確認し、地下道昇降口から地下に入った。ガス臭はしない。

地下道には蛍光灯が点灯していたが蒋暗かった。見通すと各店舗はシャックーが降り閉店状態である。

ただー店、シャックー下方が地下道側にめくれ内容物と思える物が道路上に散乱しているのが見受けら

れた。初めての異常である，地下商店街は、消防隊員のほか人気も無く不気味なほど静寂であった。警

戒区域の設定、ガス検知等、各分担に基づき作業は進められた。

被害状況から燦発は、ちゃっきり鮨と思えた。被害店舗その周辺を調究中の係員等からガスを検知し

たという報告は無い。

不思誠なことにこれ程の煤発が起ったのに店舗閑係者またはそれらしい人の姿が見当らない。更に、

あの火災現場、爆発現場の特有な臭いが無い。これが数分前に発生した爆発現場とはとても思えなかっ

た。

人命検索のためか、ちゃっきり鮨店内の瓦礫の排除が始められた。報道関係者の姿が 3人、 4人と見

受けられたが、指抑者の命令で笞戒区域は一段と強化された。地上の消防隊が行う「火気使用禁止」の

広報が地下まではっきりと枇］こえる。地上階は異常ないだろうか、何か俯報を得てないだろうか。そう

思っていたとき、係員の渡辺七長が「ガスを検知した」と報告にきた。この報告が自分が初めて知った

唯一のガス検知報告であり、ガス存在の俯報であった。

すでに検知楊所を中心に周辺のガス梱洩範囲の確認が急がれていた。人命検索等作業中の隊員に「店

の奥の方でガスi梢れがある。気をつけろ」と注慈が飛ぶ。駅側に人影が見えた。これを排除しようと

I 0数歩向ったとき突然、剪くような大爆発音に包まれた。身体が宙に浮いた。ガやられた、 IIしまっ

たガそれだけが脳裡をかすめた。目の前が真暗となり全身に強いショックを受けた。気付いたときは西

武百貨店ilir道路中央に突立っていた。明るいと惑じた瞬問、自分の眼を疑った。道路は瓦礫の山と化し、

両側に建ち並ぶビルの窓という窓はガラスが飛び散り黒く見えた。その姿は実に異様であった。静岡一

を誇る繁華街は死の街、廃墟の街となった。まわりに人の姿はない。瓦礫の山を滑り転がりながら無線

車両に走った。己第にならなかったが「大爆発発生、偽者多数、全隊出動と救急第 3出動を指令せよ」

必死に要諮した。指令を確認した後、地下にとって返した。

ツーソと都市ガス臭が鼻をついた。多くの消防隊員が残る地下は暗く粉幽が涼っていた。地下道側壁

いっぱいに瓦礫が押し寄せていた。物音 1つしない。 20数名はこの瓦礫の下にいるのだ．IIォーイ．I/

大声で叫んだが戸にならなかった。 4次、 5次の燥発をおそれ地上に出た。
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思わず息をのんだ。衣限をはぎとられ全身血だらけとなり呆然としている人、全坑が黒く媒け舗道1こ

伏し勁かぬ人、失いつつある院を抱きのたうちまわる人、燃え上る「力カの下となり身炒きもしない人、

まさに地獄であった。倒れたまま勁けぬ屯例者を艇先し救出した。抱きかかえると血と皮leiがベント，)

と手や防火衣に着いた。無国の人を阿人か搬出したc 一見してll’i防関係者と判る例者には且もくれなか

った。かけたくともその余裕がなかったのである。代かな［全員と軽i均者とで力の限り救昆に、附i火作菜

に当った。

1 0時26分、俯けないことに自分が病浣へ搬送される身となってしまった。点摘が終るのが途轍も

なく長く感じられた々民者の安）＇前にという言葉を無視し車を拾い再び現瘍に向った 3 応扱舷員、非番出

動した培員、どの碩も引きつれ歪んでいた。煙りと熱氣と瓦峠の中で検索は続けられた。 「発見担架、

担架、はやく担架を」煙りの中から声がした。折り屯なる自転車、石板、サッゾ、コンクリート片，瓦

礫を取除くのがもどかしかった。思わず団をそむけた℃過去何人かの焼死体をみたことがある自分では

あるがあまりに変り果てた姿に直視できなかった。再び腔から後顕部こかけ崩みがはしり目まいがし、

作架に耐えられなくなった。

引き杓げた本部'Ii務室はほとんどの馳員が現場に出動し、残窟芥改名が心語の応対に追われていた。

畑燐氏名の中からし1分の係の者の名を見つけた令，R（りであった。

1 9時50分、 2つの病説に収容された係且を見t:(1った今仝身をカーゼ、包僻でi襄われた姿が1,"とも

侶々しかった。條iりな自分を恥じた。付添いの母親、美さんにたゞたゞ顕を下げお滋びした。居た堪ら

なくなって病院を飛ひ出した令 「頑弘れ、生きるんだ、砧かってくれ」賠い孜窄に向って祈った。無念

さを引きずり自宅にJ,i；ったのは烈料JJ方であった＜

あの節恨の日から 1年と 3ヶ月が込ぎた。この'DI、鯰ふ＇（打名とはいえ沿防品の心労には寮するにあ

まりあるものがあった，内外の声をいっぱいに負いながら各々がそれぞれの立翔で、祖戦をあげて事後

処PI！に当って 開き叩りと思われるかもしれないが、 「あのような複合大災書こ発屁しようと誰が

予測し街たか」そう思うことが幾疫かあった。今なおりぷ中の恥員もいるが多くはケロイドを残しなが

らも味務に打潤している心しかし、年もいた図、紋呪の共子を残して、小林政磁君、常木敏堆君、渡辺

活好君、斉胚叡J君それ1こ団員の出口勇次さんは不jil}の人となった。 「この死を1．弘とせず・~・教訓

として•.．」兜咽を堪えながらごうた辿族嗅l係名9(/) ；；；第か＇iり翌ついて行阻れない。亡くなられた市民の

方々、殉峠者の邸福を祈らすにはいられな心

今後ますます社会は桟雑多様化を珀していくことであろうが、これに件ないまた災宮も大規校化、投

雑化していくに違いない。これら災宮を未然に防止し或いは被害を飯少限度にとどめていくことは至薙の

菜であ年消防の力では如何ともしがたい？社会全体が一体となって『韓IJ1こ）杖組むことが不可欠である。

我々は反省すぺきは譲見に反省し、また大きな絵牲の上に得た牧訓を生かし、社会と一体となってご度と

あの「月tiijゴールデソ地下街煤発事故J0)ような悲佑な災害を起してはならない。

罪岡市消訪本部予防晶危険物係艮哨防司令 杉山立代次
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